
　　　　　　　

摂津市議会

文教常任委員会記録

平成２５年１１月７日

摂 津 市 議 会



目 　 　 　 次

文教常任委員会

１１月７日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件 1

開会の宣告 2

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名 2

認定第１号所管分の審査 2

　補足説明（教育総務部長、次世代育成部長、生涯学習部長）

　質疑（安藤薫委員、東久美子委員、南野直司委員、大澤千恵子委員）

採決 70

閉会の宣告 70



文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年１１月７日（木）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時１３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　総務課長　岩見賢一郎　子育て支援課長　木下伸記

同課参事　中村実彦

次世代育成部長　登阪　弘同部次長　若狭孝太郎　学校教育課長　岡部寿子　　

　　同課長代理　野本憲宏　こども教育課長　小林寿弘　児童相談課長　谷田　学　

生涯学習部長　宮部善隆　　生涯学習課長　柳瀬哲宏同課長代理　辻　稔秀　

文化スポーツ課長　日垣智之　同課長代理　飯野祐介

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　長澤佳子

１．審査案件

認定第１号　平成２4年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時１分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　おはようございま

す。ただ今から、文教常任委員会を開会

いたします。

　理事者から、あいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、先日の委員会に引き続きまし

て、決算にかかわる委員会をお持ちいた

だきまして、大変ありがとうございます。

　言うまでもございませんが、この委員

会での審査は、間もなく始まります来年

度の予算編成につながってまいります。

どうぞ慎重審査の上、ご認定いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

　一旦、退席させていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　あいさつが終わり

ました。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　認定第１号所管分の審査を行います。

補足説明を求めます。

　山本教育総務部長。

○山本教育総務部長　おはようございま

す。

　認定第１号平成２４年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、教育総務部が所

管しております事項につきまして、目を

追ってその主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございます。３０ページ、

款１２、分担金及び負担金、項１、負担

金、目１、民生費負担金は、認可保育所

に係る保育料でございます。

　３２ページから３４ページ、款１３、

使用料及び手数料、項１、使用料、目６、

教育使用料は、幼稚園の入園金及び保育

料、並びに学童保育室保育料などでござ

います。

　３６ページから３８ページ、款１４、

国庫支出金、項１、国庫負担金、目１、

民生費国庫負担金は、保育所運営費に係

る児童福祉費負担金や児童扶養手当負担

金、子ども手当等負担金などでございま

す。

　３８ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、母子家庭自立支援

給付金事業補助金でございます。

　４０ページ、目５、教育費国庫補助金

は、学校で使用する教材用備品に係る理

科教育等設備整備費補助金、幼稚園就園

奨励費補助金、また、第二中学校の体育

館耐震補強等工事に係る学校施設環境改

善交付金などでございます。

　４０ページから４２ページ、款１５、

府支出金、項１、府負担金、目１、民生

費府負担金は、保育所運営に対する児童

福祉費負担金や子ども手当等負担金など

でございます。

　４４ページから４６ページ、項２府補

助金、目２、民生費府補助金は、保育所

運営費補助金、民間保育所の改修等に係

る大阪府安心子ども基金特別対策事業費

補助金、乳幼児医療、ひとり親家庭医療

に対する医療費補助金などでございます。

　４８ページ、目８、教育費府補助金は、

学童保育室の運営に対する放課後児童健

全育成事業補助金などでございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目１、奨学資金貸付元

利収入は、奨学資金貸付金の償還金でご

ざいます。

　６０ページ、項４、雑入、目２、雑入

は、学校給食費負担金や日本スポーツ振

興センターの保護者負担となる掛金、保

育所に係る児童主食費負担金や、乳幼児
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医療費返還金、ひとり親医療費返還金な

どでございます。

　次に、歳出につきまして、ご説明申し

上げます。

　１１６ページから１１８ページ、款３、

民生費、項２、児童福祉費、目１、児童

福祉総務費は、簡易保育所補助金や障害

児保育補助金、児童福祉費施設整備費補

助金や民間保育所に対する運営費補助金、

また、保育所運営費負担金などでござい

ます。

　なお、繰越明許費は、正雀愛育園への

施設整備費補助金に係る経費でございま

す。

　１１８ページから１２０ページ、目２、

児童措置費は、子ども手当等システム改

造等委託料や児童扶養手当、子ども手当

等の扶助費などでございます。

　１２０ページから１２２ページ、目３、

児童福祉施設費は、４保育所の管理運営

に係る経費で、修繕料や給食に係る賄材

料費、また維持管理に必要な委託料、備

品購入費などでございます。

　１２２ページ、目４、母子福祉費は、

母子生活支援施設運営費負担金や母子家

庭高等技能訓練促進費などでございます。

　目５、乳幼児医療助成費は、乳幼児等

に対する医療費や、中学校修了までの子

どもに対する入院医療費助成に要した経

費でございます。

　１２４ページ、目６、ひとり親家庭医

療助成費は、ひとり親家庭に対する医療

費助成に要した経費でございます。

　続きまして、１７４ページ、款９、教

育費、項１、教育総務費、目１、教育委

員会費は、教育委員に係る諸経費で、教

育委員の報酬などでございます。

　１７４ページから１７８ページ、目２、

事務局費は、教育委員会事務局の運営全

般に係わります経費で、校務補助嘱託員、

こども安全巡視員の賃金、新１年生の入

学祝い品のランドセルの購入費、個人登

録をされている小学校受付員の報償費、

児童に貸与する防犯ブザーの購入費や通

学路における交通専従員業務委託料、団

体登録されている小学校受付員委託料、

私立高等学校等奨学補助金、高等学校進

学の支援に係る奨学資金貸付金などでご

ざいます。

　１８２ページ、項２、小学校費、目１、

学校管理費は、１０小学校の運営、施設

設備の維持管理に要した経費で、教科用

や通常の学校管理に必要となる消耗品、

施設維持のための光熱水費や修繕料、施

設の管理に必要な法定点検等の委託料、

夜間における機械警備委託料や学校管理

委託料、摂津小学校の旧給食調理場など

を多目的教室に改修した工事費や、鳥飼

北小学校の外壁等改修工事、管理用及び

教科用の備品や図書の購入費などでござ

います。

　１８４ページ、目２、教育振興費は、

卒業記念品の購入費、理科教育等の備品

購入費、要保護及び準要保護児童に対す

る扶助費などでございます。

　１８６ページ、目３、保健衛生費は、

学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬、

各種健康診断等の報償金及び委託料、学

校管理下における児童の災害に対応する

ための日本スポーツ振興センター負担金、

要保護及び準要保護児童に対する医療扶

助費などでございます。

　１８６ページから１８８ページ、目４、

学校給食費は、非常勤の給食調理員等の

賃金、給食に係る賄材料費、衛生管理の

委託料、並びに鳥飼西小学校及び鳥飼北

小学校の給食調理業務等委託料、別府小

学校、三宅柳田小学校、鳥飼東小学校に

設置しましたコンベクション・オーブン

の給食器具費や、準要保護児童に対する
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給食費扶助などでございます。

　１８８ページ、目５、支援学級費は、

各小学校の支援学級の運営に要した物品

や備品の購入に要した経費でございます。

　目６、建設事業費は、味生小学校、千

里丘小学校、鳥飼西小学校の各校舎と、

別府小学校体育館に係る耐震補強等工事

の実施設計などに要した経費でございま

す。

　なお、繰越明許費は、今、申し上げま

した各小学校の耐震補強等工事に係る経

費などでございます。

　１８８ページから１９０ページ、項３、

中学校費、目１、学校管理費は、５中学

校の運営、施設設備の維持管理に要した

経費で、小学校と同様に、教科用や通常

の学校管理に必要となる消耗品、施設管

理のための光熱水費や修繕料、施設の維

持に必要な法定点検等の委託料、夜間に

おける機械警備委託料や学校管理委託料、

管理用及び教科用の備品や図書の購入に

要した経費などでございます。

　１９０ページ、目２、教育振興費は、

卒業記念品の購入、理科教育等の備品購

入費、要保護及び準要保護生徒に対する

扶助費などでございます。

　１９０ページから１９２ページ、目３、

保健衛生費は、学校医、学校歯科医、学

校薬剤師の報酬、各種健康診断等の報償

金並びに委託料、学校管理下の生徒の災

害に対応するための日本スポーツ振興セ

ンター負担金などでございます。

　１９２ページ、目４、支援学級費は、

中学校の支援学級の運営に要した物品や

備品の経費でございます。

　目５、建設事業費は、耐震工事等に係

る第二中学校校舎の実施設計費や診断手

数料、第三中学校の耐震第２次診断の経

費や、第二中学校体育館耐震補強等工事

費などでございます。

　なお、繰越明許費は、第二中学校校舎

の耐震等工事に係る経費でございます。

　１９２ページから１９４ページ、項４、

幼稚園費、目１、幼稚園管理費は、３幼

稚園の施設維持管理等に係る消耗品、備

品等の購入などに要した経費で、小・中

学校と同様、施設管理のための修繕料、

施設の維持に必要な法定点検等の委託料、

幼稚園の保育室に設置いたしましたエア

コンの備品購入費などでございます。

　１９４ページ、目２、教育振興費は、

私立幼稚園就園奨励費補助金と、私立幼

稚園園児保護者補助金でございます。

　１９４ページから１９６ページ、目３、

保健衛生費は、幼稚園の園医、歯科医、

薬剤師の報酬、園児に対する各種健康診

断等の報償金及び委託料などでございま

す。

　１９８ページから２００ページ、項５、

社会教育費、目３、青少年対策費は、学

童保育室運営に係る指導員の賃金や消耗

品、備品等の購入などに要した経費、千

里丘、味舌学童保育室の整備に係る実施

設計委託料などでございます。

　以上、教育総務部の所管いたします決

算内容の補足説明とさせていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、登阪

次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　おはようござい

ます。

　それでは続きまして、平成２４年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、次世

代育成部が所管しております事項につき

まして、補足説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、決算書の

３０ページをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目２、民生使用料、節１、児童福

祉施設使用料は、市内保育所敷地内の関

西電力電柱及び支線の用地占用料でござ
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います。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目１、民生費国

庫補助金、節１、児童福祉費補助金は、

つどいの広場を開設する地域子育て支援

拠点事業等に対する子育て支援交付金で

ございます。

　次に、４２ページ、款１５、府支出金

のうち、項２、府補助金、目２、民生費

府補助金、節１、社会福祉費補助金は、

市町村が地域の実情に沿って取り組む地

域福祉及び子育て支援事業に対する地域

福祉・子育て支援交付金、４４ページ、

節４、児童福祉費補助金は、市立第１次

児童センター運営に対する補助金のほか、

小中一貫教育実践の手引き作成、青少年

ゆめ・感動体験事業等に対する地域福祉・

子育て支援交付金（特別枠）、保育所職

員が保育の質向上のため受講する研修等

に対する大阪府安心子ども基金特別対策

事業費補助金でございます。

　次に、４８ページ、目８、教育費府補

助金は、節２では小学校を巡回し、通学

路での子どもの安全見守り体制づくりの

指導を行う、スクールカード・リーダー

の配置に対する補助金、節３では、市内

１０小学校で開催しております放課後子

ども教室（わくわく広場）の運営費等に

対する補助金でございます。

　なお、節４、使える英語プロジェクト

事業補助金につきましては、２３年度の

収入額を２４年度収入として調定したた

め、２４年度の調定額及び収入済額が２

年分となっております。

　次に、６０ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

の主なものは、こども教育課分として保

育所職員給食費負担金、チャレンジャー

クラブ参加負担金、「こども１１０番の

家」協力家庭に対する傷害保険の過年度

還付金、また、６２ページの児童相談課

分として、家庭児童相談室バス借上料保

護者負担金などでございます。

　続いて、歳出でございますが、決算書

の１１６ページをお開きください。

　同ページから１１９ページにわたりま

す、款３、民生費、項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費の主なものは、家

庭児童相談室の児童相談嘱託員の賃金、

家庭児童相談室相談員及び児童相談支援

員、並びに非暴力アクション・ワークショッ

プ実施のための報償金、オレンジリボン

キャンペーン実施などに係る需用費、摂

津市社会福祉事業団への市立第１児童セ

ンター指定管理委託料などでございます。

　次に、１２０ページからの、目３、児

童福祉施設費は、市立４保育所の管理運

営に係る経費のほか、保育所で勤務する

非常勤職員等の賃金、地域子育て支援セ

ンター、べふかるがも広場に勤務する嘱

託員賃金、子育て講座の講師謝礼、民間

保育所・ＮＰＯ法人へのつどいの広場委

託料、保育所備品購入に係る経費などで

ございます。

　次に、１７４ページをお開きください。

　同ページから１７７ページにわたりま

す款９、教育費、項１、教育総務費、目

２、事務局費の主なものは、障害児介助

員や障害児等支援員の賃金でございます。

　次に、１７８ページ、目３、教育セン

ター費は、教育センターの運営に係る経

費で、教育支援センター（適応指導教室

パル）及び教育相談に関わる教育指導嘱

託員や小学校スクールカウンセラーの報

酬、不登校傾向にある子どもへの支援を

行うさわやかフレンドの報償費、センター

サーバーに係る費用及び小中学校１５校

分のインターネット接続料などの通信運

搬費、学校ＩＣＴ化支援事業の委託料な

どが主なものでございます。
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　次に、同ページから１８１ページにか

けて、目４、教育指導費の主なものは、

小学１年生等学級補助員や学校読書活動

推進サポーター等の賃金、学習サポーター

やスクールソーシャルワーカー派遣の報

償費、教師用図書及び児童生徒用副読本

の購入に係る需用費、英語指導助手など

を派遣する国際理解教育推進事業及び緊

急雇用創出基金事業を活用した、安心で

きる学校の居場所づくり推進事業の委託

料、教育課程研究開発委嘱校への研究補

助金及び教育研究会などの教育関係団体

への補助金などでございます。

　次に、１８２ページ、目５、教育推進

費は、中国帰国子女等への日本語指導や、

土曜つながり推進事業における指導員の

配置などに要した経費でございます。

　次に、同ページ、目６、人権教育指導

費は、人権教育に係る研究会負担金など

に要した経費でございます。

　また同ページ、項２、小学校費、目１、

学校管理費、１８８ページ、項３、中学

校費、目１、学校管理費のうち、教育推

進課所管分として、小中学校でのＩＣＴ

教育の推進と事務の効率化に係る経費で、

校務パソコン等の保守管理委託料、図書

室の貸し出し管理システムに係る費用な

どが主なものでございます。

　次に、１９２ページからの款９、教育

費、項４、幼稚園費、目１、幼稚園管理

費は、市立幼稚園及びべふこども園の管

理運営に係る経費のほか、幼稚園で勤務

する非常勤職員等の賃金、就学前教育実

践懇談会の委員報償金などでございます。

　次に、１９８ページ、項５、社会教育

費、目３、青少年対策費は、社会教育指

導嘱託員及び青少年指導員報酬のほか、

こどもフェスティバル、成人祭、青少年

ゆめ・感動体験事業、放課後子ども教室

など、青少年の健全育成に係る経費、青

少年関係団体への活動補助金などでござ

います。

　以上、次世代育成部にかかわります平

成２４年度決算の補足説明とさせていた

だきます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、宮部

生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　それでは、平成２４年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、生涯学習部に関

わります部分につきまして、目を追って

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。　

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目６、教育使用料は、テニスコー

ト、青少年運動広場、温水プール、体育

館など、市立体育施設や学校体育施設、

公民館などの使用料で、前年度に比べま

して５．９％の増となっております。

　次に、６２ページをお開きください。

　款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入は、生涯学習課に係るせっつ生涯学

習大学受講料や、文化スポーツ課に係る

摂津音楽祭審査料及び水泳教室、体育館

などの各種教室の参加費等の収入で、前

年度に比べまして２．０％の減となって

おります。

　続きまして、歳出でございますが、１

９６ページをお開きください。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

１、社会教育総務費は、社会教育委員報

酬など、社会教育の一般的事務に係る経

費でございます。　

　次に、同ページからの目２、文化振興

費は、市美術展、演劇祭、摂津音楽祭な

ど、各種文化振興事業に係る経費でござ

います。
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　次に、２００ページ、目４、公民教育

費は、せっつ生涯学習大学講師報償金、

家庭教育学級運営委託料など、社会教育

関係事業に係る経費でございます。

　次に、２０２ページ、目５、公民館費

は、市立公民館５館の館長報酬、各公民

館に配置されている社会教育指導嘱託員

報酬、また、各種講座や公民館まつりの

開催など、公民館の管理運営に係る経費

でございます。このうち修繕料の主なも

のは、新鳥飼公民館屋上防水及び千里丘

公民館敷地改修工事に係るものでござい

ます。

　次に、２０４ページ、目６、文化財保

護費は、文化財保護審議会の開催など、

文化財の調査、保存、啓発に係る経費で

ございます。このうち修繕料につきまし

ては、市立第６集会所補修工事に係るも

のでございます。

　次に、同ページ、項６、図書館費、目

１、図書館総務費は、摂津市民図書館等

協議会の開催に係る経費でございます。

　次に、同ページ、目２、図書館管理費

は、市民図書館及び鳥飼図書センターの

指定管理料のほか、図書館システム保守

委託料など、市民図書館及び鳥飼図書セ

ンターの管理運営に係る経費でございま

す。このうち、図書購入費は９，６３１

冊の図書の購入に要した経費でございま

す。

　次に、２０６ページ、項７、保健体育

費、目１、保健体育総務費は、スポーツ

推進委員報酬や大阪府体育連合など、各

種社会体育団体に対する負担金などに係

る経費でございます。

　次に、同ページ、目２、体育振興費は、

市長杯総合スポーツ大会など、市主催ス

ポーツ事業や体育協会など、社会体育団

体が実施するスポーツ事業及び地区市民

体育祭実施に係る経費でございます。

　次に、２０８ページ、目３、体育施設

費は、温水プール、市立体育館等の社会

体育施設の指定管理料や、三宅及び味舌

スポーツセンターの管理委託料など、体

育施設の管理運営に係る経費でございま

す。このうち修繕料の主なものは、鳥飼

体育館アリーナ屋根防水改修工事及び柳

田テニスコート改修工事に係るものでご

ざいます。

　以上、生涯学習部にかかわります平成

２４年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

補足説明とさせていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　説明が終わりまし

た。質疑に入ります。

　質疑のある方、挙手にてお願いいたし

ます。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、幾つかお聞きしていきたい

と思います。

　最初に、保育所にかかわってお聞きし

ておきたいと思います。この年、平成２

４年度４月が、別府のこども園が、幼保

一体化の施設としてべふこども園が開園

されました。その後、開園に向けての準

備等もされてきて、新しい園舎の下でス

タートしたべふこども園ですが、保育所

と幼稚園といった、役割も、それから通っ

ておられる子どもたちの生活環境も、そ

して保護者の生活のリズムも全く異なる

２つの施設を１つにしたということで、

さまざまなご苦労があったかと思います

が、この２４年度１年目ですけども、振

り返りまして問題点等、どのように残っ

ているのか。それから、その問題点につ

いての改善点について、初めにお聞きし

ておきたいと思います。

　それから、民間保育所の入所承諾事業

や、保育所の運営管理事業にかかわって

お聞きしますが、やはりこの間いろいろ
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な問題意識も共有してきていると思いま

すけども、保育所の待機児童の問題にか

かわってなんですけども、さきの委員会

でも民間保育所施設の整備補助金の債務

負担行為で議論をしたと思いますが、こ

の間の保育所の定員増を改めてお聞きし

ておきたいと思います。それから、待機

児の問題の解決について、現状の認識を

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、２つ目が、乳幼児医療費助成に

ついてであります。これもさきの本会議

一般質問等々で、多くの議員から、他市

と比べても対象年齢が今、摂津市はおく

れてしまっていると、状況を指摘されな

がら、対象年齢の拡大を求めるという質

問が多くありましたし、私どもも要望書

を提出をし、先日も署名を教育長のほう

にもお届けをさせて、団体の方々と一緒

に署名もお届けをさせていただいたかと

思います。ぜひ、所得制限をなしにして

の中学校卒業まで拡大をしていただきた

いという思いを持ちながら質問をしたい

と思いますが、平成２３年度と２４年度

の決算額を比べてみますと、１，１４４

万２，９２３円と、７．５８％増に、支

出が増になっております。２３年、２４

年では、この制度の対象年齢等、変更は

ございません。この辺の増の原因につい

て、お聞かせをいただけたらと思います。

　それから、この制度は大阪府の補助制

度の上に摂津市が独自でつくっている制

度でありますが、歳入でいいますと、先

ほどもご説明がありましたように、乳幼

児医療費で大阪府の補助金が５，０６４

万６，８６０円ということになっており

ます。乳幼児医療費助成の支出額１億６，

２４５万９，１９２円との、この差額の

部分が大阪府が対象としている３歳未満

までの所得制限ありの対象者以外のとこ

ろというふうに見ればいいのか。その点

をちょっとお聞かせをいただけたらと思

います。

　続いて、平成２４年度からスタートし

ました私立高等学校奨学補助金支給事業

についてお聞きします。

　第４次行革の中で、就学援助金の所得

基準を引き下げをして、それをシフトす

るという１つのシフト先として、新たに

貸付制度を廃止しながら、返済不要の給

付型の奨学金としてスタートしたと思い

ます。これは補正でもお聞きしたかと思

いますが、改めてお聞きしておきたいん

ですが、１６８万円の当初予算が、途中

で増額補正をされて３０３万４，５００

円ということになりました。この当初見

込みから、約倍近くになっていることに

ついての考え、どのような理由なのか、

お聞かせをいただきたいと思います。

　続いて、関連して、就学援助金につい

てお聞きしたいと思います。今、申し上

げましたように、第４次行革の一環で、

就学援助金の認定基準が引き下げられま

した。平成２４年度と平成２５年度と、

２年にわたって引き下げをすると。一方

で支給額、支給品目として、ＰＴＡ会費

と生徒会費を新たに支給品目として加え

て、より所得の低い、援助を必要として

いる方に、より厚く援助をしていくとい

うようなことで平成２４年度、就学援助

金の制度が少し変更になっています。

　平成２４年は所得基準で２６万４，０

００円下がりました。その下で、平成２

３年度の決算での就学援助金受給認定者

の数ですね、２，７８０人から２４年度

決算の数字で２，５２８人と、２５２人

認定者の数が減っています。金額では５

７０万４，６７４円の支出が削減となっ

ています。この影響について、どのよう

に見ておられるのか、お聞かせいただき

たいと思います。
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　あわせて、今まで受けておられた方が、

認定基準が引き下がったことによって受

けられなくなった方もこの二百数十人の

中には多くいらっしゃるかと思いますが、

１人当たり就学援助金制度を認定された

としたら、どのぐらい支給されていたも

のが、この認定が不認定になったことに

よって支給額がなくなってしまうわけで

すけども、１人当たり平均で、平均で結

構ですが、支給額というのはどのぐらい

になるのかもお聞かせをいただきたいと

思います。

　続いて、給食に関わって幾つかお聞か

せをいただきたいと思います。給食問題

については、民間委託の問題、それから、

アレルギーの問題、そしてこの平成２４

年度１年間かけて市民の皆さんとのキャッ

チボールを行いながら、議論をして検討

をしてきた中学校給食の問題と、幾つか

これまでここの場所でも議論をやってき

ておりますが、重なるところもあるかも

しれませんが、お答えいただけたらと思

います。

　１つ目に、アレルギー対応についてで

あります。これは事故が起きれば取り返

しのつかないことにつながると、子ども

の命にかかわる問題です。東京の調布市

を初め、全国各地の学校でアレルゲンを

含んだ食べ物を子どもが食べて、事故が

起きたという報道がこの間されてきまし

た。

　摂津市のこの事故を防ぐための、アレ

ルギーのマニュアルですとか、対応の仕

方がマニュアルを作成するということに

なっていると思いますので、どのように

されているのか。それから、摂津市の子

どもたち、保育所や小学校の児童、中学

校の生徒の中で、中学校の生徒ですと除

去食、代替食もまだありませんので、小

学校の給食として、除去食、代替食の対

応が必要な子どもの推移について、お聞

かせをいただきたいと思います。

　それから、民間委託に関わってであり

ます。平成２４年度まで、鳥飼西小学校

と鳥飼北小学校の２校で民間委託が行わ

れてきています。平成２５年度からは味

舌小学校が新たに民間委託になりました。

２４年度決算ということですので、鳥飼

西小学校と鳥飼北小学校、毎年、民間委

託校に対する検証委員会が開かれている

と思います。その検証委員会の内容につ

いて、またどのように検証しておられる

のか、検証した中身について、フィード

バックがどのようにされているのか、フィー

ドバックのポイントについてお聞かせを

いただきたいと思います。

　続いて、食の安全について、特にとり

わけ給食の安全について、どのような取

り組みがされているのかお聞きしておき

たいと思います。

　今、テレビや新聞紙上を大変にぎわし

ておりますが、一流ホテルで食材の偽装

表示という問題が出てきているわけです

が、とりわけ給食の食材というのは、よ

り安全なものを選んで、それを調理する

ということになっていると思いますが、

その食材の基準ですね、どのような基準

で選んでおられるのか。また、いろいろ

な食品掲示がこのように偽装されている

ような事件が、一流ホテルでそういった

ものが行われていることになりますと、

一般的にもそういった偽装されている部

分もあるかもしれないということで、当

然考えなければいけないのかなと思うん

ですね。偽装されているから、善意の第

三者としてこれはわかりようがないと言

えばそうかもしれませんが、しかし食の

安全を考える点で、やっぱり注意しなけ

ればいけない。とりわけ、安全な食品を

仕入れて子どもたちに安全な給食を提供
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していくという点では工夫が必要かと思

いますが、その点、お考えになっている

ことについてお聞かせをいただきたいと

思います。

　同時に、食材だけでなくて、調理場の

安全が求められてくるかと思います。学

校給食ですので、衛生管理基準等々、学

校給食法に定められているさまざまな基

準に基づいて調理が行われているかと思

いますが、摂津市の調理手順や衛生管理

について、１０校全てきちんと守られて

いるのかという検証がなされているのか

ということをお聞きしたいと思います。

　それから、４つ目に中学校給食です。

決算の数字上ではちょっと目立って出て

おりませんが、この平成２４年度は平成

２３年度末に大阪府からの補助金を受け

入れるために、摂津市の中学校給食の実

施計画を大阪府に提出して、それに基づ

いて市民の皆さんに説明会を行い、アン

ケートを実施し、アンケート結果を受け

た説明会、さらには保護者も入れた中学

校給食検討委員会が平成２４年度、１年

を通して行われてきました。検討委員会

の委員の方には当然、報酬も出されてい

ると思いますので、この場でお聞きした

いと思います。

　その検討の経過ですね。それから、そ

の検討の経過の中で出されてきた課題。

それから、今、デリバリー給食検討委員

会が３回にわたって開かれてきておりま

すが、いよいよ再来年度の４月実施に向

けて検討が行われていると思います。こ

の平成２４年度１年間かけてきた保護者

とのキャッチボールや、検討委員会の中

での議論、また議会での議論の中から出

てきている課題などについて、どのよう

に克服していこうとされているのか、こ

の平成２４年度の議論の中から導き出さ

れてきたもの、また、スタートからは困

難なものもあるかと思いますが、その点

を整理してお聞かせいただきたいと思い

ます。

　次に、施設の安全の問題として、耐震

補強のことと、それから、劣化の対策に

ついてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　平成２３年、前年度ですね。図書館の

外壁、それから、別府小学校、第二中学

校等、その後、千里丘小学校のジョイン

ト部分が落ちて、下駄箱の天井を突き破っ

て落ちたとか、子どもたちが安全である

はずの学校の施設で不幸なことに事故が

起きました。幸いにもけが人がなかった

ということは、本当に不幸中の幸いと思

いますが、それを受けて学校施設を含め

て、老朽化の問題が注目されて、公共施

設の基本的に安全対策やメンテナンスの

チェックは、施設管理者が行うべきもの

だと。そのためには専門家の意見も聞き

ながら、チェックシートをつくって日々

のチェックを行ということが大切だとし

て、平成２３年度末に説明会が行われて、

それを受けて平成２４年度は公共施設の

施設管理者による施設の管理等、それか

らメンテナンスチェック等が行われてき

たかと思います。そのチェックの状況を、

点検状況を、日常的な施設管理者の点検

状況やそれをチェックし、必要があれば

建築家と相談してということであります

ので、そういった事例があったのかどう

かについてお聞かせください。

　あわせて、ＡＢＣＤランクがつけられ

ました。Ｄランクの施設については直ち

に補修が必要だということで、これは平

成２３年度のうちに応急措置がとられる

などいたしましたが、残った部分につい

ては、耐震補強工事を行われる施設につ

いては、耐震補強工事とあわせて抜本的

に改修をやっていくと。その他のものに
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ついては、緊急度に合わせて整備をして

いく。この中には鳥飼北小学校のように

耐震補強工事の必要のない学校について

は、大規模改修を平成２４年度に行われ

ておりますが、それも含めて劣化対策Ｄ

ランクになっているもの等の状況、現段

階平成２４年度、平成２５年度を通して、

進捗状況をお聞かせをいただきたいと思

います。

　あわせて耐震についても、これも努力

をしてきていただいていると思います。

平成２５年度末には、耐震化率８１．５

％になるということですが、まだ残され

ている学校施設もあります。それから、

教育委員会所管の施設は、学校だけでな

く幼稚園、それから保育所、体育館、公

民館、図書館といろいろとありますので、

それぞれの耐震診断、耐震診断結果や耐

震強度、それから耐震補強工事の予定に

ついて、計画がなされているのかについ

てお聞きしたいと思います。

　続いて学力テストについて、ちょっと

お聞きしておきたいと思います。

　１つは、平成２４年度は大阪府の学力

テストが実施されました。大阪府の学力

テストの実施日、それからその後の採点

して返却された日、また、その中身の分

析と分析結果の発表、説明会、そしてそ

れをどのように活用したのかについて、

ちょっとお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　そしてもう１点、府の学力テストの公

表の問題で、大阪府の教育委員会とのや

りとりがあったかと思います。個人個人

に返却される個票に、その学校の平均正

答率が出るということで、それを突き合

わせていけば、学校のランクづけも可能

だというもので、さまざまな意見が交わ

されたかと思いますが、その点の影響に

ついてお聞かせください。

　それと、摂津市の単費で行われている

定着度テスト、これはシュアスタートテ

ストという名称でやられているかと思い

ますが、ちょっと改めてこの内容とその

効果についてですね、これが何度目にな

るんでしょうか、ちょっと回数も含めて

ですね、この間のシュアスタートテスト

の状況をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　続いて、学校現場等への人の配置の問

題について、お聞きしたいと思います。

　講師不足、正規職員の不足ということ

が、もうここ数年、大きな問題になって、

マスコミにも取り上げられてきています。

摂津市教育委員会としても、例えば読書

サポーターであったりとか、小学校１年

生の補助員を全ての学校に配置をしても

らうとか、学習サポーターとか、先の委

員会の中でも緊急雇用の補助金を活用し

てのスクールサポート等、あらゆる機会

で学校現場に人の配置をということで努

力をされているということについては、

大変ありがたいことだなと思っています。

同時に、やはり今、学校の現場が大変だ

お聞きしています。学校の現場が大変と

いうことは、ひいてはやはり子どもたち

にしわ寄せが行きかねない問題だという

ふうに思っています。本来、学校定数と

いうんですか、教職員の定数は正規採用

の先生でやっていただくのが、僕は筋で

はないかなと思いますが、大阪では講師

の方が定数の中におられるということで、

この点もいろいろな報道がなされており

ますが、初めに定数内講師は、摂津市で

はどのぐらいに比率になっているのか聞

かせてください。

　それと、２つ目に、もちろん定数内講

師の方も常勤として一生懸命、正規の方

と同じように頑張っておられるというふ

うにお聞きしているわけですけども、病
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気欠勤などで穴が開いたときのかわりの、

代替の先生の補填が、この間されてきた

のかどうか。以前、ある中学校で新年度

から補充がされずに、自習が行われたと

いうこともありましたし、年間を通して

補充がつかないというようなこともあっ

たかと思いますが、平成２４年度につい

てお聞かせください。

　病気欠勤はもちろん体の病気もありま

すが、心の病気というのもたくさんある

と、今、お聞きしております。とりわけ、

団塊の世代の先生たちが大量退職してい

く中で、新規採用の若い先生たちもふえ

てきているということで、新しい先生に

対するフォローの体制ですね。事務報告

書や評価書等を見れば、新規採用初年度

の先生たちを援助するための嘱託職員が

２名配置をされているということであり

ますが、そのような方々の活動も含めて

お聞かせをいただきたいというふうに思

います。

　それと、この平成２４年度に新たに設

置された部活動振興補助員、中学校の部

活動、とりわけ平成２４年度途中には桜

宮高校の部活動の中での自死事件という

か、事故、事件が起きて、スポーツクラ

ブ等のあり方も問われている中で、部活

動の振興補助員がお一人、配置されてい

ると思いますが、その活動の内容、それ

から効果ですね。どのような効果があら

われてきているのか、平成２４年度だけ、

１年間で目立ったものがある、そう簡単

になかなか困難なものかもしれませんが、

現段階でおわかりの点についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

　続いて、いじめの問題です。これも本

当に深刻な、そして一緒にみんなで考え

ていかなければいけない問題として、教

育委員会の定例会議の中でも、毎回、具

体的事例で議論されておられることは承

知しております。平成２３年に起きた大

津のいじめ自殺事件を受けて、今年の初

めだったですか、大津市の第三者委員会

の報告書も出されて、幾つかの問題点も

指摘されていましたが、摂津市教育委員

会としてもこのいじめの防止の取り組み

がなされていると思います。その点、具

体的な事案を含めてご報告をいただけた

らと思います。

　続いて、学童保育に移ります。学童保

育については、待機児童の状況をちょっ

とお聞かせください。それから、この間

もいろいろ議論してきましたガイドライ

ンについて、学童保育のガイドラインに

即して環境整備を進めていくということ

でありますが、現状、そのガイドライン

の何を最優先にして進めていっているの

かも含めて、お聞かせください、

　それから、これも毎回お聞きしており

ますが、潜在的待機児と私は言うている

んですけども、実際に応募したけども待

機児になっているという人とあわせて、

小学校に上がるまでは保育所で入ってい

た子どもたちの数と、それから学童との

定数との間には乖離があります。もちろ

ん小学校に上がったら、学童に通わずに

お家で見てくれる人がいるとか、それぞ

れご家庭の事情もあるかと思いますが、

その乖離は大きなものがあって、学童が

もう少し利用しやすいものであれば学童

で本来お願いしたいなというような方々

がたくさんいるんではないかと、そう思

うんです。非常に大きな乖離があります

が、その点の認識、それから調査等をさ

れているのか、お聞きしたいと思います。

　合わせて、これは吹田市で実施されて

いるかと思うんですが、障害のある要支

援児童の学童ですが、４年生進級後も学

童に入室をされるというように聞いてお

ります。摂津市の場合は３年生までです。
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要支援のお子さんも３年生までというこ

とでありますが、４年生になった途端、

障害のある方が家庭のほうでどのように

生活されているのか、もちろん、家族の

いろいろな援助が、地域の援助もあるか

と思いますが、その辺どのように認識し

ておられるのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　続いて、図書館をお聞きします。これ

は、外壁改修工事が行われました。同時

に、平成２３年度から指定管理者制度が

摂津市の公共施設の中では一番最初でしょ

うか。株式会社に指定管理をお願いして

いくということになりました。指定管理

の管理者を選ぶ際の選定の基準であった

り、選定の方法であるとかということに

ついても、この間、ご報告をいただいて

きたわけですが、その後のモニタリング

の状況、それから、結果、それから改善

点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　同時に、指定管理者を募集する際の応

募要項の中には、人の配置にも触れておっ

たと思います。指定管理者を受けたとき

にはそのとおり行っているけども、現段

階では人が少なくなっているとかいうよ

うなことはないのか。もちろんその企業

の企業努力が人員削減にあるということ

でなってしまえば、これは身もふたもな

くなるわけですけども、その点どのよう

な状況になっているのか、把握していらっ

しゃるのか、お聞かせください。

　あと二つ聞きます。公民館のことにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

市内に六つの公民館があります。社会教

育法、また公民館法等、位置づけされて

いる社会教育施設ということであります

が、公民館の行われている講座が、開催

数ですとか、それから受講数が平成２３

年度と比べると伸びてきているようです。

登録クラブ、それから利用者数も伸びて

いるというふうに感じますが、その平成

２４年度のその取り組みについて、ちょっ

とお聞かせいただきたいというふうに思

います。よければ平成２５年度もご参考

にお聞かせいただけたらと思います。

　そして最後ですが、スポーツ施設の問

題です。これもスポーツセンター条例等

で少し討論の中でも述べました。スポー

ツ振興を進めていきながら、スポーツの

団体とか、そこに加入している方々の数

が減っていると、評価書の中では分析を

していらっしゃいます。その状況の現状

認識と、それから施設がやっぱり不足し

ているということが、私は一つの原因で

はないかなと思いますが、施設の減少と

の関係についてどのような認識か、この

平成２４年度の、この減ってきているこ

とについて、認識をお聞かせいただけた

らと思います。

　１回目を終わります。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、多岐に

わたっておりますので、できる限り委員

が質問された順番に沿って、答弁いただ

ければと思います。

　まず、保育所のお話がございましたの

で、木下課長からお願いできますか。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

子育て支援課に係りますご質問にご答弁

申し上げます。

　保育所の中で、私どものほうでは待機

児童のお話についてご答弁申し上げます。

　ご質問がありました定員増のこれまで

の経過でございますけれども、平成２２

年度につきましては６０名、それから、

平成２３年度３０名、平成２４年度３０

名ということで、平成２５年度につきま

しては５０名、この４年間で計１７０名

の定員増をしてきてまいっております。

　北摂、他市との比較で申しますと、就
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学前の児童数に対しての保育所の入所児

童数の割合でございますけれども、他市

が軒並み２０％台であるのに対しまして、

摂津市の場合は３９％という高い率になっ

ております。もちろん、北摂ではトップ

の数字になっております。

　それと、待機児童解消に向けての認識

ということでございましたけれども、現

時点では平成２４年度から４月時点で待

機児童が発生してきているということで、

その数がふえてきている状況でございま

す。これに対しまして、さきの委員会で

もご答弁申し上げましたように、市とし

ては一定、方策といたしまして、民間保

育所の建て替えによります増員でありま

すとか、あと、南千里丘地域において新

規に保育所を創設するといった形を、今

考えております。

　まず、今年度の事業としまして、つる

のひまわり保育園で、建て替えをしてお

りまして、これで来年度当初に１０名の

増員を、それから、南千里丘の保育園の

新設によりまして、来年度中、年度途中

とはなりますけれども、９０名の増員と

いう形を予定をしております。

　また、そのほか、摂津さつき保育園、

それと鳥飼さつき園でも、それぞれ１０

名ずつの定員増を伴う保育園の建て替え

を検討していただいているところでござ

います。

　続きまして、乳幼児医療費の助成につ

きましてのご質問にご答弁申し上げます。

　乳幼児医療の平成２３年度決算との比

較での増というお話でございましたけれ

ども、この要因といたしましては、内訳

は外来分の増が２０８万４，６８７円、

それから、入院分の増が８８０万６，５

３６円、入院に伴います食事療養費の増

が５５万１，７００円となっております。

したがいまして、この中で要因として大

きいのは入院分の増、ちなみに件数でい

いますと、入院につきましては昨年平成

２３年度、１，０４４件が平成２４年度

では１，２５３件となっておりますので、

これが主な要因であるというふうに考え

ております。

　それから、府の補助対象との比較とい

うことでございますけれども、医療費助

成のうちの補助対象につきましては、９，

７７８万３，７０６円となっております。

全体の医療費助成につきましては、１億

６，２４５万９，１９２円でございます

ので、この差額が市単独分の府制度対象

外という数字になってまいります。

　それから、その次の私立高等学校の生

徒への援助についてのご質問でございま

す。

　委員のほうからご説明がございました

ように、奨学資金貸付事業につきまして

は再構築をいたしまして、平成２４年度

から私立高校へ進学する生徒を対象とし

た給付事業を開始したものでございます。

平成２４年度につきましては、４０人分、

４万２，０００円かける４０人分という

ことで予算計上をしておりましたけれど

も、実際の認定者は大幅に上回ることと

なりました。そのため、今回、増額をさ

せていただき、全員に支給をしてまいっ

たものでございます。人数につきまして

は、合計７３名の方の認定をしたもので

ございます。

　引き続きまして、就学援助についての

ご質問でございます。

　平成２３年度認定者から比べて減少し

ているということでございます。ご説明

ありましたように就学援助につきまして

は、所得基準額を改定するとともに困難

な世帯に対してより手厚い支援を行うた

めに制度を変更してまいりました。平成

２４年度、平成２５年度と２年間かけて
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段階的に改定をしていくという形をとら

せてもらっております。

　認定者につきましては、平成２３年度

と平成２４年度の比較でいいますと、２，

７８０人から２，５２８人ということで

ご説明がありましたように２５２人の減

少、それから、認定率でいいますと３９．

５１％から３６．５２％と、約３ポイン

トの減少というようになっております。

　ただ、その一方で新たな支給項目とし

て、ＰＴＡ会費・生徒会費を設けまして、

小学生では平成２４年度は１，６４０円、

それから中学生では４，６８０円を支給

いたしまして、金額的には５８０万２，

７７０円を新たな項目として支給してま

いっております。これによりまして、先

ほども申し上げましたが、経済的に困難

な世帯に、より手厚い支援を行うことが

できたというふうに考えております。

　それから、１人当たりの支給額という

ことで、平成２３年度ではございますけ

れども、小学生が５万６，４４０円、そ

れから、中学生が４万７，１７０円とい

うふうになっております。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、小林

課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわりますご質問にご答弁申し上げま

す。

　まず初めに、べふこども園の平成２４

年度の振り返り、取り組みでございます

けれども、べふこども園は別府保育所と

べふ幼稚園がお互いに連携し合う中で、

就学前の子どもに対する保育教育の一体

的運営、また地域の子育て家庭を支援す

る環境を充実させる施設として、平成２

４年４月に開設いたしました。べふこど

も園では、保育所、幼稚園の一体的運営

をするメリットを生かす中で、４歳児、

５歳児については統一した年間指導計画、

また、月間指導計画、週間カリキュラム

を作成する中で、保育、教育を実施して

まいりました。また必要に応じて、午前

９時から午後２時までの間、合同保育等

も実施してきておるところでございます。

　従来、別府保育所では取り組んでおり

ませんでした０歳児保育の実施や、幼稚

園児を含む全ての子どもへの給食の提供、

また幼稚園児の預かり保育、そして地域

の子育て家庭を支援する目的でのべふか

るがも広場の開設といったことを展開し、

地域の保育ニーズに対応している施設と

考えております。

　職員配置につきましても、保育士、幼

稚園教諭両免許を持つ職員を配置してお

ります。その中では、保育所職員と幼稚

園教諭の、通常の日勤勤務時間帯を合わ

せるなどにより、ミーティング時間を確

保するといったことも取り組んできてお

るところでございます。

　それと、こども園と保護者が一つになっ

て取り組んでおるのかという話もありま

したけれども、昨年、平成２４年度には、

こども園の全ての保護者の方を対象とし

たアンケート調査も実施いたしました。

その中では、おおむねこども園に対する

評価というものはいいものであったと思っ

ておりますけれども、細かい部分で、例

えば制服とか、体操服の問題、卒園アル

バムや運動会、こういったことの行事の

あり方とか持ち物とか、購入に対する負

担などいろいろなご意見がございました。

ただ、それぞれの保護者の方で感じられ

ることの個人差というのはありまして、

全ての方にご満足いただけるというのは

難しいことなんですけれども、現在、幼

稚園、保育所の代表者の方、それとこど

も園の職員、我々事務局も入りましたつ

ながり会議というのを月１回程度開催し

ております。その中で、一つずつ丁寧に
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ご説明をし、それぞれの意見をお聞きす

る中で、どのような形がいいのか、ベス

トではないけれどもベター、ベストに近

いベターの案を出す中でいろいろ解決し

てまいりました。今後も皆さん方のご意

見をお聞きする中で、よりよいこども園

となるように取り組んでいきたいと考え

ております。

　それと、耐震の部分のご質問でござい

ましたけれども、幼稚園、保育所、こど

も園の耐震について、私のほうからご答

弁させていただきます。

　まず、幼稚園でございますけれども、

単独、せっつ幼稚園については平成２２

年に耐震工事を済ませております。とり

かい幼稚園につきましては、ＩＳ値１．

６９ということで、耐震工事は不要でご

ざいます。あと保育所のほうでございま

すけれども、べふ幼稚園も含みます新築

のべふこども園、また平成１２年建築の

子育て総合支援センターにつきましては、

新基準の建築でございます。あと、残る

正雀保育所、鳥飼保育所につきましては、

昭和４６年、昭和４９年といった建物で、

かなり築年数が経過しており老朽化も進

んでいるところでございます。一次診断

では正雀保育所についてはＩＳ値０．５

１、鳥飼については０．５２という結果

となっております。保育所の耐震化を進

めるについては、市全体での耐震化計画

との関係もございます。すぐにというわ

けにはいきませんが、我々こども園、保

育所、幼稚園を預かる所管といたしまし

ては、保育所、幼稚園、こども園におけ

る防災マニュアルというのも作成してお

ります。その中で、地震が起きたときの

対応、避難訓練等も含めて、ふだんから

子どもたちの誘導、保育士、幼稚園教諭

としてするべきことを心がけるようにし

ております。今後その防災マニュアルを

基本に、日々常に心の中に防災という観

点を置きながら保育、教育に当たってい

きたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、岩見

課長。

○岩見総務課長　それでは教育総務課に

係りますご質問にお答えさせていただき

ます。

　まず、学校給食でのアレルギー対応に

ついて、また、そのアレルギーの事故を

防ぐためのマニュアルの作成はというこ

とでございます。昨年から学校栄養教諭

と養護教諭も集まりまして、事務局とあ

わせて学校給食におきます食物アレルギー

給食対応ガイドラインというものを作成

させていただき、本年４月より実施をし

ておるところでございます。この中で、

やはり小学校給食におけますアレルギー

対策は、集団給食を基本としながら児童

の健康管理の一環として児童の発育、ま

た発達状況、精神面等を考慮した上で可

能な範囲で除去食を行うということを基

本とさせていただいております。除去す

る品目というものを、９品目に絞らせて

いただいてしておりますけれども、そう

いった中で保護者の方からの面談、そし

てかかりつけのお医者様からの意見書等

も入れまして、学校長また栄養教諭、養

護教諭、担任等、懇談を行いまして、実

施しておるとことでございます。

　その中で、事故の起こらないようにと

いうことで、献立作成におきましては、

栄養士が除去食対応の食品を献立表に表

示をしながら、そのものを学校の栄養教

諭に、また栄養教諭のほうから保護者の

ほうに確認をしていただいて、保護者か

らその確認印をいただいて、そのものを

再度、担任等養護教諭も確認をして、除

去食の実施に当たっておるところでござ

います。
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　また、日々、給食室におきましても、

連絡を密にして、対象児童の把握に努め、

確実に除去食を実施できるように、毎朝

声かけをしておるところでございます。

　また、教室におきましても、担任の先

生が除去食の献立表により除去食の実施

日を確実に把握するとともに、また、他

の児童に除去食を提供している児童につ

いての説明をし、理解を得ておるところ

でございます。

　続いて、アレルギー児の推移というこ

とでございます。平成２０年度よりの人

数でございますけれども、小学校におき

ましては、平成２０年度２８名、平成２

１年度が３０名、平成２２年度が３８名、

平成２３年度４２名、平成２４年度３５

名、本年につきまして、平成２５年でご

ざいますけれども７２名と倍増しておる

ところでございます。

　過去からアレルギーの児童に対しまし

ては、増加傾向にあるということも申し

上げておりますが、今回、倍増しておる

ところで、かなりアレルギーのある子ど

もがふえているという認識はしておると

ころでございます。

　なお保育所におけます児童数の推移で

ございます。平成２０年度につきまして

は４保育所で２８名、平成２１年度２４

名、平成２２年度２９名、平成２３年度

２５名、平成２４年度２６名、そして平

成２５年度におきましては３８名という

除去食の対応をしておるところでござい

ます。

　続きまして、鳥飼西小学校と鳥飼北小

学校の委託検証会議のご質問でございま

す。

　どのようにされているのか、その検証

会議の中身、そしてそれをどのようにフィー

ドバックされているかということでござ

いますけれども、学校給食会を中心に、

それぞれ鳥飼西小学校、鳥飼北小学校と

実施をさせていただいております。平成

２４年度、鳥飼西小学校につきましては、

１２月３日、鳥飼北小学校につきまして

は１１月２６日に実施をさせていただい

ております。検証の内容につきましては、

調理室に入りましてその調理作業、また

配膳状況を確認しながら、児童への手渡

しの配食の内容であるとか、給食が終わっ

た後の下膳の作業、そのときの子どもた

ちの声かけはどうなのか、また、コミュ

ニケーションがとれているかといったよ

うな内容、それと、洗浄の部分で各校と

もドライ方式ということになってござい

ますので、ドライに適した作業が行われ

ているかどうかということで、検証をい

たしておるところでございます。

　特に大きな問題は、昨年度もございま

せんでした。若干、注意していただくよ

うなところもございます。どうしてもそ

の献立でありますとか、動線表等をホワ

イトボードにマグネットでとめている関

係上、紙が風でゆらゆら揺れているといっ

たこともございました。そういうような

ことがないように、改善すべき点は直ち

に改善をし、業者に指導をしておるとこ

ろでございます。

　なお、この委託検証会議の会議録等に

つきましても、委託業者のほうにもお渡

しいたしまして、改善に努めるよう、よ

りよい給食にできるよう、お願いしてい

るところでございます。

　続きまして、食の安全の取り組みとい

うことで、食材の選定等はどのようにと

いうことでございます。

　まず、納入業者を決めるのに業者の選

定委員会を、学校給食会でございますけ

れども、これも学校栄養教諭が中心にな

りまして、まず業者の選定をさせていた

だきます。学校給食の経験等があるのか
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どうか、納入の経験、実績があるのかど

うか。また、食肉加工でありますとか、

そういった加工するところにつきまして

は、現地に赴き、衛生管理状況も確認を

しておるところでございます。

　それで業者を選定いたしまして、毎月

ですが献立に使用いたします食材料、こ

の分につきまして物資選定委員会を開催

させていただき、全校の栄養教諭が集ま

り、サンプルを業者のほうから提出して

いただき、その分について味等も確認を

して、物資を選定し、決定しておるもの

でございます。

　今、先ほどご質問の中にありました新

聞紙上の話題となっております偽装とい

いますか、その違ったものが入っている

のかというご質問かと思いますけども、

一応、学校給食は日々、材料を仕入れた

ときには、給食調理員が検収という形で

中身が発注のものと同じものかというこ

とでは確認はしておりますので、その点

は我々も間違いはないものというふうに

考えておるところでございます。

　続きまして、給食調理の衛生管理につ

いてでございます。衛生管理につきまし

ては、基本的には文部科学省が定めてお

ります学校給食衛生管理基準をもとに、

本市独自でまた調理業務マニュアルとい

うものを作成しております。若干、文部

科学省が提示しております内容よりも厳

しいところもございます。その中で１０

校全てがこのマニュアルどおり衛生管理

ができているかということでございます

けども、基本このマニュアルにつきまし

ても、ドライ校も入っておることでござ

います。ドライシステムでの運用をして

いるところにつきましては、施設の改修

等を行い、スペース的な部分もございま

すが、どうしても古い施設になってまい

りますと、スペース的な問題等もござい

ます。したがいまして、この基準に全て、

検収といいますか、物資が入って来たと

きに、全てができているかどうかという

のは、若干スペース的な問題等もござい

ますので、その点、段ボール等を積み重

ねておる場合もあるのは事実でございま

す。ただ、調理場の衛生管理につきまし

ては、これはマニュアルどおりに、加熱

物につきましては中心温度が８５度で１

分以上ということで毎日、日々、確実に

行っておるところでございます。

　続きまして、中学校給食の件でござい

ます。

　中学校給食の平成２４年度での経過、

また出された課題ということでございま

す。委員からのご質問の中にもすでにご

ざいました。平成２４年度につきまして

は中学校給食についての保護者説明会、

またアンケート等を保護者、生徒、児童

を含め、保育所の保護者の方々にもアン

ケートをとらせていただきました。その

結果を受けて、その説明会を開催させて

いただき、そして中学校給食検討委員会

ということで、３回にわたり開催をして

いただき、摂津市にとっての中学校給食

というものの一定の提言をいただいたも

のでございます。提言の中では、全員喫

食、また家庭弁当との選択性のおのおの

の方式にはメリット、デメリットがあり、

委員会として望ましい決定をするまでに

は至らなかったと。デリバリー選択制に

ついては、喫食率の向上や食物アレルギー

のある生徒への配慮など、課題はあるも

のの、他市の給食を見ても栄養のバラン

スには十分配慮されていると思われるの

で、弁当を持参できない生徒に給食が提

供できるよう、本委員会を含め、これま

での取り組みを踏まえて教育委員会で望

ましい食生活を身につける機会となる方

式を決定していただきたいというような
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内容で提言をいただいております。

　その後、教育委員会内部、また関係部

署とも協議検討をした上で、ご承知のよ

うに本年２５年第１回定例教育委員会会

議におきまして、平成２７年度から中学

校給食をデリバリー選択制で実施すると

いうことで教育委員会会議で決定させて

いただいたものでございます。

　その今後の課題でございます。アレル

ギーの対応、またこれまでのお話の中で

もございました食事の量等々が課題とい

うことでございますけども、今後、民間

業者を選定していく上で、今、いろいろ

と他市の状況等も、視察等も行って、検

討いたしておるところでございます。近

隣各市、また大阪府内での中学校給食デ

リバリー選択制ということでしておる市

町村においても、また調査研究を続けて、

最終判断をしたいというふうに思ってお

ります。

　続きまして、施設の劣化の状況という

ことでございます。これも委員ご質問に

ございましたとおり、平成２３年１２月

に別府小学校の外壁のモルタルが落下し

たことを受けまして、緊急に点検を全校、

いたしたところでございます。その結果

につきましては、平成２４年２月の協議

会のほうでご説明をさせていただいたと

ころでございます。全棟数で６６棟ござ

いました。その中でＤ判定ということで

お示しさせていただいたものが４８棟あっ

たかと記憶にございます。その中で、Ｄ

判定につきましては、今後、緊急を要す

るものを優先的にし、後は耐震工事とあ

わせて工事を進めていきたい、外壁改修、

また屋上防水も合わせて進めていきたい

というふうにご答弁させていただいたも

のでございますけれども、今回、ことし

の工事も含めまして、昨年は鳥飼北小学

校外壁等、全面改修をさせていただいて

おります。そして、第二中学校の体育館

につきましても、平成２４年度で全て改

修が終わっております。本年につきまし

ては、千里丘小学校の校舎、また味生小

学校の校舎、それと別府小学校、今、体

育館はまだ現在工事中ではございますけ

ども、体育館。それと鳥飼西小学校の校

舎、あと第二中学校の校舎の北側の部分

でございますけども、ここも耐震とあわ

せて全て外壁、屋上防水等進めてきたと

ころでございます。

　来年度の工事におきましても、同じく

耐震とあわせて外壁等の改修も実施設計

を今、進めておるところでございますけ

ども、一緒に並行して進めてまいりたい

と思っております。来年は摂津小学校、

第四中学校、第三中学校、それと鳥飼小

学校、４校について進めてまいりたいと、

そのように考えておるところでございま

す。D判定ですけれども、４８棟のうち、

D判定から全て改修が終わってＡ判定と

いうことでなったものが１２棟ございま

す。応急的措置ということで、Ｂという

ことで２０棟、あとほんとスポット的な

緊急避難的に対処療法的ではございます

けども、修繕させていただいてＤからＣ

判定になったものが１６棟ということで、

現時点ではＤはなくなっておるというこ

とでございます。また、今後も劣化は日々

進んでまいるものでございますので、そ

の分につきましては学校はじめ管理職の

方々に日々の日常点検のほうをお願いし

ておるところでございます。また、本年

は特殊建築物の定期報告の年でございま

すので、その分につきましては外壁等の

劣化の状況を報告しなければなりません

ので、その時点でもまた明らかになって

くるものと考えております。

　あと最後になります。耐震の状況でご

ざいますけども、幼稚園につきましては
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全て１００％ということで完了しており

ます。あと今年の年度末では小中学校耐

震化率８１．５％というような予定をし

ております。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、学校教

育に関することにつきまして、岡部課長、

お願いします。

○岡部学校教育課長　学校教育課にかか

わりますご質問につきましてご答弁申し

上げます。

　まず、私のほうからは学力・学習状況

調査に関しましてでございます。平成２

４年度大阪府学力・学習状況調査でござ

いますが、調査実施日は６月１２日。大

阪府のほうから各学校へデータ等が発送

された日が８月１６日でございます。教

育委員会事務局といたしましては返却さ

れたあと、９月２０日から１０月１日の

間に学校のほうから返却するようにとい

うことを指示させていただいております。

９月２０日と言いますのが、本市におけ

る調査結果の概要公表をした日でござい

ます。また、１０月１日と言いますのは

大阪府教育委員会による市町村別実施状

況の報道への公表、ホームページへの公

表という形でございましたので、この間

に返却するということで指示をしており

ます。ご質問にございました学校ごとの

平均正答率につきましては当該の児童や

保護者にとって必要なデータとして示し

ているものでございますので、他の方へ

の提供はしないなど取り扱いに十分ご注

意していただくようにという一文を入れ

た文書を添えて保護者のほうに配らせて

いただいております。この大阪府の学力・

学習状況調査につきましては各小中学校

で分析をしていただいて、学力向上プラ

ンにそれを反映させていただくようにし

ております。市としましては、本市の児

童生徒の学力に関する調査や学習や生活

の状況に関する調査の分析を行っており

ます。課題等につきまして、小学校では

大阪府との差が縮まる傾向から横ばいに

転じました。主として活用に関するＢ問

題につきましては大阪府に比べまして差

が縮まっていないという形でございます。

中学校では平成２２年度を境として、大

阪府との差がおおむね縮まる傾向となっ

てございます。

　学習状況調査結果からは児童生徒の基

本的な生活習慣の定着、学習習慣の確立

と自学自習力の向上などは引き続き課題

としてあらわれてきているという形でご

ざいました。

　事務局といたしましては継続的に授業

改善の取り組みを行うこと。学力調査問

題を教材としたテキスト等を各校で使う、

それから、教職員研修等を通じて授業改

善に取り組む。また、授業研究を伴う各

学校の校内研修の積極的な参画等を呼び

かけております。児童生徒の学習習慣の

定着につきましてはきめ細やかな指導と

学びの場の充実を図っております。小学

１年生等学級補助員や学校読書活動推進

サポーターを配置し、また学習サポーター

等の活用により児童生徒の学習習慣の定

着と学びへの意欲向上に努めてまいりま

した。

　続きまして、小学校２年生における摂

津市シュアスタート確認事業についてで

ございます。小学校２年生を対象に国語

と算数及び学習意識調査を実施いたしま

した。目的といたしましては、小学校１

年生時において必要な基礎・基本の定着

状況を把握すること、また主体的に学ぶ

意欲を向上させること等でございます。

シュアスタートにつきましても教職員対

象に報告会を行っております。調査結果

からは子どもたちの学力や学習習慣の成

果や課題について報告を行っております
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が、国語、算数ともに、目標値におおむ

ね同じ位置にありました。しかし、カテ

ゴリー別正答率では、国語では書くこと、

算数では数と計算、図形に課題が見られ

ました。

　学力調査にかかわりまして以上でござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　あと人の配置の話

を、岡部課長。

○岡部学校教育課長　中学校部活動振興

相談員についてでございますが、平成２

４年度から中学校部活動振興相談員を配

置いたしまして、学校訪問回数としまし

ては平成２４年度は中学校のみで計上い

たしますと１７３回でございます。また、

初任者等配置の小学校への訪問もありま

したので、それも合わせますと、小中学

校合わせて２２１回の訪問回数となって

おります。中学校部活動振興相談員が学

校を巡回することで、ご指摘にもござい

ましたように体罰の防止、また体育活動

や部活動中の安全指導ということで各学

校の教職員に対して直接働きかけをして

おります。初任者指導につきましては学

校教育相談員が研究授業並びに日々の授

業等の支援について学校のほうを巡回し

て、１年間を通して訪問しております。

○嶋野浩一朗委員長　野本学校教育課長

代理。

○野本学校教育課長代理　失礼します。

教員の配置につきましてご答弁申し上げ

ます。昨年度、本市における教員定数の

うちの定数内講師の比率につきましては

小学校で前年度比０．６％減の８．１％、

中学校で前年度比１．７％減の１０．４

％でございました。また、病気等の代替

講師の配置が必要とされるケースのうち、

２週間以上配置ができなかったケースが

残念ながら２件ございました。ともに校

内の別の教員が授業を行いましたので、

自習等により授業が進まないという状況

は発生しておりません。また、メンタル

にかかわります教員の支援につきまして

は経験の浅い教職員がふえる中、教育委

員会としましても重要なことだと捉えて

おります。学校では校長や教頭が中心と

なり、支援や相談体制の充実に努めてお

りますし、状況によっては教育委員会よ

り学校教育相談員等を曜日を決めて重点

的に派遣し、授業の進め方や生活指導の

行い方など直接的な指導、支援を行うと

ともに、校長、教頭に対しましてのサポー

ト体制についてのアドバイス等を行って

おります。

○嶋野浩一朗委員長　あと、いじめ問題。

　谷田課長。

○谷田児童相談課長　それでは、児童相

談課に係りますことにつきましてご答弁

のほうさせていただきます。

　平成２４年度のいじめの認知件数は３

０件でございました。平成２３年度より

も１９件増加いたしております。その内

容といたしましては冷やかしやからかい

を受ける、あるいは軽くぶつけられる、

遊ぶ振りをして叩かれるというようなも

のが非常に多くございます。子どもたち

は学校で集団生活を行っておりますので、

いじめはどの子にも、どの学校でも起こ

る可能性があるものというふうに認識し

ておりまして、いじめは絶対許さないと

いう基本的な立場に立ちまして、未然防

止、早期発見、早期対応の取り組みのほ

うを進めておるところでございます。

　まず、未然防止の観点からは、子ども

がいじめの被害者や加害者のもならない

よう暴力に頼らないで問題解決する力、

あるいは子どもの自尊感情、そして他者

を尊重する意識、こういったものを高め

るためのプログラムを外部講師を招聘い

たしまして、平成２４年度は市内の２３
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学級で実施のほうをさせていただいてお

ります。また、子どもたちもそのような

暴力に頼らない問題解決力を高めるため

には教員の指導力も向上させる必要がご

ざいますので、教員向けの同じプログラ

ムのファシリテーター研修のほうも実施

させていただいて、市内保育所、幼稚園、

小学校、中学校の教員、３８名の教員が

受講のほういたしております。

　また、早期発見のための取り組みとい

たしまして、どの学校も年間複数回のア

ンケートを実施するなどいたしておりま

して、特に気になる子どもたちについて

は個別に面談等々を行っておるところで

ございます。学校のほうはいじめ事案を

認知いたしましたら、担任任せにするこ

となく、校内いじめ・不登校対策委員会

が中心となりまして、場合によりました

らスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの専門家も含めて情報共

有を行い、いじめ事案の解消に向けて学

校として組織的な対応のほうを実施いた

しており、また教育委員会のほうへも速

やかな報告のほうを求めておるところで

ございます。また、学校事故といたしま

して、職員会議等を通じ、いじめ問題に

ついて教職員間で共通理解を図るであり

ますとか、道徳あるいは学級活動等の時

間にいじめに係る問題を取り上げ指導を

行う。また、児童会や生徒会活動等を通

じて人間関係もしくは仲間づくりなんか

を深めるような取り組みを行うというふ

うなことを、事後の取り組みとして実施

いたしておるところでございます。教育

委員会のほうに報告をいただきました際

には事務局内で情報共有するとともに、

必要に応じて指導主事が学校を訪問して、

指導、助言、こういったことに努めても

おりますし、報告された内容につきまし

ては毎月の定例の教育委員会会議にて報

告させていただいて、それぞれ個々の事

例を通じて学校のいじめ防止の取り組み

のあり方、あるいは認知した場合の対応

のあり方について論議のほうもいただい

ておるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　学童保育のことに

ついて、木下課長。

○木下子育て支援課長　学童保育につい

てのご質問にご答弁申し上げます。

　まず、待機児童についてですけれども、

５月１日現在の人数でございますが、平

成２３年度は２４人、平成２４年度が８

人、それから平成２５年度が６人となっ

ております。

　その次に、放課後児童クラブガイドラ

インについてのご質問でございましたけ

れども、このガイドラインにつきまして

は、学童保育室の質の向上を目的として

平成１９年、国において通知がなされま

して、望ましい方向として参考に示され

たものとなっております。その中で具体

的な項目として、数字を挙げての項目と

いたしましては、新１年生については４

月１日から受け入れるものとすること、

あるいは定員規模については最大７０人

までとすること。また、面積については

児童１人当たりおおむね１．６５平方メー

トル以上の面積を確保することが望まし

いなどの項目がございます。このうち新

１年生の受け入れについては４月当初よ

り受け入れをしてきております。また、

１クラブの規模といたしましては、７０

人を超過した場合につきましては分割し

て運営するという方法を実施してきてお

ります。また、面積につきましてですけ

れども、この１．６５平方メートルにつ

きまして明らかにこれを下回ると思われ

るような場合につきましては、学校長と

協議をして、例えば作業室を保育室に改

修するといった方法を用いまして、より
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よい環境で保育ができるように努めてき

ているところでございます。

　次に、保育所定数との乖離につきまし

てでございますけれども、保育所の現時

点の定数を学年６年間で割った場合は２

９７人となってまいります。また、入所

数を年齢で割った場合については３３５

人という数字になってまいります。これ

に対しまして今年、平成２５年５月現在

での学童保育の入室児童数は２６１人と

なっておりまして、若干乖離があるとい

うことは認識しております。利用者の方

の意向の把握といったことでございます

けれども、今後、子ども子育ての新制度

におけるニーズ調査をしてまいりますけ

れども、この中で学童保育の項目を設け

ておりまして把握に努めていきたいとい

うふうに思っています。

　最後に、支援が必要な児童の４年生以

上の受け入れについてでございますけれ

ども、現時点では面積的な問題であると

か、あるいは人的な配置が必要であると

いった課題もございますため、受け入れ

はしてきておりません。今後の課題であ

るというふうには認識をしているところ

でございます。

　それとすみません。先ほどの就学援助

のご質問の中で、平均の支給金額という

ことでのお問いがございましたけれども、

平成２４年度の金額として小学校で５万

８，４７７円、それから中学校で５万２，

４８７円となっております。それぞれ平

成２３年度は５万６，４４０円、４万７，

１７０円でございましたので、それと比

較するといずれも増額しているという現

状でございます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、柳瀬

課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、まず社

会教育施設の耐震改修についてお答えさ

せていただきます。公民館６館、市民図

書館、鳥飼図書センターにおけます耐震

改修についてでございますが、耐震改修

の対象となります昭和５６年建築基準法

改正前の建物につきましては新鳥飼公民

館、千里丘公民館、別府公民館の３施設

となっております。このうち別府公民館

につきましては、現在、市長部局で旧鯵

生野団地跡地に建築予定の新しい公共施

設で別府公民館の移設を含め検討されて

いるということでございますので、現在

こちらにつきましては診断を行っており

ません。残り２施設につきましては平成

２４年度に耐震診断を行いまして、この

うち新鳥飼公民館につきましては耐震性

に問題はないとの結果をいただいており

ます。残り千里丘公民館につきましては

ＩＳ値が０．４７から０．４９との診断

結果となりまして、耐震補強の必要性が

あると判断されております。このことか

ら、今後耐震補強工事を行う予定として

おります。

　続きまして、図書館における評価モニ

タリングの件につきましてお答えさせて

いただきます。図書館の評価モニタリン

グにつきましては、指定管理者が適切な

施設運営を図っているかどうかを評価い

たしますために実施しております。四半

期ごとに図書館等協議会委員と施設所管

課であります生涯学習課にて評価を行い、

年度トータルの評価を総合評価とするも

のでございます。平成２３年度におきま

しては得点率６６．１％で、Ｃ判定でご

ざいました。平成２４年度につきまして

は得点率６９．３％となっておりまして、

同じＣ判定ではございますが、３．２ポ

イントの評価点アップとなっております。

　なお、問題点等につきましてですが、

この評価モニタリングの詳細を分析いた

しましたところ、広報の実施についての
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点数が若干低い傾向がございました。委

員の皆様からもいいイベントを行ってい

ただいているが、市民に周知されていな

いことが多いのではないかというご意見

をいただいております。

　今後につきましては、市の広報板や駅

掲示板などを積極的に活用すること、ま

たホームページのリニューアル等を行う

ことによりまして、より広報力のアップ

を目指したいと考えております。

　続きまして、図書館の指定管理者導入

後における人の配置につきましてお答え

させていただきます。平成２３年度より

市民図書館及び鳥飼図書センターにつき

ましては指定管理者制度に移行しており

ます。平成２３年度スタート時におきま

しては２館を合わせまして１９名の職員

で業務スタートしていただきました。平

成２４年度末につきましてこちらの人員

が２１名ということで２名増加となって

おります。単に利益追求だけではなく、

雇用対策としても一定の成果があるもの

と考えさせていただいております。

○嶋野浩一朗委員長　辻課長代理。

○辻生涯学習課長代理　続きまして、公

民館に係るご質問に対してご答弁申し上

げます。公民館は、委員おっしゃいます

ように社会教育法に定められております

社会教育施設でございます。社会教育法

第２０条の目的を達成するためにさまざ

まな事業を実施しておるところでござい

ます。お尋ねの平成２４年度講座開催状

況でございます。各館ごとに実施してお

ります講座でございますが、総数で２２

５講座実施しております。内訳につきま

して、館ごとで申し上げますと安威川公

民館３７講座、千里丘公民館３５講座、

別府公民館４３講座、味生公民館４２講

座、新鳥飼公民館３５講座、鳥飼東公民

館３３講座でございます。それとあわせ

まして、各館合同で３講座実施しており

まして、総数２２８の講座を実施してお

ります。詳細は事務報告書の３３９ペー

ジ以降に掲載させていただいておるとこ

ろでございます。こちらの回数の表現が

ございますけれども、こちらは延べ開催

日数を回数とカウントさせていただいて

おります。こちらでいきますと、６館で

年間５１７日の開催ということになりま

す。参加人数でございますけれども、安

威川公民館での年間１，９６１人をはじ

め、６館合計で９，５３６人もの市民の

方々にご参加いただいたということでご

ざいます。平成２５年度もわかるようで

あればということでございましたけれど

も、２５年度の数字はちょっと今詳しい

数字は持ってございませんが、ほぼ同規

模で本年度も実施しておるところでござ

います。

　それから、公民館登録クラブの状況に

つきましてでございます。平成２４年度

末の数字で申し上げますと、団体数では

６館で２００団体。これは昨年度比１０

団体増、割合で言えば５．３％増でござ

います。延べ利用回数につきましては５，

６６５回、昨年度比で２７５回の増、５．

１％増でございます。延べ利用人数は６

万２，５７８名、１，４７６人増、割合

では２．４％増となっているところでご

ざいます。

○嶋野浩一朗委員長　最後、スポーツ施

設の問題につきまして、日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課に係わります２点のご質問

にご答弁させていただきます。

　まず１点目の体育施設の耐震の状況で

ございますが、本市の体育施設のうち昭

和５６年６月以降の建物につきましては

新たな耐震基準となっておりますが、昭

和５６年６月以前に設置されました建物
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は、味舌スポーツセンターが昭和４９年

３月、三宅スポーツセンターが昭和５２

年３月にそれぞれ竣工しており、両施設

につきましては耐震補強の必要があり、

平成２４年度に耐震診断を実施いたし、

平成２５年度に耐震工事を計上いたしま

したが、当初の予定より工事の日程はお

くれますが、可能な限り速やかに進めて

まいりたいと考えております。

　続きまして、スポーツ施設の不足の認

識というご質問でございますが、スポー

ツ施設が減少し、利用者もそれに伴いま

して減少傾向でございますが、今後にお

いても利用推移を注視いたし、市内の体

育施設だけではなく他の公共施設含め利

用可能な施設について検討してまいりた

いと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午後０時　１分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、午前に引き続

いて質問していきたいと思います。

　最初に保育所の件でございます。一つ

はべふこども園についてでありますが、

幼稚園のお子さん、保育所のお子さん、

またそれぞれの保護者、また幼稚園教諭

や保育士と、非常に役割も仕事の内容も

異なっている分野で一つの施設としてやっ

ていこうとなると、やはり１年や２年で

なかなか融合していくというのは非常に

難しいのではないかな。そんな中でつな

がり会議というのを月１回やって、担当

課長も足を運んでやっておられるという

ことについては非常に敬意を表したいと

思います。ただ同時に、今後少しずつ同

じ施設として例えば混合クラスを行って

いくとか、先ほども小さなことですけど

とおっしゃいましたけども、恐らく子ど

もや保護者にとってみて非常に大きな問

題であると思いますが、アルバムの購入

のことであったり、参観日の日程であっ

たり、運動会や保護者会の時間帯のこと

であったりというのは、やはりこれは非

常に大きな問題だと思いますし、２年たっ

たからもう混合にしようと、一緒にして

いこうというような簡単な問題ではない

というふうに、私は思います。保育所に

子どもを預ける親には、そういう事情が

あります。幼稚園に預ける親は、幼稚園

に入れる理由があります。それぞれの機

能がしっかり生かされた形で、できると

ころから一緒にやっていくということが

大事だというふうに思いますが、その点

だけもう１回見解をお伺いしたいと思い

ます。

　それから、保育所の定員増や待機児童

の問題について認識を、現状のお話をい

ただきました。これも先の委員会や一般

質問でもご答弁していただいたかと思い

ますが、近隣各市と比べると定数増と言

う点では民間保育所のご協力のもとで３

９％と１７０名増ということで、また来

年度にも定員増が控えているということ

であります。同時に、待機児童が平成２

４年度から急増してきているという問題

もあります。待機児童の分析はもちろん

していらっしゃるかと思いますが、例え

ば平成２５年１０月１日の待機児童の表

です。ホームページのほうから資料を取

らせていただきましたが、旧定義でいき

ますと１７６人の待機児童がおられます。

やはり安威川以北、南千里丘の開発に伴っ

て安威川以北の地域での待機児の比率が

非常に高くなっていると思います。その

中でも０歳児から２歳児までの待機児童

の割合が約８割に達しているということ

で、地域的な問題と年齢的な問題、待機
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児童の特性があらわれているのではない

かなと思いますが、こうした地域性の問

題とか、０歳、１歳、２歳の待機児童が

集中しているという点をどのように認識

されて、待機児童の解消という点でどの

ように対応をとっていくのかというのが

考えられるべきではないかと思いますが、

その点についてもお聞かせをいただきた

いと思います。

　続いて、乳幼児医療助成ですが、先ほ

ど私も質問の中で勘違いをしておりまし

た。摂津市の医療費の負担と府からの医

療費の助成、これを差し引いてもそれは

関係ないということですので、ご指摘い

ただいたことについて理解をいたしまし

た。それで乳幼児医療についてはこの間

も議論をしてきております。かつては摂

津市は所得制限ありの時代がありました。

その中で所得制限を撤廃してきたという

経過があります。それは所得制限を引け

ば、必ずどこかでボーダーラインが生じ

ます。かつては児童手当の特例給付のラ

インを引いたと思います。そこのライン

の方々は決して本当に困っていない方で

はないわけです。わずか数千円の差でボー

ダーラインからはずれれば児童手当、そ

して医療助成も受けられないということ

で、同じ摂津に住む、または日本の社会

で生活する子どもたちの命と健康を守る

という点では所得制限なくやっていくと

いうことがいいという判断のもとで、摂

津市はこの間、所得制限もなしで、対象

年齢の拡大をしてきたというふうに思い

ます。そのことを申し上げて、改めて要

望をしておきたいと思います。所得制限

なしで中学校卒業までの拡大を、これは

求めておきます。要望です。

　私立高校の奨学金補助支給事業です。

これは当初よりも利用者が多くなって、

補正増額をされたと。平成２５年度予算

を見ましても、１年生と２年生というこ

とで約７００万円ほどの予算を組まれて

おりますので、必要な方がこの制度を受

けられるように引き続き努力をしていた

だきたいと思います。

　それからもう１点、ちょっと関連して

お聞きしておきたいんですが、今、公立

高校授業料の無償化が国会の中でも議論

されているというふうに認識しています。

私立高校の支援金制度と統合していくと

いうことで、府立高校の授業料が現在の

無償が今後どうなっていくのか。また同

時に大阪府が国の支援金制度に上乗せを

して、私立高校の授業料の無償化を実施

されています。多くの保護者の方々や子

どもたちが選択の幅が広がったというこ

とで喜ぶ声を私もよくお聞きをしている

わけですが、私立高校授業料の無償化も

スタートから５年というのが一定の期限

だということの中で、先般松井大阪府知

事が５年後の入学在学中の方に対しては

卒業までは保証しますよというような発

言が報道されておりました。それを望み

たいわけですけども、摂津市として公立

高校の授業料が無償になったので、貸与

の貸付金制度を廃止してしまったわけで

すが、こうした動きと絡めて摂津市の貸

付金の制度、今はもう廃止になって、今

返済を受けているということであります

けども、その点の考え方をちょっとお聞

かせいただけたらと思います。その１点

を、ちょっと膨らむかもしれませんが、

参考でお聞かせいただけたら思います。

　続いて、就学援助金についてでありま

す。これもかなり議論をしてきたところ

でありますが、１人当たりの支給額、も

ちろん新入生と在校生では入学準備金な

どの違いもありますから、一概にこの金

額というわけにはいかないと思いますが、

平均額で小学生で５万６，０００円から
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５万８，０００円ぐらい、中学生で４万

７，０００円から５万２，０００円ぐら

いということです。課長はＰＴＡ会費と

生徒会費がふえたということで１人当た

りがふえたよということでおっしゃって

いただきました。そのとおりだと思いま

す。同時に去年は受けられていたのに、

所得基準数千円で今回受けられなかった

方が、これだけの援助がなくなってしま

う。しかもお子さんがお一人ではありま

せん。二人、三人になれば十数万円の今

までの援助が途切れていく。年収扶養控

除も廃止されて、子ども手当がまた児童

手当に戻る等々、もともと子育て世代の

所得が決して高くない。子育てや教育に

係る費用も非常に高いということはこの

間ここでも議論してきましたし、共有し

た実態だと思いますけども、そういう点

から言うと、所得基準の引き下げによっ

て受けられなくなった人にとっては非常

に大きなマイナスだということを私は申

し上げておきたいと思います。この点は

意見を申し上げるのにとどめたいと思い

ます。

　それから、これも支給期日については

この間要望してきまして努力をしていた

だいているという認識をしておりますが、

かつては第１回目の支給日が９月という

ことで、一番お金のかかる年度当初にで

きるだけ近づけるような努力をしてほし

いと。市によっては４月、５月、または

１学期中の支給を実施している市町村も

あって、ぜひ研究をしていただきたいと

いうことを申し上げてまいりました。今

年は確か８月中に支給をしていただく、

１か月前倒しでやっていただいたという

ことについては、努力していただいてい

るなというふうに思いますが、この点他

市の状況を、４月や５月等支給できてい

るところの研究等は進んでいるのかどう

か、ちょっとお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。

　次に、給食の問題について２回目の質

問をさせていただきたいと思います。

　まずは、アレルギーに関してです。大

変多くのアレルギー除去食を必要として

いる児童が非常にふえてきていると。保

育所の乳幼児もふえてきているという状

況のもとで、事故を防ぐためのマニュア

ルがつくられたと。今年の４月からとい

うことでありますが、このマニュアルを

きちんと対応していくために、チェック

をしたり、指導をしたりしていくのは恐

らく栄養士の方ではないかというふうに

思うんですが、現状、摂津市の栄養教諭

さんは６人いらっしゃるというふうにお

聞きしています。１０校で６人というこ

とですので、お一人で複数校を担当して

らっしゃる方がおられるかなと思うんで

すけども。ただでさえ一人一人のアレル

ギーに対応する、指導やチェックをして

いくのは大変な中で、例えば平成２５年

ですと、７２名小学校いらっしゃる。６

名しか栄養教諭がいらっしゃらない。単

純割りして１人で１２人の方を子どもた

ちの命と安全の責任を持たなければなら

ないというのが、ちょっと私、単純計算

で申しわけないんですが、非常に不安で

すし、恐らく栄養教諭は大変な緊張の中

でやっておられるんじゃないかというふ

うに思うんですが、その点はいかがなも

のなのか。その辺のケアですとか、それ

から体制づくりとかということはお考え

になっておられないのか､聞かせいただ

けないでしょうか。

　それと、あと民間委託の二つの学校へ

の検証についてお話をいただきました。

私もその検証会議の議事録と言いますか、

報告書を資料でいただいております。気

になることはあっても、おおむね順調だ
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ということで書かれていたかと思います

が、決まった日付で１日だけで本当にチェッ

クができるのかという点を感じるわけで

す。日々、今、先ほどお話しいただいた

アレルギーの問題もそうですし、民間委

託の場合、本来直で全て摂津市が賄って

いるものの中で、先ほどもお話がありま

したけど、食材が搬入されたときの検収

です。それから学校衛生基準とか、調理

業務等基準とか、アレルギーに気をつけ

て調理作業を行うと。場合によったら下

準備の段階から分けて作業がなされると

いうふうにちょっとお聞きしているんで

すが、そういう作業を行い、出来上がっ

たものは校長先生に食べて検食していた

だくと。そのあと、各クラスごとに配膳

をしていって、各階に届けると。終わっ

たら今度は下げる、洗浄をして保管をし

たり、それから清掃をすると、そういっ

た分野まで相当細かく基準とか、マニュ

アルとかがあるというふうに聞いている

んですが、そういう点大きく全体を見て

いかなければいけない問題を、１年のう

ちの１回アポイントを取って行って、そ

の短い時間だけで果たして本当にチェッ

クができるのかどうかという点が非常に

不安に感じるところですが、その点いか

がなのか。同時に、これは民間の業者だ

けでなくて、直営の調理上でもきちんと

されているのかというはそこまで疑うの

かということになるかもしれませんが、

私が心配しているのはこの間の職種任用

がえで去年、今年と合わせて５名の方も

調理員が辞めておられます。もちろんそ

の方の生き方であり、働き方であり、希

望でありますから、決してそれが悪いと

いうことではないとは思うんですけども、

調理員としての職場の中で、仮にモチベー

ションの低下等があるんであれば、しか

もベテランの調理員が抜けた後、そうい

うノウハウを持っている人が減っていく

中で、それがきちんとできるのかどうか

という不安があります。栄養士も全ての

学校にはいらっしゃらないということで

すので、その点はいかがなものなのか聞

かせていただけないでしょうか。

　それから、食材安全性の問題について

です。これは意見を申し上げておくだけ

にしておきますが、給食会の中で選定委

員会を開いてチェックをする中で、最後

調理員も研修するということで、間違っ

た食材が来るということは非常に可能性

としては低いだろうというお話だと思い

ます。一つだけ指摘をしておきたいと思

うんですが、これは、今、政府が交渉し

ていますＴＰＰ交渉、これは非関税障壁

も含めて関税を撤廃していくというもの

です。食料を輸出したい国家にとってみ

ればさまざまな障壁があることに対して、

提訴すれば裁判によって判断が示される

と。多くの場合、外国企業の非関税障壁

については撤廃せよと、外国企業等の言

い分が通っていることが多いんです。牛

肉でも産地をはっきりさせることは非関

税障壁だと。また、チェックの仕方にし

ても日本独自のルールを撤廃していけと

いうようなお話があります。地産地消も

これは非関税障壁として指摘されている

問題の中で、給食がいかに安全な食材を

と言っても、そのバックヤードが見えな

い輸入品も出てくる可能性もあると思い

ます。そういう点があることを指摘して、

そういったこともちょっと研究していた

だいて、今、ＴＰＰ交渉どうなっている

のか、あるいは全く秘密ですから外に漏

れてこないものですのでわかりませんが、

しかし子どもたちの安全のためにこれま

で努力して食材を選んで提供されてきた

という実績からも、そこは気をつけて注

視していただきたいと思います。そのこ
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とを申し上げておきます。

　それから、中学校給食についてはこの

平成２４年度、１年間多くの保護者の皆

さんがいろんな意見を教育委員会に出し

ていただきました。日常的には市政に対

しての関心の薄い方も自分たちの子ども

にかかわることだと言って関心を示され

たということは、子どもたちや保護者が

教育委員会と一緒になって子どもたちを

この地域で育てていこうという土壌づく

りのためにも、土壌を育てていくという

点でも非常にいい経験だったと僕は思っ

ております。一方で教育委員会は言うだ

け言わせておいて何も聞いてくれない、

という意見も巷にはあります。そういっ

た行為にしっかり答えていくのがこれか

らのやり方だと思いますし、とりわけ中

学校給食ではもともと弁当を持って来れ

ない子たちに栄養バランスの取れたおい

しい給食を提供してあげるのが目的の一

つに掲げられていました。ですから、経

済的な理由によって注文できない、それ

からアレルギーがあって注文できないと

いうようなことがあっては本来ならない

ことだと思いますし、同時に、今、弁当

を持って来られない方はどうして持って

来られないのかという問題にも掘り下げ

て検討をして、その生徒たちにきちんと

提供ができるのかどうかということも議

論をしていく必要があるというふうに思

います。その点を申し上げておきたいと

思います。保護者や現場の声をしっかり

聞いてほしいと、昨年度末の検討委員会

の最終の日に保護者代表の方の意見も出

されておりますので、それはなかったこ

とということには決してなってないと思

います。教育委員会会議にも保護者代表

の方が自分の手で意見書もつけておられ

たという事実はしっかり受けとめていた

だきたいですし、問題があれば方針を大

きく変更するということも求めておきた

いと思います。中学校給食は意見を述べ

ておくにとどめておきたいと思います。

　それから、耐震と劣化の問題ですが、

保育所の耐震化が鳥飼保育所、摂津保育

所ともにＩＳ値で０．５台ということで

言うと、耐震補強を必要としている建物

です。学校同様、小さな子どもたちが日々

朝から保護者の方がお迎えに来るまでの

間、１日を過ごす生活の場でもあって、

そこで耐震強度が弱いまま放置するとい

うことは私は許されないと思います。そ

ういう点で１日も早く自主設計をし、耐

震補強工事をする必要があると思います

が、いろいろな理由があって、その自主

設計等の計画を、先ほどお話しになられ

ませんでしたから、もう一度その点だけ

確認をしておきたいと思います。

　それと、日常的な劣化対策については

ご説明をいただきました。Ｄランクは現

段階でなくなって、あと応急措置をした

Ｃランクも含めて耐震補強工事と一緒に

大規模改修で事故がないようにしていく

と。耐震強度のある新しい学校について

は随時ということでありました。その点

は了解をいたしました。同時に、ただや

はり部分的に劣化でいつまた、あっては

なりませんけども、事故が起きる可能性

があって、十分に想定していく必要があ

ると思いますし、そのためにチェックシー

トがつくられ、説明会が開かれて、施設

管理者が日常的な点検を行っていくと。

目視での点検を行うというようなことで

決められたわけですので、その辺のチェッ

クシートなどの日常点検というのが平成

２４年度、現在機能しているのかどうか

です。その点お聞かせください。

　次、学力テストについてであります。

これも毎回意見を申し上げてきましたの

で、今回はそういうのには余り触れませ
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んが、平成２５年度は全国学力テストが

悉皆調査になったということで、府の学

力テストはないということですが、説明

会をお聞きしても順位がどうということ

を余りおっしゃられずに、学習状況調査

とか、理解力を高めていくためとか、そ

れから無答率３０％なくして理解度を高

めていくということを非常にそこを中心

にご説明されているということについて、

過度な競争になったり、ランクづけになっ

たりということにならないように努力し

ておられるということ、そういうふうに

私は理解をしているわけですが、少なく

とも現場の先生たち、とりわけ若い先生

たち、それからまた心ある教育に関心の

ある市民の方々はどうしても数字や順位

づけが出てくれば、どうしても順位が優

先的になる。それを利用してもっと先生

たちに頑張ってもらいたいという動機づ

けの一つとも考えられるかもしれません

が、やはり順位ではなくて、基本的には

僕は義務教育ですから、基礎学力をきっ

ちりとつけるということが大事だと思い

ますので、そういった業者の学力テスト

であえて順位がつくものではなくて、日

常的な授業であるとか、日常的な学習行

為の中で一人一人の子どもたちを見てい

けるような体制をつくるのが本筋ではな

いかなというふうに思います。その点は

意見として申し上げておきたいと思いま

す。これは答弁、結構です。

　教職員の配置のことです。定数内講師

の比率は若干下がったもの、まだ非常に

高い水準にあると思います。とりわけ重

要だと思うのは、先生がお休みになった

後に、２週間以上、大体の方が配置され

ない状況が続くと。もしくは年度末まで

代替教員の方がつかないと。ただでさえ、

先生の数が少ないとよくお聞きしている

中で、本来つくべき先生が大体つかない

ということは非常に大きな負担を強いる

ことでもありますし、ひいては先生の疲

れから身体を壊される方もいらっしゃる

かもしれません。ひいてはこれは子ども

たちの教育にもかかわってくることで、

その点ご苦労されているとは思うんです

けども、ぜひ工夫、改善をお願いしたい

と思うんですが、その点いかがでしょう

か。摂津市だけの問題ではありませんが、

お考えをお示しをしただけたらなという

ふうに思います。

　それから、若い先生たちのフォローで、

お二人の学校教育指導相談員が回ってお

られて、相談に乗られるということであ

りますが、職場の中での先輩後輩でのフォ

ローとか、いうものとか、一般的な職場

等ですとＯＪＴなんて言いまして、新人

が１年先輩、２年先輩に着いて回って仕

事、技術的なことを、それから人生のこ

とも含めて人間関係をつくりながら成長

していくというのが本来だと思うんです

けども、そういった体制が、今、とれて

いるのかどうかです。それをちょっと聞

かせていただきたい。

　あと、部活動の振興補助員については

１７３回、２２１回と、ほぼ毎日学校を

回っておられるということだと思います。

部活動も先生の数が減っている中で、自

分が経験していない体育、スポーツの顧

問をやらなければいけないなど、非常に

顧問をやる側からしても非常にご苦労さ

れるケースが多いのかなと思います。一

方で子どもたち、生徒からしてみれば、

こういったクラブをつくりたいというよ

うな声になかなかこたえてもらえないと

いう思いも恐らく伝わっていることだと

思いますが、こういったジレンマ、矛盾

についてこの部活動振興補助員の活動が

何かしら一歩前に行くような、光が見え

るようなことが生まれているんでしょう
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か。先ほどはこれは指導の仕方であると

か、体罰防止のことであるとか、非常に

技術的なことで非常に役に立っていると

いうのをお聞きしましたけども、そういっ

た生徒や保護者からの意見などに対して

答えられるような糸口が何かついていな

いのかどうか、ちょっとそれはお聞かせ

いただきたいと思います。

　いじめの問題については、日々いろい

ろな議論もしていらっしゃると思います。

私は大津市の問題と摂津市の問題と必ず

しも一緒ではないのかもしれませんが、

幾つかの問題点の指摘がなされていまし

た。このときの事件は問題点として教師

によるいじめ、認知のおくれです。気づ

かなかった。気づいていても軽く見てい

た。また、教員間の情報の共有化、教員

の風通しの悪さ等々１２項目などが挙がっ

ているわけですが、その中でもちょっと

注目したのは、いじめ防止教育、道徳教

育の限界という項目があります。このい

じめ、大津のこの中学校は平成２１年、

平成２２年、２年間文部科学省指定の道

徳教育実践研究事業推進指定校として道

徳教育を推進してきた学校だったという

ことであります。これをもって全く無意

味だったということには、この私がいた

だいている、持っている資料だけでは把

握できませんが、先ほども道徳の教育、

それがだめなんだという道徳の教育とい

うこともおっしゃられたので、ちょっと

その道徳教育の点といじめの防止につい

てどのようなお考えがあるのか聞いてお

きたいと思います。

　学童についてはガイドライン等お示し

いただきました。ガイドラインの７０名

で１クラスというのも非常に大きな規模

だと思いますが、少なくとも学童でこの

間も残念な事故が起きているケースもあ

りました。安全であるべき学童保育室の

環境を整備していただくように要望して

おきたいと思います。

　それから、障害をのある要支援児童の

４年生以降の居場所について再度お聞き

しておきたいと思います。これも平成２

５年６月１日現在の学童保育室入室申請

状況を見せていただいています。現在３

年生の入室児童の中で要支援児童の数は

合計で１０人います。これ来年になりま

すと４年生で、学童から卒園していくわ

けですが、障害のある子どもたちの学童

保育室を出た後の居場所について、具体

的にはこの１０名の方々ですね、それか

らこれまでどうなっていたのかについて

お聞かせください。

　図書館につきましては、モニタリング

の結果等をお話しいただいて、人の配置

もふやしていただいてるということであ

ります。もちろん質の問題も問われてい

くかと思いますので、引き続き市民の皆

さんの声をお聞きしていただきながら、

サービス向上につなげていただけるよう

に、またチェック等をしていただいて、

それを市民に返していただいて、いいも

のにしていただきたいと、これは要望に

しておきたいと思います。

　耐震補強は、この千里丘公民館は耐震

補強が必要です。これは計画的に進めて

いただきたいと思います。

　公民館の事業ですが、お話しいただき

ました。社会教育法の目的がしっかり書

かれておりまして、それに基づいて行わ

れている、さまざまな事業が行われてい

るということであります。

　今、実は別府のほうで市営住宅の跡地

にコミュニティーセンターを建て替えて

いくというような動きがあって、別府公

民館の老朽化とともに建て替えもという

ことを視野に入れた議論がされているか

と思いますが、今、お話しいただいたよ
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うに、公民館というのは社会教育法に位

置づけられた社会教育施設であって、地

域の人たちの文化や芸術を育成したり、

コミュニティーをさらに大きくしていく

というような、いろんな役割があるかと

思います。

　一方で、市民の皆さんが集う場として

コミュニティーセンターというものがあ

るんですが、今、公民館の老朽化で建て

替えをしていこうという議論と、コミュ

ニティーセンターをつくろうという議論

とが並行して起きていますけども、コミュ

ニティーセンターと公民館、そもそも何

が違うのか、ちょっとその点を聞いてお

きたいというふうに思います。

　スポーツ施設につきましては、これも

先の委員会でスポーツ条例等の議論で申

し上げましたので、このぐらいにしてお

きたいと思います。

　ただ、もう廃止されましたので旧味舌

スポーツセンターと、旧三宅スポーツセ

ンターについては、要望させていただい

たように、広く市民の皆さんに活用して

いただけるよう、また工事が始まらない

のに体育館がその目の前にあるというこ

とは、非常に市民にとってもよくないこ

とでありますし、多目的な利用に資する

ように、また耐震補強工事や実施設計、

用途変更の前の段階でも利用ができるよ

うな工夫をしていただきたいということ

を改めて申し上げるとともに、体育施設

が不足しているという現状は共通の認識

を持っております。共有している問題に

ついて、ぜひ工夫をしていただきたいと

いうことを申し上げておきたいと思いま

す。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係わります２点について、ご答弁させて

いただきます。

　まず１点目、べふこども園の件でござ

いますけれども、べふこども園が開設い

たしまして１年半以上が経過したところ

でございます。こども園のメリットとい

いますと、やはり単独の幼稚園、単独の

保育所のよい点を生かす、さらに一体的

運営の強みを生かした取り組みの充実を

図ることが大事だと考えております。

　中でも、べふこども園につきましては

一体的運営の強みを生かすということで、

幼保を区別せずに同学年の子どもたちを

混合クラスとして保育をしていきたいと

考えております。

　同じクラスになるということで、友達

の輪がさらに広がる、またさらに仲よく

なって小学校に上がっていただく、こう

いったメリットがあることから、平成２

６年度、来年４月から５歳児の混合クラ

スを実施したいと考えております。

　このためには、それぞれ幼稚園、保育

所の職員が中心となりまして、事前準備

をする必要がございます。本年７月には

現在の５歳児を対象に、登園から給食を

食べる、そして保育所の子どもがお昼寝

に入るまでの間、幼稚園、保育所の区別

なく二つのグループに分けまして、二つ

のクラスに分けて保育、教育を行ったと

ころでございます。

　実施内容ですが、旧来の保育所、幼稚

園の子ども同士で集まるといった傾向も

当初あったようでございます。また、通

常のクラスと違うところに子どもたちが

入るということで、荷物の置き場であっ

たり、とまどいもあったということでご

ざいますけれども、幼稚園の先生、保育

所の先生区別なく、身近な先生にいろん

なことを相談するとか、声をかける、一

緒に遊ぶといったこともあり、最初は緊

張していた子どもたちも次第になれてき

たということでございました。
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　今後は、現在の４歳児の子どもを中心

に、グループ保育を今年度後半実施して

いく中で、来年５歳児になられたときの

混合クラスにつなげていきたいと考えて

おります。

　それと、保育所、幼稚園の保護者の方、

さまざまな事情でこども園に預けていた

だいておりますけれども、やはりそういっ

た保護者の方のご意見を、保育とか教育

内容に取り入れることが大事だと思って

おります。つながり会議等でご意見はい

ただいておりますけれども、その中で出

たご意見として、今年度９月から保護者

の方の先生体験というのも実施しており

ます。これは保護者の方に、各クラス１

日お一人でございますけれども、実際に

子どもと登園していただいて、先生の保

育の補助、例えば絵本を読むとか、給食

の配膳を手伝っていただくとか、給食を

食べていただくとか、といった体験も保

護者の方にしていただいております。そ

の中で出された保護者の方々からの、保

育所、幼稚園保護者の立場でのご意見を、

べふこども園の職員でつくっております

混合クラス検討会議の中でも議論して、

いい混合クラスにつなげていきたいと考

えておりますし、また引き続きつながり

会議の中でもさまざまなご意見を頂戴し

たいと考えております。

　それと、２点目の保育所の耐震化の件

でございますけれども、市全体の耐震化

計画の中では、やはり避難所を優先する

といった考え方もございまして、実施設

計等具体化には至ってないのが現状でご

ざいます。委員おっしゃいますように、

保育所というのは、小さな子どもが月曜

日から土曜日まで生活をする場として過

ごす場でございます。先ほども申しまし

たけれども、防災マニュアルに記載して

おります地震に対する予防、また地震が

起こったときの対応、こういったことを

きっちりできるように、毎月１回消火訓

練であったり、避難訓練というのを実施

しております。こういったことを通して、

職員間の防災意識を高め、そして情報共

有等も含めて、防災対策を進めてまいり

たいと思っております。よろしくお願い

します。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問についてご答弁申し上げます。

　まず１点目、保育所の地域性の問題、

それから低年齢児の問題についてでござ

います。

　１回目もご答弁申し上げましたように、

南千里丘におきまして、新しい保育所の

創設を考えております。これは地域性に

も勘案した中でこの場所を選定してきて

おります。また、民間保育所に対しまし

て定員増をお願いしてきておりまして、

平成２６年度に向けてご検討いただいて

いるところでございます。

　それと、先の一般質問でもご答弁させ

てもらいましたように、国においては新

しい制度の中で、主に低年齢児を対象と

したサービス、小規模保育などの地域型

保育給付をつくって対応していくという

ことになっておりますけれども、３歳児

以上の受け入れ態勢がなければ、全年齢

を通じた保育の提供ができないというの

もまた事実でございますので、総合的な

対応を研究してまいりたいというふうに

思っております。

　２点目につきましては、貸付制度の高

等学校無償化の見直しとの関係について

でございますけれども、今回議論されて

いる内容につきましては、かなり高い水

準の収入のある方を対象外とするという

内容であるというふうに認識しておりま

す。したがいまして、貸付制度廃止の時
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点での趣旨は何ら失われていないという

ふうに考えております。

　国においては、そのほか返済不要な奨

学金制度の支給というのも考えていると

報道されておりまして、低所得者の方の

後年度の負担を考えたときに、貸付制度

というのが本当に一番よい制度かどうか

は議論のあるところではないかというふ

うに考えています。

　市として本当に支援するべき対象者が

どのような方で、またどのような方法が

最良であるのかについては、幅広い観点

から議論をすべきであるというふうに考

えているところでございます。

　３点目、就学援助について、他市の状

況を十分研究してきているかとのご質問

でございますけれども、以前、委員会の

場で他市の状況、支給の時期についてご

説明させていただきましたけれども、そ

の後、大きく変動はないというふうに把

握しております。

　北摂におきましては、北摂学務課長会

を開催してきておりまして、その中でさ

まざまな情報交換をしてまいっておりま

す。支給時期を初めとして、そのほかど

のような工夫をされているのか、各市の

状況をお聞きしておりますし、また要綱

や規則など、実務的なレベルでの情報交

換もしてまいっております。支給時期だ

けの問題でなく、さまざまな他市のよい

部分を取り入れて、今後も研究をしてま

いりたいと思っております。

　４番目、学童保育についての支援を必

要とする児童の居場所のことでございま

す。４年生以上の受け入れについてとい

うことでございましたけれども、これに

つきましては、平成２４年度から新しく

障害児の施策の中でサービスが創設され

まして、放課後等デイサービスというも

のができております。この中で、一定支

援が必要な子どもの居場所づくりという

ことで新しい体系をつくられておりまし

て、本市内におきましては、現時点では

７か所のサービス事業所があるというふ

うに聞き及んでおります。

　子どもたちが本当に必要な支援の内容

を考えた場合に、学童保育で対応するの

が一番よいのかどうかというのは議論の

あるところではないかというふうに思い

ます。ほかの障害サービス等も勘案する

中で、今後どのようなサービス体系が本

市にとって一番よいのかを研究してまい

りたいというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　総務課に係りますご質

問にお答えさせていただきます。

　まず、アレルギーの給食の除去食の対

応についてでございます。現在、栄養士、

ご質問の中にありましたように、６名の

栄養教諭をもってアレルギー対応してお

ります。献立等につきましては、事務局

の栄養士も加え、７名で行っておるとこ

ろでございますけれども、各学校でのア

レルギー児、一人一人の対応につきまし

ては、その栄養士が複数校の児童を持っ

てチェックを行っているということでご

ざいます。

　ただ、一番緊張されるということで聞

いておりますのが、やはり新１年生が入

られたときに、これは保護者の方とも十

分綿密なお話をして、初めての学校給食

となりますので、綿密な打ち合わせをさ

れ、またアレルゲンのあります献立表の

やりとりを保護者の方とじっくり行って、

事故のないようにしておるところでござ

います。

　なお、継続といいますか、学年が上がっ

て、新学年に上がられる方々につきまし

ても、もちろん二重、三重のチェックも

行っておるところでございますけれども、
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これにつきましても養護教諭、また担任、

そして給食調理員とも、委託校につきま

しては責任者とも綿密に打ち合わせをし

て、除去食の対応を行っておるところで

ございます。

　今後、一人一人アレルギー食の管理が

できるかどうか、そういったソフトの導

入なども含めて、栄養教諭の負担軽減も

考えていきたいというふうに、そのよう

に考えております。

　続いて、給食の委託の検証でございま

すけれども、日程につきましては、一定

委員の中には保護者の方もおられます。

また、我々職員等も学校の教諭も入って

いただいております。そして、委託され

ております学校のほうの行事の関係もご

ざいまして、その日程調整をいろいろと

調整して、できるだけ多くの方々のご参

加をいただくようにしておるところでご

ざいます。

　今後、この１１月に味舌小学校のほう

で委託検証会議を予定しておりますが、

今までは全員がそろって一定決まった時

間から検証を行っておりましたが、今回

から栄養教諭等が先に、いつもの時間よ

りも早めに出向き、下処理から検証をす

るよう時間を早めて検証を進めていきた

いと、幅広く業務の内容を検証していき

たいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。

　続いて、直営の給食をしております学

校の栄養士がいない学校ということでご

ざいますけれども、一定、今現在、給食

調理員として配置しております職員につ

きましては、おおむね１０年以上のほぼ

ベテランでございます。いろいろと各校

間の異動等はございますけれども、非常

勤の職員も含めて、複数の調理員がチー

ムワークよく調理を行っており、学校長

の検食を経て、児童に提供しておるとい

うところでございます。

　モチベーション、これにつきましても、

先の補正予算の委員会でもございました。

同じ答弁になって、繰り返しになって申

しわけございませんが、委託検証会議で

も給食調理員が民間の委託校にも参って

おります。良いところも自ら取り入れ、

調理業務に当たるようしておりますこと

から、モチベーションの低下にはつなが

らないというふうには考えております。

　続いて、劣化の件でございます。外壁

等の剥離の事案を受けた後、学校のでき

ることとなりますけれども、これは目視

ということでございますけれども、建築

課から研修で教わりましたチェックシー

トも十分活用しながら、学校の管理職や

校務員等が危険な箇所がないか、これは

日々に点検を行ってもらっているところ

でございます。万が一危険と思われる箇

所がございましたら、直ちに我々事務局

のほうに連絡をいただいて、担当を向か

わせ、確認を行って、緊急の修理が必要

な場合については、直ちに業者に依頼を

し、修理を行うように行っておるところ

でございます。

　また、梅雨時期の前でありますとか、

先日からもございました台風前には、学

校の屋上等清掃、またひび割れ等がない

か、それも確認するよう、その都度通知

を行っておるところでございます。そう

いったことから、日常的には学校のほう

の職員で点検をしていただいているとい

うことでございますので、よろしくお願

いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　野本課長代理。

○野本学校教育課長代理　教員の配置に

つきましてご答弁申し上げます。定数内

講師の比率が依然高い状況にあることに

つきましては、教諭等で充足できるよう、

府教委に対し新規採用者の配当を強く求
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めるとともに、他地区等からの異動希望

者を積極的に受け入れているところでご

ざいます。

　また、講師等の未配置の状況につきま

しては、学校に対しまして非常に大きな

負担をかけることから、その状況が発生

しないようにこれまでも努めてきたとこ

ろです。

　これまでの府教委や他市町村教委との

連携に加え、最近では大学との連携強化、

また大阪府で過去に任用された講師の数

年分の掘り起こしを進めるなど、さらな

る工夫改善に努めております。今後も未

配置の解消に向け、最大限の努力を行っ

てまいります。

　次に、経験の浅い教職員を支える教職

員の関係づくりにつきましては、ここ１

０年近く初任者等が多く採用されてきた

ことから、同じ学校に年齢の近い教職員

が多く配置されているため、初任者等が

アドバイスを求めやすい状況が生まれ、

また自然と先輩として助言や見守りを行

うような風土が生まれております。同じ

立場にある少し上の先輩の存在というの

は非常に大きいと学校からは聞いており

ます。

　また、同時に市教委としましては、各

校のスクールリーダーの育成を行ってお

り、摂津スクール広場では次世代のスクー

ルリーダーを集めて、経験の浅い教職員

に対するコーチングの方法等を含めた指

導・助言のあり方について、研修を行っ

ております。今後ともさまざまな視点か

ら、経験の浅い教職員のサポートや育成

に努めてまいります。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　中学校部活動振興

相談員がどのように部活動の運営等にア

ドバイス等をしているかということで、

ご答弁させていただきます。

　部活動振興相談員が学校を回る中で、

教員の相談窓口といいましょうか、委員

がおっしゃっていただきましたように、

専門でない部活動を指導するということ

もございますので、生徒へのクラブ運営

のあり方等の相談をするような運びにし

ております。

　また、次の希望の部活動がないという

ことで、そういったところでどのように

考えているかということでございますが、

部活動振興相談員のほうが学校現場を回

ることで、どのようなニーズがあるか、

今、現状のクラブ運営のあり方などを実

際に見て、合同部活動の方式であるとか、

拠点校活動方式などの運営のあり方につ

いて検討をしているところでございます。

　合同部活動方式につきましては、条件

が緩和されておりますことを各校のほう

に伝えておりますこと、拠点校活動方式

につきましては、現在、大阪府の中体連

のほうでルールを作成中であるというこ

とでございます。これからも保護者や地

域の皆様の希望を集約し、よりよいクラ

ブ運営、部活動の運営に努めてまいりた

いと思っております。

○嶋野浩一朗委員長　続いて、谷田課長。

○谷田児童相談課長　道徳教育、それか

らいじめとの関係につきまして、ご答弁

をさせていただきます。

　本年度実施されました全国学力学習状

況調査におきまして、特に学習状況調査

のほうで、いじめはどんな理由があって

もいけないことだと思うということで、

本市の小学校６年生、中学校３年生の児

童・生徒が回答いたしておりますが、小

学校で９５％、それから中学校で９３％

を超える子どもたちが肯定的な回答をし

ていると。平成２４年度にもその数値の

ほうは公表して、全国並みになっておる

という状況でございます。ですから、大
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部分の子どもたちがいじめは絶対にどん

な理由があってもいけないということを

知識としては十分知っているというよう

な状況でございます。

　ただ、この子たちが昨年度、小学校５

年生、中学校２年生の段階で、小学校で

は５件、中学校では３件、いじめのほう

が認知されております。ですから、ゼロ

にはなっていない。知識としてはわかっ

ているけども、実際にはいじめという形

の事象が発生しているというのも実際で

ございます。

　そのための考え方としまして、子ども

たち一人一人に人の痛みがわかる豊かな

感性を育てていくとともに、いじめの行

為を絶対に許さないという学級づくり、

あるいは学年集団づくりというのは非常

に大切でありますが、これは知識だけで

はやっぱり育つものではないというふう

に考えております。

　先ほど答弁の中でも触れさせていただ

きましたが、子どもたちがいじめの被害

者、加害者にならないよう、暴力に頼ら

ない、問題解決力を高めるためのプログ

ラムというもの等々につきましては、そ

ういった感性を育てたり、学年集団づく

りをつくっていくために必要であります

し、授業だけではない、学校の全ての教

育活動において、そのような取り組みと

いいますか、考え方を広めていく、そう

いうような形で教員側も指導していく必

要というものが非常に重要ではないかと

いうふうに考えております。

　本年、制定されましたいじめ防止対策

推進法の第１５条におきまして、学校の

設置者及びその設置する学校は、児童等

の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う

対人交流の能力の素地を養うことがいじ

め防止に資することを踏まえ、全ての教

育活動を通じた道徳教育及び体験活動等

の充実を図らなければならないと規定も

されておりますので、このあたりの法の

趣旨も十分踏まえながら、知識だけでは

なく、やっぱりいじめはいけないんだと

いうふうな形で、子どもたちに指導がで

きるよう、また我々のほうもいろいろ支

援をしてまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　公民館とコミュニ

ティーセンターの違いについてご答弁さ

せていただきます。

　一口に公民館、コミュニティーセンター

と申しましても、各自治体によってその

定義、運営方法、目的や役割などが多様

でございますので、あくまで一般論的な

考えで述べさせていただきます。

　公民館とは、社会教育法に基づき設置

される社会教育施設でございまして、主

な事業として、公民館講座の開催、活動

されるクラブの育成など、社会教育事業

を行うものでございます。

　一方、コミュニティーセンターは地域

の住民のさまざまな活動の場として設置

されるもので、貸し館業務が中心となっ

ております。また、営利目的での利用や

館内での飲食などの制限も、公民館より

も緩やかな場合が多く、より柔軟な利用

ができる施設となっていることが多いで

す。

　また、そこで働きます職員の業務につ

きましても、貸し館中心のコミュニティー

センターはその施設を管理する業務が中

心となりますが、公民館につきましては、

社会教育事業の企画・実施などの業務が

主なものとなります。

○嶋野浩一朗委員長　２回目の答弁出た

と思いますけど、安藤委員。

○安藤薫委員　保育所でありますが、混

合クラスを今度の４月から実施していく

ということで、引き続いていろいろと保
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護者の声を聞いたり、それから先生体験

ですか、いろいろな取り組みをされなが

らやっていくということでありますので、

丁寧に進めていただきたいということと、

やっぱりそれでも新しく入ってこられる

親御さんや子どもにとってみると、やっ

ぱり全然生活環境が違う、ただでさえ生

活環境が違うところに集団の中に入って

くるという問題はあるかと思うんですけ

れども、生活スタイルの違う保護者を、

自分の保護者が来てくれる時間帯も変わっ

たりするという点、それから保護者も自

信を持って子育てしている保護者という

のはやっぱり少ないと思いますし、そう

いう人たちをフォローしながら、丁寧な

対応をとっていただきたいということは

申し上げておきたいと、要望しておきた

いと思います。

　それから、待機児の問題ですが、今度

南千里丘のモデルルーム跡が、いえば待

機児の非常に集中している地域で、そこ

に９０名ということがありますから、一

定、その待機児童を減らす効果というか、

役割は十分果たせるものなのかなという

ふうに思います。

　同時に、民間の保育所の定員を見ると、

全体で何十名、９０名とか３０名とか４

０名ということになっていて、公立の保

育所ですと、０歳児何名、１歳児何名と

いうことで、年齢ごとにつくられている

んですよね。民間の保育所の定員のつく

り方を、私はちょっと勉強不足でわから

ないんですが、高年齢の人たちをできた

ら多くとりたいのではないかとか、それ

から低年齢の人たちがいっぱい入って、

いっぱい待機児がいるから、要望も多い

ので、そういう人たちを受け入れること

によって、保育基準で保育士の人数がふ

えていきますから、おのずと３歳、４歳、

５歳のほうも待機児が今波及していって

いく可能性もあるんじゃないかというこ

とを、ちょっと想像の話で大変恐縮なん

ですけども、持ったりしていて、やはり

０歳、１歳、２歳の低年齢をまず受け入

れをするような努力というか、工夫とい

うのをすることは、これは重要なんでは

ないかなというふうに思うんですが、そ

の点だけもう一度確認をしたいと思いま

す。見解をお伺いします。

　それから、高校の奨学金の制度であり

ますが、国のほうの所得制限が設けられ

る、初めの所得制限は非常に高いところ

に設定されていますから、おっしゃるよ

うに、本当に非常に高額の方だけを対象

から外していくということになっている

のかもしれませんが、今後、どのような

傾向になるのかわからないというような

こともあると思います。

　昨年ですけども、日本の政府が今まで

保留していた高等教育の無償化、随時無

償化をしていくという、国連の人権規約

を今まで留保していたものを、ついにい

よいよ留保を撤回しました。国際的に高

等教育を随時無償にしていくんだという

ことが国際公約になっているのは大きな

流れだと思います。

　今、政権交代のもとで、それが少し後

退している面もありますが、大きな流れ、

世界的な流れというのが高等教育無償化

の流れの中にある中で、国際的な話を摂

津市に持ってきて、さあやれというよう

なことにはならないというのも十分理解

をしておりますが、やはり高等教育、高

校、専門学校、また大学等へ進む中で、

経済的な問題ではなくて、意欲のある人、

能力のある人に高等教育に進んでもらう

ということは、やはり国といいますか、

非常によく人材という言葉が使われます

ので、人材という言葉を使うのであれば、

人材を育てていくということも非常に大
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きな社会的な責任だというふうに思いま

す。その点は私の意見を述べておきたい

と思いますし、給付型の奨学金制度につ

いても、さらにまた充実についても検討

していただけたらなということは要望し

ておきたいと思います。

　それと、就学援助金については、支給

期日の前倒しについては引き続いてまた

努力をしていただきたいですし、近隣各

市の市民にとってプラスになるような改

善をぜひ工夫してやっていただきたいな

と思います。

　支給費目についても、生徒会費、ＰＴ

Ａ会費だけでなく、クラブ活動費もこれ

に入れることも可能だと思いますし、そ

れぞれの地域性や要望事項もかかわって

くる問題だと思います。より困っている

ところにより重点的にというのであれば、

そういったところもしっかりと検討やア

ンテナを張っていただいて、努力をして

いただきたいと要望しておきたいという

ふうに思います。また、支給期日も早め

ていただけるような努力をお願いしたい

と思います。

　生活保護基準が下がることによって、

就学援助金の認定基準、この間は直接に

は連動しないというお話でありましたが、

基本的な計算方法の中には生活保護基準

１類、２類は入っておりますので、それ

が下がったからといって下げるというふ

うなことにならないように、既に２年続

けて下がっております。６０万円以上認

定基準が下がっておりますので、その点

を理解していただいた上で認定基準を下

げないことも要望しておきたいと思いま

す。

　それから、給食です。栄養教諭のこと

について、やはり少なくとも１校１人と

いう配置にこしたことはないと思うし、

安全やそれから調理の内容等責任を負っ

ていくという点では、それが重要なこと

ではないかなというふうに思います。そ

の点は要望、私の意見を申し上げておき

たいと思います。

　それから、民間委託のチェックであり

ます。どこの民間会社も悪いとかいうの

ではなくて、やはりしっかりと仕事をし

ていただいて、子どもたちに喜んでもら

う、安全でおいしい給食を提供してもら

うということが何よりだというふうに思

います。ただ、私はこの間、何度も言っ

てきましたが、学校給食と利益を追求す

ることが一番の目的である民間企業は相

入れない、どうしても相入れない分野は

あると思います。

　経費の削減をして、次への生産のため

に拡大していく、資本を拡大していかな

ければならない、給料を払わなければい

けないということは民間企業の宿命であ

ります。これだけ売り上げが伸びない中

で削るという、特に調理というような仕

事は労働集約型、人件費がほとんどにな

りますから人件費が削られていくとなっ

た場合に、きちんとこちら側が、市の側

が要求している、非常に一般の食堂に比

べたら非常に細かい指示事項があると思

うものがおざなりになる可能性も避けら

れないことであります。

　だからこそ、私は民間委託は拡大でな

く縮小方向にと申し上げておりますが、

少なくとも今３校でやっておられるので

あれば、そのチェックはしっかりやって

ほしいし、市の栄養士や教育委員会の指

導がきちんと徹底されるようなチェック

をやっていただくことを求めておきたい

というふうに思います。給食は意見を申

し上げておきます。また、チェックした

中身についても、またお知らせをしてい

ただけたらと思います。よろしくお願い

します。
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　それから、耐震と劣化のことについて

であります。保育所のほうはやっぱり強

度が少ない状況を置いておくというのは、

やっぱり私は問題があると思うんですね。

もちろん避難所も優先されるべきことは

あると思います。学校であれば幾つか校

舎があります。逃げる口も大きいところ

があるとは思うんですけども、保育所の

場合、非常に小さい施設ですので、そう

いう点は緊急的にも、ここの部屋は大丈

夫とか、部分的な補強ですとか、出口は

きっちりと確保する、補強するとかいう

ちょっと工夫をして、耐震補強が長期に

わたるということであれば、そういった

ことも含めて検討をしていただく必要が

あるんじゃないかなと思いますので、そ

の点はお願いしておきたい。また、改め

てお聞きしたいと、今後お聞きしていき

たいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

　それから、劣化の問題で、私は施設管

理者が一義的にはその施設をチェックす

る責任があるということを、この間、何

度もご答弁をいただいてきたのでこのよ

うに質問をしていますが、目視でという

ても、例えばある学校で見回していても

素人が目視で見てもわかることとわから

ないことが当然あると思いますし、それ

から、忙しい業務の中で日々そういった

点検までやれるのか、そしてそれが第一

義的な責任まで負われてしまうのかとい

うことも非常に疑問なんです。

　日常的な点検がどのぐらいが日常的な

点検なのか、チェックシートを使って、

やっぱりきちんとやるんであればやって

いただきたいんですけども、それが現段

階できちんと機能しているのか、やって

おられてそれで大丈夫だなということな

のか、それともとてもそこまで手が回ら

ないんだと、それでもやらなきゃいけな

いということなのか、そこはきちんと把

握していただきたいと思うんです。

　やっぱりできないものをできるという

ことでやって何か起きたときというのが

一番問題が大きいのかなと思いますし、

本当にそんなチェックシートで、日々子

どもたちと向き合って格闘し、学校の授

業改善に頑張っていただき、放課後いろ

んな対応をされておられながら、校舎を

チェックしながらチェックできるのか、

その点はもうちょっと把握をしていただ

いた上で、先ほども特殊建築検査の年だ

とおっしゃってました。それだけで、あ

れは２年か何年かに１回のことですから

難しいかもしれませんが、そういった機

会を通して、これでチェックしますとい

うようなことであれば、それでルール化

をしていただきたいと思いますので、ちょっ

とその辺の把握を、きちんとほんまにで

きているのかどうか、やってますか、やっ

てますという返事を受けて、落ちたのが

この間の目視しましたと言った後に落ち

たことがありましたので、それはそのチェッ

クした人を、じゃあ全面的に責められる

かというと、私はなかなかそうはならな

いのかなと思ったり、個人的には思った

りしていますので、チェックについては、

起きることは起きるわけですから、ただ

起きることを未然に防ぐための最善は何

かということが今の段階で、今のルール

が本当に機能できるものかどうかという

のをしっかりと把握をしていただいた上

で、改善が必要ならば改善を図っていた

だきたいと思いますので、その点はまた

このぐらいにしておきますので、また今

後ご報告をいただけたらありがたいなと

思います。

　学童保育につきましては、４年生進級

児の障害のある子どもたちの受け入れ先

ということで、放課後等デイサービスで
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今現在はそこで受け入れができていると

いうようなことなのかなというふうに思

います。ただ、学童で引き続き生活の場

を持つのか、そういう放課後等デイサー

ビスを選択するのかというのは、やっぱ

り子どもであったり、保護者の問題もあ

るかと思いますので、今後ちょっと私も

研究もさせていただきながら、また選択

肢が広がるように研究をしていただけた

らと思いますので、お願いします。

　公民館は、コミュニティーセンターと

公民館の違いについて、一般論としてお

話をいただきました。少なくとも社会教

育という点で、公民館の職員は市の職員

であり、市が設置をし、社会教育を普及

していくという役割を持っているという

ことでいえば、コミュニティーセンター

とは違う大事な役割を持っているという

ことだというふうに認識をいたしました。

　今後の別府公民館も含めて、今ある公

民館もどこも登録クラブもふえてますし、

講座の回数も非常に何個もやられており

ますし、何よりも地域の人たちがコミュ

ニティーの場として、同時に社会教育を

通じて地域の方々の輪を広げているとい

う役割を果たしているということからも、

公民館としての機能を高めつつ、今後も

努力していただきたいと要望しておきた

いと思います。

○嶋野浩一朗委員長　学校教育の中の新

採用教諭のフォロー体制であるとか、部

活動の先生の話、いじめの話を先ほど２

回目にされておられました。

○安藤薫委員　そうですね。ありがとう

ございます。

　配置の状況をお聞かせいただき、また

部活動振興相談員のお話等、ご説明をい

ただきました。部活動だけが学校の行事

でもないと思いますし、ただ同時にやっ

ぱり子どもたちが将来やりたいスポーツ、

自主的に進めてやっていきたいというも

のについて、何とかこたえていこうとい

うことも大事なことではないかなと思い

ますので、部活動の振興に現在の安全教

育や体罰防止への援助とともに、新しい

部活動の可能性を今後とも図っていただ

くように要望しておきたいと思います。

　それから、いろいろお話をお伺いして

いると、若い先生が病気で休んでおられ

るというケースを複数件お聞きしていま

す。本当に深刻な状況なんだろうなとい

うふうに思いますので、これは正規採用

そのものがふえないとなかなか抜本的に

は解決できないんですが、市独自ででも

採用して、穴をあけないという、穴があ

くというのは一番よくないんですよね。

そういうことはできないものか。今まで

いろいろな財源を引っ張ってきていただ

いてやっていただいてることはもちろん

評価しておりますが、それでもなお今こ

ういう状況があるわけですよね。

　もちろん学校の中で、例えば大きな学

校で先生たちのやりくりで何とかかんと

かカバーできる学校と、小規模校であれ

ば、恐らくカバーするにも限界が出てく

るんじゃないかなと思うんですよね。そ

ういうときに何もできないでこのまま１

年たってしまうわけですよね。よくいろ

んな方がおっしゃいますが、子どもの中

学校の３年間はもうこの３年間しかあり

ません。３年生の１年間はこの１年しか

ありませんし、１日１日、やっぱり先生

も大切にしていらっしゃると思いますし、

子どももやっぱり大切な１日１日だと思

うんですけど、代替教員が入らず、２週

間以上あいてしまうケースが複数あると

いうような状況を、ちょっと教育長のほ

うから少しお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

　あわせていじめの問題も、先ほどもご
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説明いただきました。もちろんこれが特

効薬だというものはないというふうに私

も思いますし、トータルでどう子どもた

ちと接していくのかというふうに思うん

ですけれども、その点についても少しお

考えをお聞かせいただけたらと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは答弁を求

めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、民間

保育所における年齢による受け入れ人数

の違いについてのご質問にご答弁申し上

げます。

　委員もご承知のとおり、保育園におき

ましては面積基準、それから人員基準な

どを満たしている必要がございます。そ

の中で運営をしていただいているのが実

情でございます。それを前提といたしま

して、各年齢で受け入れをしていただい

ております。

　また、先ほどご質問の中で、高い年齢

の児童をできるだけたくさんとりたいの

ではないかというご趣旨ではなかったか

と思いますけれども、ただ保育単価で申

しますと、年齢が低いほど保育単価が高

いという実情ではございます。

　そういった中で、各保育園につきまし

ては、基準の中でできるだけ現在の待機

児童をカバーしていただくような形で市

と各保育園と協議をした中で、受け入れ

をしていただいている状況でございます。

　今後も基準を守っていただく中で、各

園面積、それから人員の中でできるだけ

たくさんの児童を受け入れていただける

よう協議してまいりたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、代替教

諭の問題といじめの問題につきまして、

箸尾谷教育長、お願いいたします。

○箸尾谷教育長　今おっしゃっていただ

きましたように、各学校現場で教員の休

職等で必要な先生がいないという現状が

あって、それぞれ残られた先生方で一生

懸命ご努力いただいているという実態が

あることは私も十分承知しております。

　そういうことで、私のほうとしまして

は、事前にそういう休職される可能性が

できたときには、直ちに新しい講師を探

すようにということで、先ほど課長代理

からもありましたけども、今までの方策

以外にも、大学のほうへお話をさせてい

ただいて、例えば、今回、府の採用試験

の結果が１０月末に出ました。今回採用

試験を通らなかった方は何人かいらっしゃ

いますので、そういう方については講師

として来年度、４月から来ていただける

ように、面接等をさせていただく等、準

備も進めたりしております。

　ただ、市単独での採用というのをおっ

しゃいましたけど、やはり年間８００万

から１，０００万円、人件費がかかると

いうふうに考えておりますし、本当に正

式に採用しましたら、結局ずっと退職ま

で市として採用しなければいけませんか

ら、そう簡単にできることではないかな

と。

　府のほうにもいろいろ要望しておりま

すけれども、私、府におりました関係で、

私は教職のほうはかかわったことはない

んですけども、教職の担当者から聞きま

すと、やはり教員への希望者がだんだん

減ってきて、採用試験の倍率がだんだん

下がってきているという状況の中で、こ

のままで例えば採用者をふやすというこ

とは、教員の質の問題にもかかわってく

るというようなことも言われております。

　そういうことで、なかなか根深いもの

がありますけれども、先日、これは私新

聞報道でしか見たことはないんですが、

大学の２回生とか、３回生の学生を対象

に試験をして、それを合格した学生には

－42－



１年後、２年後の１次試験を免除すると

いうような案も考えているみたいです。

これは恐らく、特に今中学校なんかで教

科の問題で、理科系の教員が非常に足ら

ない。やっぱり理科系の教員というのは

４回生のころに、理科系の学生は４回生

にいろいろ自分の実験等がありまして、

なかなか採用試験に注力できないという

ようなことがあって、そういう方々が４

回生で実習に入る前に事前にそういう試

験を実施するみたいなことも考えておる

ようです。こういう結果がどうなるかちょっ

とわかりませんけども、そういうことで

府教委としてもいろいろ苦肉の策ではあ

るでしょうけれども、新しい方々を採用

するためにいろんな手だてをとっていた

だいておりますので、市の教育委員会と

しまして、私どもとしましては、やっぱ

り先生方がどんな場面でしんどい思いを

されているのか。例えば生徒指導面での

しんどさがやっぱり休職につながってい

る可能性があるんであれば、そっちのほ

うのフォローを、先日も言わせていただ

いた、例えば弁護士を派遣したりとか、

いろんなサポーターを派遣する形でフォ

ローする中で、できるだけ若手の先生、

力のある先生に続けて勤めていただける

ような、そんな学校の支援をしていきた

いなというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　あといじめの問題

についてもお答えいただけますか。

○箸尾谷教育長　いじめは本会議でも答

弁させていただきましたように、やっぱ

りなかなかこれは難しい問題ではありま

す。と申しますのは、私昨年、大阪府の

生徒会サミットというのがあります。各

市町村の中学校の生徒会の執行部の代表

を集めて、府議会の議場を使ってサミッ

トをしたんですけれども、そこのテーマ

がいじめについてでございました。

　その府議会の議場へ入る前に、ちょっ

と会議室でみんなグループに分かれて、

どうしたらいじめはなくせるかというよ

うな討論をしておられて、私はそれを横

でずっと順番に聞いてたんですけど、

「いじめはなくせない。」というグルー

プが結構最初は多かったんです。その理

由を聞いてましたら、いじめてる子とい

うのは、自分がいじめてると認識してな

い場合が多いと。ですから、先日本会議

でも申しましたけど、いじめというのは

本人がいじめられてると思ったらいじめ

なんですよね。いじめてる側が、初めは

いじめと認識しているかどうか、実は怪

しい。ちょっとした言葉がいじめられて

る側の子どもにとったらいじめられてる

というふうに思ってしまって、それがきっ

かけはそこなんですけど、だんだんそれ

が周りの観衆であるとか、傍観者みたい

な別のそれに直接かかわってない子の集

団が、そのいじめを継続、拡大していく

というようなこともあります。やっぱり

そういう意味では単純に教員がいじめは

だめなんだよというふうに言っても、先

ほどの答弁もありましたけど、９０％以

上の子がいじめはあかんのはわかってる

んです。わかってるんだけど、これがな

かなか直らないというか、なくならない

というとこら辺は、やっぱりそういう難

しさみたいなのがあるんだろうなと。自

分がやっていることがまさかいじめだと

は思ってなかったみたいなことが実はあ

るんかなというふうに思います。

　そういう意味で、やっぱり本会議でも

言わせていただいたように、子どもたち

自身がもっと人の思いを感じ取れるよう

な、そういう心を育てる必要性もあるで

しょうし、また、教員が言うんじゃなく

て、子ども同士の中でやっぱりいじめと

いうものについて真剣に考えて、子ども
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らの行動としていじめをなくしていく行

動みたいなのを教員がうまくリードして、

子どもの動きとしてつくっていく必要が

あるのかなというふうに感じています。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、ほかに

質問のある方。

　東委員。

○東久美子委員　それでは、３件につい

て質問をさせていただきます。

　まず最初に、決算について、全般的な

考え方になるかとは思いますが、予算を

組まれるときに学校現場、それから子ど

もの実態をよく見て、その上で組み立て

られたと思うんです。学校、子どもたち

の課題についてどういうふうに捉えられ

て組まれたものかということを改めて教

えてください。

　初めに市長のほうが、決算は予算につ

ながるとご挨拶されたと思うんですが、

その辺も含めて、ちょっと戻ってしまう

んですが、予算のときのことでお伺いし

たいです。

　決算についてなんですが、安心できる

学校の居場所づくり推進委託料の件なん

ですが、これは年度の途中から入った制

度かと思っております。教育相談員が配

置されていない学校に配置されたものだ

と思っておりますが、これは学校現場の

実態を把握される中で必要なものとして

年度の途中から設置されたのかなと思っ

ておりますが、年度途中からというとこ

ろの説明をお願いいたします。

　これは本当に目に見える支出だと思っ

ておりますので、学校現場にとっては大

変生活指導上の課題をどこの学校も持っ

ておりますので、とても有効な課題に沿っ

た決算になったんではないかと思ってい

ます。この点については、もしこれ以外

に目に見える予算として、こういう取り

組みも効果がありましたということがご

ざいましたら、それもお願いいたします。

　２点目です。これも課題の学力向上の

取り組みになるかと思いますが、平成２

３年度は受験料負担金で２３万１，００

０円支出されていたものが、平成２４年

度は英語能力判定テスト受験料負担金６

９万２，０００円になっているのかと思

います。これはちょっと名前というんで

すか、違いますけれども、同じものかと

思いますので、約３倍近いですかね、に

なっていますので、この内容について。

これは中学校の授業だったと思いますが、

内容について詳しく教えていただきたい

です。

　この取り組みをされた内容と、それか

ら成果について、テストですから、テス

トを受けられた結果になるかとは思いま

すが、これについてお答え願いたいです。

　３点目ですけれども、保健衛生にかか

わっての質問をさせていただきます。乳

幼児と医療助成制度の拡充を要望してお

りますので、今、医療は治療ではなく予

防ということは、もう言われて久しいか

と思いますので、そのことにもかかわる

かなと思っております。学校には校医が

おられて、保育所、幼稚園、小・中学校

では定期的な検査や、それから校医の健

診、歯科、それから耳鼻科の方と、それ

から眼科の方が来られて、子どもたちに

健診してくださっていることで、子ども

にも自分の健康について考える機会にも

なっていると思います。

　実態としてなんですが、歯科の先生な

んかは本当に丁寧に、１回ではなく、歯

ブラシの使い方も含めて本当に丁寧な指

導をされて、また個別にかかわってくだ

さっているみたいな例もございますので、

このことは本当に子どもたちが自分の健

康に関心を持ち、よいことだと思ってい

ます。
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　また、そういうふうな意味で、子ども

の心や体のことについては見えているん

ですが、一方、薬剤師の方も学校に来て

くださっていると思います。薬剤師の方

の摂津市全体の人数、学校に来られてい

る方の人数と実績。実績というのは薬剤

師の方はプールの水質検査や子どもたち

が勉強している教室の照度検査ですね、

そういうふうなこととかをされていると

思うんですが、その辺の内容をもう少し

詳しく教えていただきたいこと。

　このことで子どもたちが環境に対して

関心を持って考えていけるのではないか

なと思いますので、薬剤師の方も学校に

来られていますので、そのあたりのこと

について実績、それから人数。

　それと、もう一点は、環境の検査が行

われているわけですが、課題があったと

いうふうな事例がございますか。あれば

それについても教えてくださいというこ

とで、よろしくお願いします。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。まず、その予算組み

のことについては、誰からお願いしましょ

うかね。あくまで学校の現場の子どもた

ちの状況を見てというお話があったわけ

なんですけれども、最後に登阪部長でお

願いいたします。それ以外のところを順

次お願いできますでしょうか。

　それでは、年度途中からのことについ

て、岡部課長お願いします。

○岡部学校教育課長　安心できる学校の

居場所づくり推進事業についてご答弁申

し上げます。

　こちらは児童相談課のほうが配置して

おります家庭教育相談員が中学校区単位

の配置でございますので、家庭教育相談

員がいない小学校、中学校に派遣する形

として、大阪府の緊急雇用創出基金事業

を活用して配置させていただいたもので

ございます。

　内容としましては、家庭教育相談員と

同様、小学校においては教職員とともに

見守りを行って、行き渋り等を行ってい

る児童に対しての登校支援、また中学校

においては、教職員とともに見守り等を

行いまして、怠学傾向にある生徒への登

校支援を行っております。

　小・中学校共通して行いましたことで

は、家庭訪問等でお伺いした保護者等に

対して、教員とは違った立場での相談や

アドバイスなどの支援を行ったり、集団

生活になじめない児童・生徒へ、教員と

は違った立場での話し相手になるといっ

たこと、また校内の不登校対策会議やケー

ス会議へ参加して、その取り組み状況に

ついて関係者と情報共有を行い、よりよ

い今後の取り組みに反映させるといった

ようなところでございます。以上が安心

できる学校の居場所づくり推進事業につ

いてでございます。

　続きまして、使える英語プロジェクト

事業でございます。この内容は、義務教

育終了段階で自分の考えや意見を英語で

伝えられる生徒の育成を目指すものでご

ざいます。各大阪府の中で幾つかの実践

研究校の指定を受けており、本市では第

一中学校区がその指定を受けております。

平成２３年度から３か年の実施というこ

とになっております。

　その中で、判定テストのことでござい

ますが、平成２３年度、平成２４年度、

受験いたしました生徒数が異なっており

ますので、そういう形であらわれている

ということでございます。また、この判

定テストを行った結果、さまざまな成果

が出ておるんですけれども、平成２３年

度は府の目標とする点数に達しておりま

した。平成２４年度は若干届かないとこ

ろもございましたが、比較的府の望むと
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ころに近い成果は出ております。

○嶋野浩一朗委員長　安心できる学校の

居場所づくり推進事業のほかに同じよう

な事業で効果があった取り組みはありま

すかという質問もされておられるんです

けれども、そこをお答えいただけますか。

　先に山本部長。

○山本教育総務部長　教育委員会全体の

予算組み並びに来年度に向けてどう考え

ていくかというお話かと思います。全体

的なお話として申しますので、個別等々

についてはまた別の場面でお聞きいただ

くこともできると思います。

　教育委員会事務局全体といたしまして

は、平成２３年から平成３２年を目標と

いたしました第４次総合計画がございま

す。この中のまちづくりの目標、７つの

目標を掲げております。４番目に「暮ら

しにやさしく笑顔があふれるまち」とい

うところ、５番目といたしまして、「誰

もが学び、成長できるまち」、暮らしに

やさしくという項目の中に、「誰もが安

心していきいきと暮らすことができるま

ちにします」という施策がございます。

また、誰もが学び、成長できるまちの中

に、「生涯学習を通じて心豊かなうるお

いと安らぎを感じるまちづくりにします」

という項目、「自ら学び、自ら考えるこ

とのできる子どもを育むまちにします」

という項目、「文化・スポーツを通じて

市民が元気なまちにします」という各項

目がございます。この目標に向けまして、

各課それぞれその年度年度、予算要求を

行いまして、実施する項目を決めていっ

ているという状況でございます。

　このことは、平成３２年度まで続くこ

とでございますけども、来年度に向けて

ということでございますが、来年度に向

けては市全体の予算編成方針の中に「安

心して子育てができる住み続けたいまち」

を実現していくために、平成２６年度は

「子育て環境」に重点を置いた予算編成

に取り組んでいきたいという市全体の考

え方がございます。今年度の事業成果・

結果を受けまして、また課題を反省いた

しまして、来年度はこのことに向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら学校薬剤師のご質問に関してお答えさ

せていただきます。

　学校薬剤師につきましては、学校保健

安全法の定めるところによりまして、小・

中学校の全てに委嘱されております。し

たがいまして小・中学校、幼稚園あわせ

て１８校園全ての学校に薬剤師として、

薬剤師会から推薦いただいた方々に委嘱

してついていただいているところでござ

いますけれども、若干重複して、２校、

１校１園という形で持っていただいてる

先生もございますので、現在、１２名の

先生方に学校薬剤師としてついていただ

いているところでございます。

　その中で、薬剤師の方々にお願いして

おりますのは、学校保健会の中で出席い

ただいていますけれども、その中で委員

のほうからご質問があったように、プー

ルの水質の検査、そして教室の明るさ、

照度検査について行っていただいておる

ところでございます。年に１回、各学校

を回っていただきまして、実施していた

だいているところで、現在のところ改善

等の要望等があったものはございません。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、岡部課

長、再度お願いします。

○岡部学校教育課長　先ほどの安心でき

る学校の居場所づくり推進事業にかかわ

りまして、訂正をさせていただくことが

ございます。

　この事業につきましては、３月に内定
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を頂戴いたしておりまして、４月から業

者選定の準備をしておりましたが、人員

等の確保に時間がかかりましたので、６

月中・下旬から安心サポーターを配置し

たという形で行っておりましたところで

ございます。

　ほかに効果のあった取り組みはという

ことでございますけれども、ほかには学

校のほうには小学校１年生等学級補助員、

読書サポーター、それから学習サポーター

等を配置いたしまして、学校で安心して

学ぶことができる、安心できる居場所が

あるというような状態をたくさんつくれ

るように、さまざまな方を配置している

といったところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　先ほど東委員の

ほうから、特に学校教育の関係でご質問

がございました。山本部長のほうが、摂

津市教育委員会全体の視点から答弁され

ましたけれども、特に学校教育という観

点から言いますと、教育委員会ではまず

摂津市の教育推進プランというのがござ

いまして、これを教育委員会議のほうに

もかけさせていただきまして、議論して

いただいて、毎年毎年のプランを決めて

いただいております。それに基づきまし

て、また１年の終わりには教育プランの

総括を教育委員会議の中で議論をしてい

ただいております。

　そして、また１年ずれるわけでござい

ますけれども、いわゆる決算に当たりま

す教育委員会の事務事業の、事務の管理

及び執行状況の点検及び評価報告書とい

うのをつくらせていただいておりまして、

こういった内容を全て教育委員会議の中

でかけさせていただきまして、教育委員

のご意見等もいただきまして、先ほども

おっしゃっておられましたような、摂津

の子どもたちをめぐる状況の中から、今

取り組んでいる内容を改めて検証して、

来年度の予算に反映させていく、そういっ

た取り組みも行っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　答弁は出そろった

と思いますけれども、東委員。

○東久美子委員　ありがとうございます。

　子どもたちの実態に沿った支援のあり

方というんですか、それで小学校１年生

等学級補助員ですね、それと読書サポー

ター、これを継続されていることは、大

変成果があるということ、学校現場も多

分そう捉えていると思います。新たに子

どもの生活指導上の課題もありますので、

そのあたり、今まで継続したものに加え

てということも、また今後ご検討いただ

けたらと思います。これは要望です。

　それと、あと学校保健にかかわってな

んですが、薬剤師の方にはプール水質検

査と空気環境測定と、飲料水検査と、そ

れから室内空気検査、照度検査、こうい

う項目でしていただいているかと思うん

です。お答えいただいたものについては

特に課題はなかったということですので

安心しましたが、それ以外のものについ

てもやはり同じように改善の要望がなかっ

たということでしょうか。それをお答え

いただきたいと思います。

　それと、あと予算について、全体的な

お話ですがということでお答えいただい

たんですが、その都度、その都度、子どっ

もたちの環境は本当に変わっていると思

います。それは、今後また大きく変わる

だろうと思っております。この来年の３

月に退職する方が多いかと思うんですね、

定年退職という意味です。その方たちが

今まで学校文化をつくってきたし、若い

人たちに学校文化を伝えてきた。学校活

動のかなめになっていた方たちが退職さ

れると、学校には本当に４０代の方とか
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が、もうご存じだと思いますがいない。

年齢構成がピラミッド型ではないですか

ら、すこんと抜けているという。その辺

の学校文化をどう伝えていくかという課

題もありますので、本当に生きた現場に

沿った形で、計画は長く、当然のことな

んですが、計画は何年間の見通しを立て

てお立てになるのが当然なんですが、そ

の時々、学校の実態、それに沿った形で、

また現実的な取り組み、支援をしてくだ

さると思っておりますので、これも現場

に沿ったということでよろしくお願いい

たします。

　すみません、学校の現場に合ったとい

うことを繰り返し言っておりますが、学

校現場のほうの要望ですけれども、この

決算の中で学校現場の今後、次年度につ

なげる予算にかかわってもなんですが、

これがよかったから継続してほしいとか、

こういうことをまた学校のほうに支援し

てほしいとかいうふうな、そういうふう

なことはどのような形、校長からになる

のかを含めてですが、捉えておられるの

か。学校現場の要望という点でお願いい

たします。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、学校保健に

ついての２回目のご質問に答弁させてい

ただきます。

　空気の環境測定、また飲料水の検査と

いうことでございますけども、これにつ

きましては各学校、幼稚園、不作為に抽

出しました教室等について、空気環境測

定の委託をさせていただいております。

　結果、２４時間窓を閉め切った状態で

の空気の測定を行っておるところでござ

いますけれども、若干、基準値よりも高

く出てくることも確かにございます。そ

ういった改善ということで書かれており

ますのは、教室の換気、窓をあけての換

気をするようにということの委託業者か

らの指示をいただいているところでござ

います。

　なお、飲料水につきましても検査をし

ておりますけれども、今では問題ないと

いうことで報告を聞いております。

○嶋野浩一朗委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　事業の反省と

ともに、次年度に、予算編成にどう反映

していくか、あるいは学校現場の要望を

どう集約しているかというお問いにご答

弁申し上げます。

　校長のヒアリング、あるいは校長会の

役員との協議の中で、さまざまな課題に

つきましては、意見交換を年間通じて行っ

ているところでございますけれども、そ

れ以外にも各担当指導主事が研修を行っ

た際、その研修にかかわる教育内容、教

育的な取り組みについては意見集約をし

て、把握しているところでもあります。

　また、スクール広場でもさまざまな教

育課題についてディスカッションをした

り、相互学習を行っているところであり

ます。指導主事もその場に参加しており

ますので、それぞれの年代に応じた先生

方の要望といいますか、要求に対しても

把握しているところでございます。

　あと、新しい事業につきましては、校

長会、教頭会等でその事業についての趣

旨等も説明してまいります。補助金の関

係もございますので、１年限りの事業も

ございますけれども、そういったときに

各校長、教頭からその事業の趣旨を継続

するような要望等は伺っているところで

ございます。

○嶋野浩一朗委員長　東委員、よろしい

ですか。東委員。

○東久美子委員　最後に要望になるかと
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思いますが、学校に上がる前からの手厚

い、本当に保護者の方は安心して学校に

通わせたいと思っておられると思います

ので、学校に来る前の段階からも丁寧な

子育て支援を計画されてますし、出てお

りますので、今後本当によろしくお願い

しますということで、要望にかえさせて

いただきます。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午後２時５２分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　南野委員。

○南野直司委員　それでは、何点かご質

問させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

　まず１点目に、決算書の３５ページ、

温水プールの使用料ということで、７２

３万１，３２０円計上していただいてお

ります。これについては、事務報告書の

ほうにも詳細を載せていただいておりま

すけれども、ちょっと改めてこの中身に

ついてお聞かせいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、決算概要のほうに移らせて

いただきまして、１３４ページになりま

す。安全対策事業でございますけども、

青色防犯パトロール車による市内安全巡

視、それから各小学校・幼稚園に受付員

を配置、新入学児童等への防犯ブザー貸

与ということで、備考に事業の中身を書

いていただいておりますけども、ちょっ

と改めてこれも事業の中身をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、１３６ページの小中学校通

学区事業でございます。通学路の危険箇

所に交通専従員を配置等々のこの事業で

す。これも事業の中身につきましてお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、１４２ページに行きまして

小学校施設運営事業ということでありま

すけども、全小学校、それから中学校へ

普通教室にもエアコンを設置していただ

きましたけども、管理体制ですね。フィ

ルターの清掃であったり、それはどのよ

うに今、されておられるのか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、ちょっと飛びまして１４６

ページ、これは今度中学校ですね。中学

校の施設の運営事業ということでありま

すけども、各中学校のトイレの管理は、

生徒に定期的に、先生も交えながら清掃

していただいておりますけども、どのよ

うに管理されておられるのかちょっとお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、１４４ページです。小学校

理科教育等設備整備事業でございますけ

れども、これも９４万１，４３０円の決

算額ということで計上していただいてお

りますけれども、ちょっと中身について

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、１４６ページ、小学校耐震

補強等事業、中学校もそうですけれども、

先ほど来答弁ございましたけれども、ちょっ

と改めて平成２４年度の取り組み、そし

て平成２５年度計画的な耐震診断が終わっ

ているところで実施するということであ

ると思いますけども、平成２９年度には

全小・中学校耐震工事が完了するかなと

いう私自身認識がありますけども、その

辺もしあれやったら、この際お聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、１６０ページの文化財保存

継承事業についてでございますけども、

市立第６集会所、公会堂ですけども、見

学会等々持たれまして実施されましたけ

ども、この事業の中身についてちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　以上で１回目を終わります。
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○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　まず、温水プールの使用料の件からい

きましょうか。飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　それでは、

温水プールの使用料の件についてお答え

させていただきます。

　温水プールの使用料につきましては大

きく二つに分かれまして、回数券で事前

にまとめてご購入いただく場合と、窓口

でその都度ご購入いただく場合とありま

す。

　まず回数券のほうですけれども、年間

を通じて３０３万４，５００円でござい

ます。その都度ご購入いただく場合につ

きましては、その中でもさらに細分化さ

れるんですけれども、普通にご購入いた

だく大人の方の分が２１９万４，２００

円、高齢者の方が１３万８，３８０円、

それからお子様の分が３０万６，０２０

円、市内のお子様の分が６３万１，１８

０円、それから、通常の利用に超過して

追加でいただく使用料の分として、これ

は全体をまとめた分ですけれども７４万

５，８６５円、そのほかに総合型スポー

ツクラブ等割引でご利用いただいている

部分が１８万１，１７５円、それらを合

計いたしまして４１９万６，８２０円、

それと回数券を合わせた分として７２３

万１，３２０円ということになります。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、安全対策事業の青色パトロール

ということの内容でございます。青色パ

トロールにつきましては、乗車している

者、こども安全巡視員ということで雇用

させていただいております。３名の方が

非常勤の一般職として教育委員会と雇用

契約を行っており、毎日そのうちのお二

人がペアとなりまして、巡回をしていた

だいているところでございます。

　なお、巡視員になっていただく場合に

は警察の指定をいたします青色パトロー

ル乗車の講習を受けていただきまして、

その受講証をとっていただくことを前提

に引き受けていただいておるところでご

ざいます。

　なお、巡回のコースでございますが、

大きく分けて三つの考えを持ってござい

ます。まず、１点目は巡回経路として月・

水・金につきましては、小・中学校、幼

稚園を中心に巡回をしております。また、

火曜日、木曜日につきましては、それ以

外の教育委員会の公共施設を中心に回ら

せていただいており、公民館、体育館、

またスポーツセンター、それと保育所も

含めて回らせていただいてるところでご

ざいます。

　月・水・金が学校中心、火曜日と木曜

日はそれ以外の公共施設ということで、

施設に立ち寄りまして巡回する運用とい

うことでございます。

　また、２点目といたしましては、重点

経路ということで設けておりまして、施

設巡回はおおむね下校時ぐらいまででご

ざいます。下校時には日によって時間の

長短はございますけれども、月曜日には

一中校区、火曜日には二中校区というこ

とで、五中学校区を各曜日に分けてそれ

ぞれ重点的に巡回をしていただいている

ところでございます。

　対応といたしまして、もし警察が動く

ような場合、情報が入り次第、その地域

を重点的に回るような対応をしてきてい

るようにいたしておりますけれども、現

在、そういった重点、また緊急的対応と

して回っておる事案は特にはございませ

ん。

－50－



　続きまして、受付員でございます。受

付員につきましては、小学校は平成１６

年から受付室を設置しております。その

後、幼稚園のほうでも平成１８年から行っ

ているところでございます。小学校と幼

稚園で受付員として活動していただいて

おります個人ボランティアの方、現在２

４名でございます。団体として登録して

いただいている団体が３団体で、自治会、

それとまた有志によりますボランティア

団体２団体、それとシルバー人材センター

のほうにもボランティア団体ということ

でお願いをいたしまして、現在約９０名

の方々で市内の幼稚園、小学校の受付を

していただいているところでございます。

　続きまして、防犯ブザーでございます。

防犯ブザーにつきましては、通学の安全

という観点から、小学校１年生の入学時

に貸与をさせていただいております。要

綱を作成させていただいて規定しており

ます中身につきましては、基本的に年１

回、保護者に対してそのブザーが鳴るか

どうかの鳴動確認をしていただき、学校

におきましても、また配る際には学校の

ほうで使い方を児童に説明をしていただ

くというような形で運用をさせていただ

いております。

　なお、この防犯ブザーというものにつ

きましては、消耗品的な部分もございま

すので、１年がたちましたら貸与から支

給という形で、１年後には保護者の責任

において運用していただくということに

なってございます。

　続きまして、小・中学校のエアコンの

管理ということで、フィルターの清掃等

はどうなってるのかということの問いで

ございます。摂津小学校におきましては、

この夏、ＰＴＡの方々が中心になって、

フィルターの清掃もしていただいたとこ

ろでございますけれども、この同じ夏に

学校校務員が共同作業といたしまして、

小・中学校普通教室のエアコンのフィル

ターを、予備を備えておりますことから、

予備の分を取りかえて、使ってほこりが

たまっている分につきましては清掃をし

て、次回に回すという形で共同で作業を

させていただいたところでございます。

　続いて、理科振興備品でございます。

理科振興備品につきましては、昭和２９

年だったと思います。ちょっと後で確認

をさせていただきたいと思いますが、理

科等教育の中で実験をし、またそれを今

後日本の将来に役立てるという意味で、

その備品等を整備し、また理科とあわせ

まして算数の備品等も整えることによっ

て、そういった分野の向上を図るもので

ございます。

　中身につきましては、文部科学省が指

定しております一定の備品の分類がござ

いますので、それに基づいて購入をさせ

ていただいているところでございます。

　なお、小学校につきましては、１備品

１万円以上、中学校の備品につきまして

は１備品２万円以上ということでの国か

らの決まりがございまして、それに基づ

いて順次整備を進めておるところでござ

いますが、教育指導要領も変わってまい

りますので、全ての備品を整えることは

なかなか厳しいところがあるのが現状で

ございます。

　続きまして、トイレの清掃ということ

でございますけれども、特に教育委員会

のほうからトイレの清掃の指導方法につ

いて指示しているものはございません。

あくまでも学校の先生の方々のもと、生

徒に指導していただいて清掃をお願いし

ているところでございます。

　あと耐震状況の取り組みということで

ございます。平成２４年度につきまして

は、味生小学校の校舎、それと鳥飼西小
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学校の校舎、千里丘小学校の校舎、第二

中学校の校舎、それから別府小学校の体

育館、今まだ現在工事中でございますけ

ども、５校の耐震工事を進めているとこ

ろでございます。

　次年度に向けまして、現在実施設計を

進めておりますのが、摂津小学校、それ

と鳥飼小学校、第三中学校、第四中学校

の４校となっております。この分につき

ましては、新年度のほう、平成２６年度

で予算要求をさせていただいて、耐震の

工事、また劣化の工事も含めて進めさせ

ていただきたいと計画をいたしていると

ころでございます。

　あと、次の計画といたしましては、平

成２７年度の工事ということで予定いた

しておりますのが、別府小学校の残って

おります校舎の部分、それと第一中学校

の耐震ができてない２棟分、それと残り

ます第二中学校の校舎です。この分につ

いて準備を進めるよう、本年度は第２次

診断を行っておるところでございます。

　耐震につきましては、この平成２７年

度を目標にしておりますことから、平成

２７年度をもちまして小・中学校の耐震

化率１００％ということで計画を進めて

いるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　中村参事。

○中村子育て支援課参事　交通専従員の

業務内容についてお答えさせていただき

ます。

　交通専従員につきましては、通学路の

危険な箇所に配置することによりまして、

児童の登下校時におきます交通安全確保

を図るとともに、児童の交通道徳の向上

を図ることを目的として実施している事

業でございます。委託先といたしまして

は摂津市シルバー人材センターでござい

まして、市内８校、１８カ所、２６人を

配置しております。

　この業務内容でございますけども、登

下校時、午前１時間、午後２時間従事し

ていただいております。平成２４年度の

実績といたしましては、全日、あと午前

中、午後というカウントの仕方があるん

ですけど、延べで行きまして５，７１４

日、平均しますとお一人当たり２１９日

の勤務となっております。

○嶋野浩一朗委員長　では、第６集会所

について、柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、生涯学

習課に係ります文化財保存継承事業につ

きまして、ご答弁させていただきます。

　こちら文化財保存継承事業につきまし

ては、大きく２点の内容がございます。

１点目は委員ご質問のとおり、第６集会

所の修繕料となっております。こちらは

第６集会所の文化財としての今後の保存、

活用に向けまして、平成２３年度に建物

の現状把握、必要な修繕について検討す

るため、文化財基本調査を実施いたして

おります。それに基づきまして、平成２

４年度、市立第６集会所の外壁補修、漆

喰の塗りかえ、防蟻処理の修繕を実施、

また案内板の設置を行っております。こ

れらにより文化財として今後活用を図れ

る環境が整いまして、平成２５年度には

現地見学会等、イベントとしてご利用い

ただける状態になったかと考えておりま

す。

　文化財保存継承事業のもう一つの目的

といたしましては、民具・農具等の収蔵

及び展示という目的がございます。こち

らは小学校等に分散保管されていた民具・

農具、あと出土いたしました土器等の文

化財を、旧教育研究所別館を倉庫として

使用させていただきまして、そちらのほ

うに集積いたすとともに、それらを文化

財として保存・継承し、また学習資料と

して活用いたしております。
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　隣接する旧教育研究所本館、郷土資料

展示室がございまして、そちらのほうで

民具・農具、文化財の展示を行い、一例

を挙げますと、「淀川わいわいガヤガヤ

祭」でご利用いただいたり、また公民館

講座の教材として使用していただくなど、

学習活動に活用いただいております。

　なお、この旧教育研究所本館につきま

しては、平成２５年度より地域福祉活動

拠点「さわやか広場とりかい」となって

おりまして、施設自体は保健福祉部へ所

管替えしております。その中の郷土資料

展示室につきましては、継続して使用さ

せていただいておる状態でございます。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます、

ご答弁いただきまして。

　１点目の温水プールについて詳細をご

答弁いただきましたけども、例えばこの

温水プールの利用について、これは摂津

市の温水プールで、１時間以内で大人の

方が４５０円、それから小人、あるいは

高齢者の方、６５歳以上の方が２２０円

ということで、以降は３０分ごとに大人

で２２０円、それから小人、高齢者の方

で１１０円と、３０分ごとで加算されて

いくという制度でございまして、これは

何人かの方から受付員と、それから利用

者の中で過ぎてる、過ぎてないという時

間がですね、いうトラブルといったらあ

れですけども、お互い利用者の方、それ

から受付の方に関して嫌な思いをされた

という案件を何件か聞いております。

　いろいろ僕も調べてみたんですけども、

吹田市に関してはこの摂津市と同じ方法

やったと思います。ところが、高槻市や

茨木市に関しては加算というのはなくて、

冬と夏で料金を変えて、一定の料金で使

用いただいているという方法を使ってお

られるんですけども、そうすると少し嫌

な思いをするようなトラブルというのは、

料金変更で起こらないのかなというふう

に私自身思っているんですけれども、ちょっ

とその辺、どのように考えておられるの

か、この際ちょっと聞かせていただきた

いと思います。

　それから、安全対策事業についてご答

弁いただきまして、これも詳しくご答弁

いただきましてありがとうございます。

　京都の亀岡市で大きな心痛む事故が発

生いたしまして、摂津市におきましても、

これは通学路の安全対策という観点から

ですけども、摂津市におきましても摂津

警察、それから教育委員会、学校、スクー

ルガードリーダーも入ってやと思います

けども、各小学校の通学路に関して安全

点検を実施されたと思うんですけども、

ちょっとどのようにされたのか、どのよ

うな方がかかわって、地域の方もかかわっ

ていただいていると思いますけども、通

学路における安全対策を実施されたのか

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、小・中学校の通学事業につ

いて、これも詳しくご答弁いただきまし

たけども、味舌小学校につきましては、

校区審議会等々開催されまして、一部が

摂津小学校から味舌小学校に変わりまし

た。この際ちょっとお聞かせいただきた

いんですけど、これはさまざまな場面で

質問されて、ご答弁いただいているかも

しれませんけども、南千里丘に新たにタ

ワーマンションができまして、多くの方

からどこの小学校になるのかというお問

いをいただきます。校区的には摂津小学

校になると思うんですけれども、その辺、

教えていただきたいのと、このタワーマ

ンションができて子どもが通学するに当

たって、通学路はどのようになるのか、

どのように検討されていくのか、誰がそ

こに入って検討されていくのかちょっと
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お聞かせいただきたいと思います。

　それから、小学校施設運営事業の中で、

クーラーの清掃の件でご答弁いただきま

して、校務員が新しいフィルターとかえ

ていただくということで、摂津小学校は

私いろいろＰＴＡの本部等々させていた

だきまして、年に１回ですけども、夏の

前に保護者の方と、それから地域の方と

連携をして、教室の清掃をさせていただ

くようになりました。これは少しでも地

域、それから保護者が協力して子どもた

ちのためにできたらなということで始め

させていただいたんですが、それのきっ

かけがクーラーの設置やったわけであり

まして、クーラーをかけるときは教室を

全部閉め切ってかけますので、電気の上

のかさの上の部分とか、黒板の上とか、

結構ほこりがたまってます。そのほこり

が舞わへんように、アレルギーの児童も

いてますので、清掃するということであ

りまして、そのときに先ほど課長からご

答弁いただいたんですけども、クーラー

を見てみますと、もうほこりがものすご

くいっぱいついてまして、何回も掃除機

のフィルターをかえなあかんぐらいほこ

りがたまってまして、私自身はクーラー

を設置したときに設置した業者に清掃も

お願いするような契約をされてたんかな

とちょっと勘違いしてたんですけども、

結果、そういうことで清掃いただくとい

うことであります。

　家のクーラーのフィルターも年に２回

しても結構なほこりがたまるわけであっ

て、学校はものすごく多くの児童も出入

りしますし、すごくほこりがたまってい

きますので、その辺もしっかりとメンテ

ナンスをしっかり今後もしていただいて、

そういうアレルギーの児童が体を悪くし

ないように取り組んでいただきますよう、

これは要望としておきますので、よろし

くお願いします。

　それから、あわせて中学校のトイレの

件で、施設運営事業ということでご答弁

いただきまして、これは教育委員会はか

んでませんと、学校にお任せしてますと

いうことでありまして、私自身も摂津小

学校とあわせて中学校も一中でちょっと

ＰＴＡの本部でかませていただいてまし

て、あるトイレが、生徒が掃除してくれ

てるんですけども、もう完全に詰まって

しまって、排水溝が、掃除しても水が流

れないという状況で放置されてたわけで

あります。

　そういう状況もありますので、定期的

にこれは教育委員会としても、先生も大

変やと思うんです。いろんな形でそこま

で見れないと思いますけども、どうか定

期的にこれは点検していただいて、最低

限、そういった詰まりはないか、掃除で

解決できないような場面も出てくると思

いますので、トイレ等々のメンテナンス

をしっかりしていただきたいと。

　クーラーに関しましては、中学校も設

置されたわけですから、中学校もしっか

りとそういった形で施設のメンテナンス

をしっかりと、トイレも含めてしていた

だくよう、これも要望としておきますの

で、よろしくお願いをいたします。

　それから、耐震でご答弁いただきまし

て、耐震の問題の、学校の、これ平成２

７年度ということでご答弁いただきまし

た。よろしくお願いいたします。

　学校の耐震も大事なんですけども、い

わゆる非構造部材の検討をいただいてい

るのかなと思います。体育館の天井であっ

たり、電気であったり、大きなやはり地

震が起こりますと避難所となっておりま

すので、そういう非構造部材の点検等々

の観点からしていただいていると、計画

等々していただいておると思いますけど
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も、それをちょっとお聞かせいただきた

いと思います。

　最後ですかね、文化財保存継承事業で

ご答弁いただきましてありがとうござい

ます。この際ちょっとお聞かせいただき

たいんですけども、一津屋の第６集会所

ですけども、今後どのように展開をして

いかれるのか。地域の方も交えてさまざ

まなご意見を聞いていただいておると思

うんですけども、どのように全国に発信

していかれるのか、その辺のところをも

しあれやったらお聞かせいただきたいと

思います。

　以上で２回目を終わります。

○嶋野浩一朗委員長　答弁をお願いいた

します。飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　それでは、

温水プールに関する質問についてお答え

いたします。

　先ほど南野委員からご指摘いただきま

した件につきましては、そのようなご意

見があることはこちらも認識しておりま

す。温水プールにつきましては、来年度

からの新しい指定管理者を今年度公募い

たしまして、現在、候補者が選定された

ところでございます。

　それに伴いまして、来年４月から使用

料から利用料金ということで運用してい

くことになるんですけれども、その利用

料金の設定に当たっては、ことし６月の

定例会で可決いただきました温水プール

条例の中で、現在の使用料を上限として

今後候補者と決定していくということに

なっております。

　ですので、来年４月の時点につきまし

ては、今後決定していただきます新しい

指定管理者と料金設定をしていくんです

けれども、料金の区分につきましても今

後検討課題として、新しい指定管理者と

協議してまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　中村参事。

○中村子育て支援課参事　通学路の安全

対策に対する問いでございますけども、

委員おっしゃいましたように、昨年の４

月に発生いたしました京都の亀岡市にお

きます交通事故などを踏まえまして、国

のほうでは文科省、国土交通省、警察庁

の３省庁が連携しまして、道路管理者や

警察署、教育委員会などで通学路におけ

る緊急合同点検を実施するよう通知が参

りました。本市におきましても、道路管

理課、道路交通課、摂津警察、茨木土木

事務所に呼びかけまして対応をしてまいっ

たところでございます。

　８月に合同点検等を行いまして、危険

箇所といたしましての報告は、平成２４

年度につきましては、市内小・中学校１

５校から５４か所が挙がってまいりまし

た。これに対しましては、関係者による

点検や対応方法の検討を行ってきたとこ

ろでございます。

　また、関係機関を交えまして、各学校

を訪問しまして、学校現場での危惧して

おられる点をお聞きしたり、学校により

ましては合同点検時の説明時におきまし

ては、ＰＴＡの方に出席をいただき、ご

意見を伺ったりするなども実施してまい

りました。

　それとあとまたこれ以外に個別の箇所

につきましては、自治会との協議を行う

など、地域の方ともお話をさせていただ

いているのが現状でございます。

　続きまして、タワーマンションが完成

したあかつきの通学路でございますけど

も、例年、各小・中学校からの通学路に

つきましては、摂津市立学校の通学路に

関する要綱に基づきまして、通学路の指

定につきましては、第３条、校長は通学

区域の交通事情等を的確に把握し、児童・

生徒の通学に適切な通路を通学路として
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指定しなければならない。２項といたし

まして、校長は前項の指定に当たっては、

事前に保護者を初め、地域住民等の関係

者と協議し、必要に応じて所管警察署等

関係機関と調整しなければならないと定

めております。

　当然、この要綱にもありますように、

まずは該当します、今現在で該当いたし

ます摂津小学校と第一中学校におきまし

ては、この要綱に書いてあるとおり地域

等との協議を重ねながら、より安全な通

学路としての選定がなされるものと考え

られますし、また当然我々教育委員会と

しましてもその協議の場には入らせてい

ただくつもりでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、非構造部材

についての検討ということでございます。

　非構造部材、特に体育館の非構造部材、

天井等についてでございますけども、こ

れは東日本大震災の後に天井が崩落して

けが人も多数、また死者も出たというこ

ともございまして、これは文部科学省の

ほうからの通知が参っております。

　体育館の天井につきましては、撤去ま

たは天井の耐震化を速やかにするように

ということで通達が来ておりますけれど

も、昨年、平成２４年度に第二中学校の

体育館の耐震を行いました。そのときに

第二中学校が天井部分がございましたが、

耐震工事時に天井を全て撤去し、現在、

体育館で天井のある学校はございません。

　それと、あと照明器具等につきまして

も、耐震工事と同時に昇降式といいます

か、照明灯がワイヤーで吊り下がってる

というような状況のものを設置しており

ますので、器具を完全に鉄骨の構造体に

固定をして、落下防止のために努めてる

ところでございます。

　あと、バスケットゴール等々につきま

しても、また耐震が必要でない体育館に

つきましても、現在、校舎の部分の特殊

建築物の定期検査の調査を実施しておる

ところでございます。この委託の内容の

中に、体育館のバスケットゴール等の非

構造部材についても点検をするよう仕様

書の中に含めまして、点検後、万が一支

障があるということであれば、直ちに改

修を進めてまいりたいとそのように考え

ておるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、市立第

６集会所の今後の展開につきまして、ご

答弁させていただきます。

　先ほど委員からのご質問にもございま

したが、本年６月１日に摂津市立第６集

会所、旧一津屋公会堂と呼ばれる部分で

すけども、で現地見学会を開催させてい

ただきました。当日は約８０名もの市民

の方がおいでいただきまして、非常に盛

況でございましたが、その際にアンケー

トをとらせていただきまして、そのアン

ケートの回答を３点ほど紹介させていた

だきます。

　「古き立派な建物があることを今回、

初めて知りました。長く保存していただ

きたいものです。」「摂津は新しいもの

ばかりだと思っていたが、趣のあるもの

も残っていてうれしい。」「定期的に催

しを行うことが存続につながると思いま

す」と。

　今のは代表的なご意見でしたが、こう

いうところに今後の展開のヒントがある

のかなと考えております。

　我々といたしましては、今後、この施

設を大規模なイベン等で使う場合におき

ましては、大幅な修繕もしくは構造の変

更が必要と考えております。バリアフリー

でありましたり、耐震補強、また近代的

な設備、空調、音響、舞台装置も含めま
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して、大幅な改修が必要になるかと思い

ますが、それらの改修を行うことで文化

財としての本来の価値を失う恐れもござ

います。これにつきましては、今すぐ結

論を出すのではなく、今後、文化財専門

家やまた地元の方々などによる慎重な議

論が必要かと考えております。

　当面はそのような大規模改修は行わず、

現状の集会所としての位置づけのまま実

施可能な小規模イベントを行うことで、

まずは市民の方、地域の方に文化財とし

ての周知を図り、その中で保存の機運が

高まることを期待していきたいというふ

うに考えております。

　今回の修繕におきまして、当面、継続

して保存可能な状況になっておりますの

で、今後も定期的にそのようなイベント、

周知を図れるようなイベントを開催して

まいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　温水プールにつきまし

てご答弁いただきまして、新たな料金体

系をまた検討していただきますよう、よ

ろしくお願いします。これは要望として

おきます。

　それから、通学路の安全対策というこ

とでご答弁をいただきましたけども、学

校によっていろいろさまざまあると思い

ますけども、児童の目線でなかなか子ど

もから危険な場所を聞くのは難しいと思

いますけども、児童の目線で危険な場所

を聞くのが、掌握するのが大事だという

のが一つと、保護者の方にもたくさん意

見を聞いていただきたかったなというふ

うには自分自身はそのように、私も小学

生がいてますので思いましたので、ぜひ

次のまた継続してされるかなと思います

けども、定期的に、そういった場合には

多くの保護者の方、そして児童からも危

険な場所をぜひ聞いていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いします。

要望としておきます。

　それから、済みません、先ほどちょっ

とお聞きするのを一つ、忘れてまして申

しわけありません。理科室の件で１回目

に聞いておったんですけども、これは家

庭科室それから理科室に、例えばガスを

使ってる学校があると思いますけども、

ガスの法定定期点検等々はやっていただ

いてると思いますけども、ガス器具の、

ガス漏れの感知器等々が全てついておっ

たかどうかというところがある。ついて

なかったところもあったような認識をし

ておるんですけども、それはどのように

なっておるか、ちょっとご答弁、申しわ

けありませんけども、いただきたいなと

思います。よろしくお願いします。

　非構造部材の耐震の件でご答弁いただ

きましたけども、最後に子どもたちの防

災訓練をどのようにされておられるのか。

小・中学校、幼稚園を合わせて、ちょっ

とそれだけお答えいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

　それから、第６集会所、ご答弁いただ

きましてありがとうございます。地域の

皆さんのご意見をしっかりと聞いていた

だきながらどうか進めていただくよう、

これは要望としておきます。よろしくお

願いします。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　理科室、家庭科室等の

ガス漏れの感知器ということでございま

すけども、本年度、小・中学校の理科室、

家庭科室にガス漏れの警報装置を設置さ

せていただいたところでございます。小・

中学校全て、子どもたちもガスを使用す

る場所がございますので、その部分につ

いてはガス漏れの警報装置を設置させて

いただきました。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。
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○岡部学校教育課長　小・中学校におけ

る防災訓練について、ご答弁申し上げま

す。

　小・中学校では、毎年、９月に風水害

にかかわる防災訓練、それから１月は地

震に対する防災訓練をしておりますが、

学校におきましては３月に津波等を想定

した避難訓練を行っておりましたり、６

月は不審者に対応する避難訓練を行って

おる等さまざまでございますが、各小・

中学校防災計画を策定しておりまして、

それを年度当初に事務局のほうに提出す

るようになっており、それぞれ風水害で

あったり、地震であったり、不審者対応

に対応するマニュアル等を作成し、訓練

等を行っているところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　幼稚園、保育所

におけます子どもたちの防災訓練でござ

いますけれども、保育所、幼稚園、こど

も園におきましても、毎年度、それぞれ

防災計画というのを立てております。そ

の中では防災計画の目的をはっきりする

中で、防災管理組織であったり、防災対

策、事前準備、実際に起こったときの対

応なんかについてもマニュアルとして整

えておるところでございます。

　あわせて月１回の消火訓練であったり、

避難訓練を実施しておりますけれども、

先ほど申しました保育所、幼稚園、こど

も園における防災マニュアルに基づきま

して、それぞれ園の職員が子どもたちを

安全に誘導できるよう体制を整えてると

ころでございます。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員の質問が

終わりました。

　では、大澤委員。

○大澤千恵子委員　ちょっと細かいとこ

ろからお話をさせていただきたいと思い

ます。

　まず、１つ目は、以前、岩見課長にも

お話ししましたけど、新入学用品支援事

業、これに関しましてまずランドセルの

件なんですが、２９２万５，２００円予

算があって、今年度もそのまま約９５．

３％執行率しておりますけれども、これ、

以前にもお話ししましたように、ランド

セルが各小学校に非常に余っていると。

倉庫に非常に山積みになってる学校があ

ると。前回もランドセルが今現状で残っ

ている数を出していただいたところ５０

０ぐらい多分、全部の学校で残ってたと

思うんですけど、かなり倉庫に山積みに

なってると。これの解消手段として、赤

と青が今現在あるということでございま

すが、これを黄色にしてはどうかという

提案を以前、私、内々でさせていただい

たんですが、実際、赤と青があれば予備

が三つずつ学校に送られていると。その

中で男の子、女の子が選んだとしたとし

ても、かなりの数の偏りがあって余って

くるという現状と、今、倉庫の中に満杯

である。これ、防災の観点から見ても、

備蓄品とかそういったもので空き教室が

ないという現状から見て、できるだけ倉

庫のほうを要らないものは片づけるとい

うようなこともありますので、これ、ぜ

ひまたちょっとご答弁いただきたいと思

います。

　それと、２点目は安全対策事業の中で

新入学児、先ほど南野委員もおっしゃっ

てました防犯ブザーに関しまして大体、

１年生のときに配布で１１１万６，００

０円、これが毎年、毎年、防犯ブザーに

かかっていると。現実としては、１年生

のときに貸与で、２年生以降は無償提供

になるんですか、ということだという答

弁をいただきました。これを２年生以降

で使っている子をほとんど見たことが私、

ございません。どうしてるのかなと。１
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年生のときには確かに、おばちゃん、ちょっ

とこれ、壊れたからかえてというような

ことで持ってきた子どももいるんですけ

ど、それ以降、余り子どもたちがつけて

るのを見たことがないということも考え

て、今、ＩＣチップとかありますよね。

校門に入ったら反応するとか、家に帰っ

たら反応する、携帯電話に、ああいうも

のに取りかえられるのか。ちょっと用途

がどうなのかわからないですけど、通学

途中に何か危険があったときに引っ張れ

ばブーっとなるというようなところもも

ちろん仕様としてはあるとは思うんです

けど、このあたり、もう少し何かかえら

れるものに、変化できるものに変わらな

いのかなというような気もします。防犯

ブザーもいろいろあるんですけど、今の

は黄色でかなり重いので、キーホルダー

につけててもかなりがちゃがちゃなるの

で、多分、子どもたち的には余りつけた

くないというようなちょっと意見も聞い

たりとかしてるので、このあたりをちょっ

とご答弁いただきたいと思います。

　今のはちょっと細かい点なんですけど

も、それから３番目なんですが、学校Ｉ

ＣＴ化の支援事業です。これ、執行率６

０．９％ということで、実際、この執行

率になったちょっと理由を教えていただ

きたいということと、それから学校現場

における情報活用能力の育成の実践を支

援するということで、今回、新規事業で

ございますので、このあたり少しご説明

のほうをいただきたいと思います。

　それから、４つ目、教育相談事業です。

先ほど子ども学校家庭連絡支援事業、い

ろいろこれに対する相談事業の補填をす

るというようなことで東委員も質問され

ておりましたけれども、実際、この相談

事業の中で一番多いのが不登校。不登校

のやはり相談件数が一番多いと。今現在

で２８１件ということでございます。不

登校に関する診療治療に関する経費とい

うふうにも書かれておりますけども、こ

のあたりの診療治療に関する経費につい

てもちょっとご説明をいただきたいとい

うように思います。

　それから、５点目の学童保育事業です。

学童保育事業に関しましては、以前も私、

一般質問で質問をさせていただきました

けれども、これ、今現在、時間が５時半

までということでございますが、延長に

すれば非常に人件費もかかるということ

もお聞きしておりますけども、近隣の市

では７時までとか、６時半までとか、そ

ういった学童保育の延長がなされており

ます。この辺についてちょっとご答弁い

ただきたいと思います。

　それから、続いてこども会育成事業に

関してです。こども会の育成事業に関し

て、４４万８，０００円ということで支

出のほうが出ております。これはこども

会の育成推進ということでスポーツ大会

をされていると思いますけれども、今、

現在としてこども会の加入率、それから

実態調査、こういったものをされている

のかどうか。そして、しているのであれ

ば、実態は今、どうなっているのかとい

うことをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、続いて地区市民体育祭の補

助金の件に関してです。先日、ちょっと

ご説明のほうもありまして、地区市民体

育祭の経緯というものもお聞きしました。

その中で６５２万６，０００円、これが

各地域に補助金として出されているとい

うことでございます。この出されている

内訳の金額を再度、ちょっと確認をさせ

ていただきたいと思います。

　それから、８つ目なんですけども、中

学校、小学校の運営費に関してなんです
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が、この中で運動場の砂なんかの支出が

あると思うんですが、実際、南千里丘の

マンションが建ったことによりまして、

風害が起こっているということでござい

ます。この風害で第一中学校、それから、

今、隣に南野委員がいらっしゃいますけ

ど、摂津小学校、この運動場の砂が非常

に舞っていると。先日、私も摂津小学校

にちょっとお邪魔したんですけれども、

非常に土がなくなってきてかたい面が非

常に出てきている。これに対して例えば

現実として砂をかなり実は放り込んでい

るという現実があるのか、それともそこ

までの風害はないんだよというようなこ

とであるのか、ちょっと実際、風害で砂

がすごい舞っているという市民の方のお

話がございましたので、そのあたりの現

状をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、小・中学校区の通学事業、

シルバー人材センター１８か所。今の１

８か所の場所をちょっと教えていただき

たいということと、それから１８か所が

今、現時点での摂津市内で非常に危険箇

所であるから小学校の通学事業にシルバー

人材センターのほうから派遣をされてい

るということだと思います。今後、そこ

の地域よりももっと危ないところが出た

ときに、それだけまた予算を組まないと

いけないという現状があると思うんです

けども、このあたり今、どれぐらいの要

望が来ているのかということもちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　あとはちょっとまた一般質問のほうに

回させていただきます。以上です。

○嶋野浩一朗委員長　通学事業の１８か

所ということなんですけれども、口頭で

ご説明いただくというよりも、何か書面

等があればと思うんですけど、何かござ

いますか。もしあればそれをお配りいた

だいたほうがわかりやすいかなと思うん

ですけれども。

　それだったら、答弁をしていただいて

る間に少しご準備いただいて、それはお

配りいただきますようによろしくお願い

いたします。

　それでは、答弁をよろしくお願いいた

します。岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、ご質問にお

答えさせていただきたいと思います。

　まず、ランドセルの在庫等でございま

す。以前にもご質問をいただきまして、

購入品は予備として青、赤ともに各学校、

約５個ずつぐらいを予備として発注をさ

せていただいて、各学校に配付をさせて

いただいておるところでございます。中

には１か月、２か月で縫い合わせが悪い

ところがあったかと思うんですが、ちょっ

とはがれてしまったという部分がありま

すので、そういった部分での交換させて

いただいてる分も何個かございました。

以前には、新しいものを購入したいとい

うことでご購入していただいた方もおら

れましたが、最近では購入という希望者

は少のうございます。

　委員のご質問のとおり、黄色にしては

どうかということで前回にもご質問をい

ただいたところでございますけれども、

これは過去からの歴史ということで、以

前の別の委員からもご指摘がございまし

て、赤色、青色というのは過去にいろい

ろ歴史があって今現在に至ってるという

ことでのご指摘もいただいたところでご

ざいます。したがいまして、今後も赤と

青の２色ということでのランドセルを現

時点では続けてまいりたいというふうに

考えとるところでございます。

　続きまして、防犯ブザーのかわりにＩ

Ｃチップということでのご質問でござい

ます。新聞の記事でも掲載されておった

かと思います。ＩＣチップを持って子ど
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もが学校の校門を入られると、保護者の

方の携帯にメールが届く。また、学校下

校時に校門から出られると、何時何分に

学校を出たということで保護者の方にメー

ルが来て安心で、保護者の方もこれやっ

たらあと何分ぐらいしたら帰ってくるな

ということが予測がつくということでの、

大変、あちこちでも採用されておるとい

うことで新聞記事等を読ませていただい

たところでございます。この分につきま

して、本市といたしましては導入につい

て今まで検討することはいたしておりま

せんでしたが、１校の小学校からそういっ

たものを導入をしたいということでご相

談がございました。この分につきまして

は、携帯への送信していただくのに民間

企業者の方に月々定額の料金を直接、保

護者の方が業者の方にお支払いになると

いうことで、希望者のみそれができると

いうようなサービスがございます。その

分については教育委員会としてご相談が

あったときに、これはＰＴＡのほうで実

施されるということでお聞きをしました

ので、一応、行政財産の部分を使用する

と、器機についても設置の必要があると

いうことで聞いておりましたので、一応、

相談に来られたときには行政財産の使用

許可を出していただきたいということで

のお答えをさせていただいたところでご

ざいます。防犯ブザーからＩＣチップ、

特定の業者の方に希望者だけを募っての

メールの配信ということでありましたら、

教育委員会としては検討しなければなら

ないというふうに考えます。

　それと、今、お使いになっていただい

てる防犯ブザーが重いのではないかとい

うことで、２年生以降、持っている子ど

もは見かけないということでございます

けれども、一番、最初に貸与させていた

だくときに、かなりの種類の防犯ブザー

を業者から見本として見させていただき

ました。その中で値段によりましてはや

はり落としたらすぐに壊れてしまうよう

なものもございましたので、一定、強度

等も考えまして、実物を見て選定をさせ

ていただいたということでございます。

　あと、２年生以降、余り見かけないと

いうことでございますけど、学校のほう

で一応、管理のほうも要綱で定めてして

おりますので、一応、年に一度は学校の

ほうで鳴動の確認をするというようにお

願いをしてるところではございますけれ

ども、現実に学校のほうで今現在、それ

ができているかどうかという確認はまだ

できておりませんので、再度、確認をさ

せていただきたいと、そのように思いま

す。

　あと、南千里丘の開発によりましての

第一中学校、摂津小学校のグラウンドの

砂が舞っているということで、今の現状

はどうかということでございますけども、

第一中学校につきましては南千里丘の開

発以前、企業が工場として持っておりま

したときから第一中学校の西側の住宅の

方々から砂が舞うということで、かなり

以前からお話がございました。それで、

夾竹桃を植えさせていただいて、少しで

も砂が舞うのを防ぐということでしておっ

たわけですけども、南千里丘の開発の関

係で駅へ向かう歩行者等がふえるだろう

ということで、学校の敷地を一部、歩道

に拡幅をさせていただきました。そのと

きに地元の自治会等々、協議を当時の道

路管理課と話をさせていただいて、説明

会もさせていただいて、一旦、夾竹桃を

とらせていただき、再度、夾竹桃を植え

ていただくということでご理解をいただ

き、また成長するまでの間につきまして

は、高さ４メートルの防砂ネットを設置

しておりますけれども、防砂ネットで対
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応をお願いするということで、地元のほ

うも理解を得て今日に至っておるという

ことでございます。

　なお、摂津小学校につきましての風害

というのは、今、大澤委員のほうからお

聞きしたのは、私もちょっと初めてでご

ざいまして、どのような状況かというの

が、南千里丘のビルの関係での風害なの

かどうかというのはちょっとわかりかね

ますが、摂津小学校については平成１３

年にグラウンド改修をさせていただいて

おります。その後、他の学校については

全く、予算上の関係で改修ができてない

というのが現実でございます。ただ、や

はり中学校もそうですが、学校開放等で

グラウンドでスパイク等も履いておられ

ますので、にがりをまいて、地面に湿気

を与えてほこりが立たないように学校も

対策をとっていただいておりますけれど

も、なかなかそれが追いついていないと

いうのが現実でございます。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁お

願いします。中村参事。

○中村子育て支援課参事　現在、８校１

８か所に一応、通学路に専従員を配置さ

せていただいておるわけでございますけ

ども、配置場所につきましては、当然、

学校のほうからのある程度の選定により

まして、ここが危険という形で挙げてい

ただいてると思います。当然、学校によ

りましたら、年度当初に担任の先生が一

緒に子どもたちと下校しながら選定され

ている学校もあるように聞いております。

　今、委員お尋ねの、もし新たに危険な

箇所が出てきたらという問いでございま

すが、その場合の予算の措置でございま

すけども、昨年度、１校、今までの通学

路に配置していた専従員の方を学校及び

地域の方の要望によりまして、変更した

経緯がございます。ですから、先ほど委

員おっしゃいましたように、新たに危険

箇所が出た場合には、無計画に増員する

のではなく、まず今、当然、限られた予

算の中でございますので、現在、配置し

ている箇所がどうなのかという検証も行

いながら、当然、学校の声も聞きながら、

その見直しの中で配置替えが可能となっ

た場合には、危険性の高い箇所に振りか

えるということも考えてまいりたいと思

います。

○嶋野浩一朗委員長　では、学校ＩＣＴ

化事業のことにつきまして。岡部課長。

○岡部学校教育課長　学校ＩＣＴ化支援

事業について、ご答弁申し上げます。

　本事業は平成２４年度、大阪府緊急雇

用創出基金事業を使わせていただいたも

のでございます。派遣期間といたしまし

ては、平成２４年１２月１日から平成２

５年３月３１日を予定しておりましたが、

実際に派遣が開始することができました

のが１２月１８日になりましたこと、そ

れから当初、ＩＣＴ情報支援員を５名と

いうことで考えておりましたけれども、

３名での開始となったことで、仕様書を

もとにした見積額と実際の業務に要した

費用に差異が生じたため減額が生じてご

ざいます。

　本市では、教職員１人１台、校務用パ

ソコンを貸与していただいておりますの

で、それぞれのＩＣＴ機器を活用する力

というのは備わっておるのですけれども、

授業でＩＣＴ機器を活用する力であった

り、それから情報モラルの向上にかかわ

る教材や事例の紹介など、また機器の簡

単なメンテナンスや復旧作業を行うよう

な点につきまして、ＩＣＴ情報支援員が

学校を支援しておりました。全小・中学

校で合計２０７回の派遣ということで行

われておりました。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、谷田課
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長。

○谷田児童相談課長　それでは、教育相

談事業にかかわりますことにつきまして、

ご答弁申し上げます。

　本事業は不登校等の教育相談心理事業

に要する経費ということでございますが、

実際、児童相談課、それとあと適応指導

教室での支援に当たる教育指導嘱託員、

それからカウンセリングを行う臨床心理

士、それとあと小学校に派遣しておりま

すスクールカウンセラーの報酬、それと

職員の資質向上に係る研修のほうを実施

させていただいておりますが、そのこと

にかかわります講師料でございます。

　委員ご指摘のとおり、教育センターと

しての相談件数、延べ件数ではございま

すが、１，５４１件のうち不登校に係り

ます部分が２８１件という形で非常に一

番多くなっている実際でございます。

　事業といたしまして、適応指導教室事

業とも関係いたしますが、適応指導教室、

パルに通所しております生徒が昨年度、

５名おりました。なかなか学校に行けな

い長期的な不登校状態が続いてる生徒が、

何とか適応指導教室のほうにつながった

というふうな形でございます。この子ど

もたちにつきましては、やはり目標とし

ましては学校復帰というものを目指した

いというふうなことではございますが、

なかなか本人の内面の部分のところから

ちょっと学校に行き切れないというふう

なことでございますので、本人の心の居

場所、それから体験活動等々を保障して、

自己回復力を高めていく中で学校復帰を

目指したいというふうなことでございま

すので、この５名につきまして継続的な

カウンセリング、それからあとプレイセ

ラピー等々の心理療法等々を行いながら、

それとあと学習支援でありますとか、さ

まざまな体験活動なんかも取り入れなが

ら、本人の心の安定を図りながら学校復

帰を目指してきたところでございます。

そうする中で、定期的に本人とのカウン

セリング、あるいは場合によりましたら

保護者の方も来所いただいてのカウンセ

リングというふうなことを並行して行っ

ております。そのあたりが相談件数の一

番多いところになっております。

　それ以外に電話での児童・生徒、それ

から保護者からの相談件数等々が４４件

というふうな形になっておりますので、

そういう形で対応させていただいておる

ところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　学童保育のことに

ついて、木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、学童

保育における延長保育の実施についての

ご質問にご答弁申し上げます。

　私ども子育て支援課では、市内の学童

保育の保護者の連絡会である摂津市学童

保育連絡協議会と懇談を行ってきており

ます。この中で延長保育の実施について

の要望もお聞きしているところでござい

ます。また、摂津市母子福祉会との懇談

の中でも、ひとり親家庭の支援という観

点から要望を受けており、必要性につい

ては認識をしているところでございます。

　ただ、先ほど委員もご説明ありました

とおり、実施する場合につきましては人

件費の増加等もございますことから、こ

れまで実現できていない現状でございま

す。

　また、先ほどもご答弁いたしましたよ

うに、今年度、学童保育の内容も含めた

ニーズ調査を予定しておりまして、これ

も踏まえて意向の把握には努めてまいり

たいと思っております。

　保護者が安心して働くことのできる環

境を整えるためには、延長保育が必要で

あるということは一定、理解しておりま
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すけれども、財政的な負担の問題も踏ま

えて、庁内で議論をしてまいりたいと考

えております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　それでは、こど

も教育課にかかわりますこども会につい

てのご質問にご答弁申し上げます。

　まず、こども会の加入率でございます

けれども、平成２５年度のこども会数は

７５こども会、全児童に対する加入率は

４８％となっております。１０年前、平

成１５年が６１％でございましたので、

近年の加入率の減少というのは課題であ

ると考えております。

　そういったことから、こども会の実態

を把握するという観点から、平成２２年

度には「自治会におけるこども会組織が

ございますか」といったアンケートを自

治会長宛てに実施いたしました。その中

では自治会にこども会組織があるといっ

たご回答が７２自治会、ないといったご

回答が２７自治会でございました。全自

治会ではございませんけれども、９９自

治体から回答していただいた内訳でござ

います。

　それと、平成２４年２月には実際にこ

ども会活動に携わっておられる役員にこ

ども会活動や、また摂津市こども会育成

連絡協議会全体に対する要望とかあり方、

考え方についてのアンケート調査を実施

いたしました。内容については、単位こ

ども会の活動内容であったり、運営上の

課題、役員、指導者の方の現状、市こ連

に対する行事や会議への意見、要望等、

こういった項目で実施したところでござ

います。単位こども会では歓送迎会とか

資源回収であったり、美化活動など子ど

もたちを第一とした運営を行っていただ

いておりますけれども、一方で役員のな

り手がないとか、会長だけに負担がかかっ

てるといったご意見もございました。ま

た、市全体の市こ連の行事とか会議の負

担についても、少し大変だとかといった

ご意見もありました。また、こども会の

魅力やメリットをよりわかりやすく一般

の方々に発信してほしいといったご意見

もございまして、市としても支援方策を

考えているところでございます。

　こども会の活動については、こども会

育成連絡協議会の中でも活性化に向けて

いろいろお話し合いをされております。

また、今の当該役員だけの中で活性化に

ついて話し合うには、なかなか１年限り

の役員も多いといったことで、別組織を

立ち上げてそういった検討をする場をつ

くっていこうという動きもございます。

特にこども会の活動につきましては、自

治会の活動とも大きくかかわってくると

ころもありますし、地域の子どもを地域

の大人が見守るという、ほかのスポーツ

活動やクラブ活動にはない魅力もござい

ますので、こういったことを伸ばすため

にも、こども教育課だけではなしに、い

ろいろな課がかかわっております、例え

ば老人クラブであったり、民生委員、そ

ういった方の組織との連携も含めて考え

ていくことがこども会の活性化につなが

るのかなと考えておりますので、こども

会、当然、中心となって、こども教育課

が支援してまいりますけれども、庁内の

いろんな関係課、また関係団体とも協力

しながら、活性化に向けて取り組んでい

きたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　地区市民体育祭の

ことにつきまして、日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　文化スポーツ

課にかかわりますご質問にご答弁させて

いただきます。

　地区市民体育祭実施補助事業、６５２

万６，０００円の内訳でございますが、
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三宅地区が４６万２，０００円、柳田地

区が６４万１，０００円、千里丘小学校

地区が５８万円、摂津小学校地区が６９

万６，０００円、味舌小学校地区が６６

万１，０００円、味生小学校地区が５５

万３，０００円、別府小学校地区が６３

万円、鳥飼小学校地区が５４万６，００

０円、鳥飼東小学校地区が５１万１，０

００円、鳥飼西小学校地区が６２万６，

０００円、鳥飼北小学校校区が６２万円

の計１１地区で６５２万６，０００円と

なっております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、新

入学用品支給事業の件ですけれども、先

ほど歴史があってとおっしゃいましたけ

れども、今の現状から考えますと倉庫が

満杯になることを考えること、またどん

どん、どんどんランドセルがたまってい

く現状を考えますと、やはりランドセル

の支給事業というのは非常にいい事業だ

と思っておりますので、何とか色を一つ

の色にすることによって無駄が省けるん

じゃないかと。今、非常に厳しい財政状

況の中で、たかが値段的には知れてるか

もしれません。これ、１個、幾らなのか

というのを後でちょっとお聞きしたいと

思いますけど、ランドセル、一つ、これ

が六つあれば５，０００円としても３万

円、１０年間で３０万円。こういったこ

とがどんどん、どんどん余ってきて、１

０校で３００万円というような数字に積

み上げていく可能性もありますので、ぜ

ひこれはちょっと検討課題として考えて

いただきたいなというふうに思います。

歴史があるというだけで片づけてしまう

のではなく、ではなぜ赤と青なのか、な

ぜ黄色ではだめなのかということも含め

て、もうこれは要望としておきますので、

またご検討をいただければと思います。

　それから、２つ目のＩＣチップの件な

んですけれども、先ほど希望者のみとい

うようなお話もございました。ＩＣチッ

プの件に関して、実際、見積りをとられ

たことがあるのか、ないのか。見積り、

どれぐらいの値段がかかるものなのかと

いうことも調べられてるのかどうかお聞

かせいただきたいと。

　それと、例えば仮にＩＣチップを導入

して余りにも値段が高いということであ

れば、これ、単純に計算しましたら、防

犯ブザーを年間で払ってる金額掛ける６

年間、使うというふうに計算をしていた

だいて、なおかつＩＣチップが月々払う

費用がもしかかるとするならば、どこま

で行政としてこれを出せるのか。そして、

保護者のほうにこれだけの負担、もしく

はＰＴＡ、こういったところにも呼びか

けることができるんじゃないかとか、い

ろんなことが考えられると思いますので、

そのあたりもちょっと考えていただけれ

ばなというふうに思います。

　ちょっと、まず値段を見積りに出した

ことがあるのかどうかということをお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、３つ目、不登校の件でござ

います。先ほど教育相談の中では大体、

２８１件で、診療治療に関する経費とい

うことでご説明いただきました。実際、

不登校に関して摂津市内では相談件数は

これだけだけれども、実際に水面下も含

めてどのぐらいの不登校の方がいらっしゃ

るのか。

　それから、実際、スクールカウンセラー

を派遣されてたと思うんですけども、ス

クールカウンセラーの効果と、それから

今、大阪府では毎年、合計１万人以上が

不登校が続いている現状であると。その

中で大阪府の対策としては、不登校の未

然防止ということで６年生の３年間で兆
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候があった。例えば長期にわたる欠席、

遅刻・早退、それから保健室に登校など、

こういったもののデータを含めて不登校

になるための未然防止という観点から大

阪府のほうでは取り組んでらっしゃる。

　摂津市では、そういった未然防止に関

してもう取り組みがなされているのかど

うかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、学童保育事業に関しまして

は、これはもう予算が要ることですので、

現実としまして冬場になりましたら５時

半で学童が終わって、真っ暗の中を帰っ

ていく子どもたち、それから家について

もまだ親が帰っていない現状がある中で、

少しでも延長していただきたいというの

が親の希望だと思います。ですから、予

算の件もありますけれども、今後、検討

をしていただいて、少しでも近隣市に追

いつくような形で検討していただければ

なというふうに思っております。

　それから、小・中学校の通学路事業で

す。これ、資料をいただきましてありが

とうございます。非常に危険箇所だから

シルバー人材センターのほうにお願いを

して１８か所というふうになっていると

思います。もちろん地区によっては危険

箇所が多いところと少ないところという

差があると思います。そのあたりも例え

ば地区によって、あそこの地区は非常に

交通専従員、シルバーのほうから行って

る人が多いとか、少ないとか、そういっ

たことを言われることも多々あります。

ですから、きっちり基準というか、どこ

まで危険度があればシルバーのほうに頼

んでいるのかというような基準があって

これをやってるのか、何となく派遣して

いのか、このあたりをちょっとお聞かせ

いただきたいなと思います。

　それから、こども会の件でございます。

こども会の加入率に関しましては、こど

も会自体はやはり私はすばらしい事業だ

というふうに思っております。ただ、年々、

やはり減少していっている中で、地域の

格差、これも非常に重要な問題になって

きてると思います。あの地区に入りたい、

この地区に入りたい、こども会に入るん

だったら今の地区は嫌だというような声

も聞いております。地区によっては取り

組みの事業が全く違って、多いこども会

にお金が多いので大きな事業ができたり

とか、小さいところはそれだけのお金が

ないのでなかなか隣の地区の事業のよう

なものができないとか、そういった格差

も現実ある中で、今現状としてはどんど

んこども会に入る加入率が減っています。

　以前、お話ししたように、こども会に

入ってないのに役員が回ってくるという

ような現状が地区でもございました。こ

のあたりも含めてやはり実態調査をもう

少ししていただいて、今、役員をやらな

ければいけないからなかなかこども会に

入りたくないという親の意向もあります。

例えば夜出かけたいとか、それから親が

役員をやらなあかんからこども会に入り

たくないというような現状も目の当たり

にされてると思いますので、そういった

中でこども会がある意味をやっぱりしっ

かりと伝えられるような場、これも必要

かなと思います。こども会がなぜ必要な

のか、こども会はどういうメリットが子

どもたちにとってあるのかというような

こと。それから、例えば人間関係が弱く

なってる、希薄になってる中で、地域と

の連携をとれるでしょうみたいなそういっ

た説明もあった中で、ただ単にこども会

に入ってくださいというようなことでは

ないような、何かそういう取り組みがで

きないのかなというふうに思います。い

ろんな地域でもこども会の会員数の変化
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というのは出ております。楽しいこども

会活動をするにはどうしたらいいのか、

どういうふうにども会の役員の方たちが

活動と支援を実際していくのかというよ

うなことももう少しあれば、こども会の

役員をされる方も理解できるんじゃない

かなというふうに思いますので、そのあ

たりもまたもう少し調査をしっかり、こ

のこども会はどういうことをやってるの

かということも調査しながら検討してい

ただければなというふうに思っておりま

す。これも要望に変えさせていただきま

す。

　それから、最後、地区市民体育祭の補

助金ですが、これに関しては今、内訳を

出していただきました。これに対する根

拠というか、どういう形で。一人頭なの

か。金額に対する根拠をちょっと教えて

いただければなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　そしたら、答弁を

お願いいたします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、ランドセル

の価格ということでお答えさせていただ

きます。平成２４年度につきましては１

個当たり３，３２０円となってございま

す。

　あと、ＩＣチップ等の事業者から見積

りをとられたのかということでございま

すけれども、事業者が我々のところに訪

問に来られました。そのときにお話を聞

かせていただいて、設備費用等について

は一切、事業者のほうが負担するという

ことでございますので、初期投資はゼロ

ということでお聞きをさせていただいて

おります。ただ、先ほど申し上げました、

保護者の方々の携帯へのメール通信料と

いうことで、月額が３７０円というふう

にお聞きをしておるところでございます。

したがいまして、防犯ブザーが一つ４２

０円でございます。ＩＣチップが一月で

３７０円ということで、１年にしますと

４，４４０円という単純計算になろうか

というふうに思っております。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、中村参

事。

○中村子育て支援課参事　先ほど委員お

尋ねの、どんな危険度の基準でやってる

かどうかという問いでございますけども、

まず危険度の度合いを数値化することは

ちょっと困難な状況であると思います。

先ほど申しましたように、各小学校から

の通学路につきましては、当然、学校に

おいて地域とも協議をされた中で挙がっ

てくるわけでございます。その中でおの

おの今、専従員が立っておられる場所に

つきましては、道路の現況とか、当然、

交通量とか、地域でのセーフティパトロー

ル等、あとＰＴＡのほうの見守り隊も含

めましたそういういろんな地域の方が活

動されてる中で、やはり今後はトータル

的な判断をいたしまして、今後もより効

果的な専従員の配置を考えてまいりたい

と思います。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　市民体育祭自

主補助金の根拠でございますが、２通り

ございまして、固定費といたしまして３

８万７，０００円プラス単価が２７円の

変動費がございまして、そちらに人数を

かけさせていただきました額がトータル

で補助金となっております。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。

○谷田児童相談課長　不登校に係ります

部分につきましてご答弁申し上げます。

　平成２４年度の年間欠席日数３０日以

上の不登校数でございますが、小学校が

３０名、中学校が１１７名、合計１４７

名です。

　小学校が前年と比較しまして６名増加、
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中学校が前年と比較しまして１７名増加、

合わせて２３名の増加ということでござ

います。増加傾向になっておりますので、

やはり不登校の問題につきましては、本

市、大きな課題として捉えております。

　それから、小学校派遣スクールカウン

セラーの効果等につきましてでございま

すが、事務報告書の３３３ページにもご

ざいますが、小学校派遣スクールカウン

セラー相談回数の表をごらんいただきま

すと、１０校で延べ相談回数が２，６９

０回と。子どものみ１，００３回、保護

者のみ３０４回、子どもと保護者が３７

回、教員１，２７１回、その他７５回と

いう内訳でございます。ですから、子ど

もから、あるいは保護者から相談を受け

るのみならず、やはり教員のほうからも

こういう場合、どうしたらいいのかとい

う形で相談ができると。週１回ではござ

いますけども、臨床心理士が学校にいて

るということ、これは本市の一つ、大き

な特徴ではございますけども、そこで教

員からの相談にも対応できるというふう

なところあたり、かなり大きな効果があ

るのではないかというふうに考えており

ます。

　それから、あと未然防止の取り組みに

つきましてでございますが、本市も未然

防止、特に中学校で急増するということ

がございますので、未然防止につきまし

ては非常に重大なことであると考えてお

ります。そのため、小学校６年生で１０

日以上、病欠でありますとか、不登校で

ありますとか理由は問わず、１０日以上

休んだ子どもにつきましては、中学校１

年生になったときにどうかということで

追跡調査のほうをさせていただいており

ます。追跡調査で中学校に入っての欠席

状況のほうを確認するとともに、特に長

期休業明け等々の動向でありますとか、

そういうことについても確認のほうをさ

せていただいて、本年度につきましては

毎月一回、各校から不登校の担当者を集

めまして、不登校対策ワーキング会議の

ほうを実施して、そこで状況確認ととも

に、どのような働きかけが効果的かとい

うふうなことを特に中学校区で情報交換

をしながら対応について、今、考えてお

るところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　学校のＩＣＴ化の支

援事業、先ほどちょっと２回目の質問を

しておりませんけれども、今回、新規事

業ということで２０７回、派遣されたと

いうことでございますので、これから情

報活用がなされるようにちょっとまた内

部で努力していただけたらなというふう

に思います。せっかくの新規事業でござ

いますので、執行率が本来でしたらもう

あと１名追加でする予定だったというこ

とでございますけども、中身をしっかり

とやっていただけるようにお願いいたし

ます。

　それと、もう一点、摂津小学校の風害

のグラウンドの件でございますけども、

これ、一度、一回、そのあたりの風害か

ら来ているものなのかどうかということ

もちょっと調べていただいて、風害対策

をしていただいてるとは思うんですけど

も、今なんか土で飛ばない土というのが

あるそうなんです。ふわっと飛ばないよ

うな土が。かなり高めだそうなんですけ

ども、そういったことも踏まえて、もし

入れるときに少し値段が上がっても、飛

ばない砂みたいなのがあるのであれば、

ちょっと私も勉強不足でそこまでは調べ

ておりませんけども、それらも調べなが

らちょっと対応していただきたいなとい

うふうに思います。

　やはり運動場に土がないということに
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なれば、子どもたちのけがの発生率も高

くなりますので、やはり運動場でスパイ

クを使ってるということもありますから、

できるだけけがのないような運動場にし

ていただけるようにちょっと努力してい

ただきたいなというふうに思います。

　それから、あとはずっと要望ですけど、

地区市民体育祭の補助金なんですが、こ

れは地区の人口で割ってる。これは子ど

もも含めてですか。赤ちゃんまでも全部、

入れた本当の全くの人口で割ってるとい

うことでよろしいんでしょうかね。それ

でしたら、地域の差がそんなにないとい

うこと。ただ、地区体育祭に参加されて

いる数というのがかなり、回っておりま

すと、ちょっと違いが見受けられるので、

そのあたり、地区体育祭の本来、参加さ

れる方々のやはり動員もしっかりと、人

口割りになっているんだから、体育祭に

促せるようなやっぱり努力もしていただ

きたいかなというふうに思います。基本

的にちょっと補助金の関係がわからなかっ

たので質問させていただきました。

　それから、学童保育はもう終わりまし

たね。

　それから、こども会の加入率に関しま

しては、今後、やはりしっかりと検討し

ていただくということで、これは要望で

結構です。

　それから、不登校の件ですけれども、

不登校の問題というのはこれから、今、

ふえているということですので、ますま

す重要な問題になってくるのかなという

ふうに思っております。現状はわかりま

した。これに関して大阪府のほうにいらっ

しゃった教育長のほうで、大阪府全体の

不登校、これ、未然に防ぐような施策も

実は出ておりますけれども、実際、摂津

市でも非常に多くの不登校の方がいらっ

しゃるという現状の中で、どういったこ

とを取り組んでいけば、これが増加傾向

にあるのをどこかでとめることができる

のかなとお考えになっている。経験もお

持ちだと思うので、大阪府のほうできっ

とされていたので、最後にそれだけお聞

きして、質問のほうを終わりたいと思い

ます。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、教育長。

○箸尾谷教育長　すみません、難しい質

問なんです。私、実は１５年前に摂津の

第五中を離れまして、３年間、当時の教

育研究所におりまして、そこで不登校対

応ということでさせていただきました。

今から１８年ほど前でしたけども、１８

年前はまだ登校拒否というふうに呼んで

た時代でして、私自身が実は不登校とい

うのを現場にいてるとき経験したことが

なくて、正直言ってあの当時は保護者が

甘いんじゃないかと、もっと強く押し出

せば来るんじゃないかというふうに考え

てました。私自身も役割柄、朝、来てな

い子どもがおればそこへ電話をして、何

してんねん、早く出てこいというような

電話もすることもしてましたのでそうい

うふうに思っておりましたが、教育研究

所に行きまして本当にそこの今もありま

すパルで不登校の子どもに接して、本当

に私自身、考え方が変わりました。

　やっぱり本当に行きたいと思ってるん

だけども体が動かない、あるいは校門ま

で行けるんだけどもそこから先が入れな

いという子どもがいる。でも、やっぱり

子どもは何とか行きたいから、私がパル

にいてるときも、定期テストになったら

行くんです。ふだんは行かないんですけ

ど。でも、定期テストで行ったってふだ

ん行ってないから勉強を全然してないわ

けで、テストで点がとれないはずなのに

行くから、何で行くねんと聞いたらその

子が、「僕のほうを見ないから」と。要
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するに、みんながテストのときは一生懸

命、前を向いて必死で勉強に集中します

から、自分が見られないということで、

その日だけは行けるというようなそうい

う子どもたちも実際に例があって、やっ

ぱりなかなか難しいなと、単純ではない

ということを改めて知りました。

　ですから、どのようにしたら減らされ

るかというご質問なんですけども、本当

に難しいんですが、やはり今、課長が答

弁しましたように、やっぱりきっかけと

いうか、出だしですね。不登校は３０日

以上、欠席になったら不登校ということ

でカウントされるようになってますけど、

やっぱり３０日になるまでの間にきちん

とつかんだ上で、例えば今、ありました

中学１年生でふえるという現状もござい

ます。そういうときに中学校の先生だけ

じゃなくて、例えば小学校６年生の担任

の先生にも働きかけて一緒に家庭訪問し

ていただくとか、そういうやっぱり一人

一人の子どもに応じた対応が必要かな。

不登校もいじめもそうなんですけど、一

つの万能策というか、これをやれば全て

が解決するという策はありませんので、

やっぱり一人一人の子どもの実態をしっ

かりつかんだ上で、いろいろと考えてい

かないとあかん。そのときにはやっぱり

担任が一人で抱え込まないで、今はスクー

ルカウンセラーとかスクールソーシャル

ワーカーという専門家も学校におります

ので、そういう方々、専門的な知見も得

ながら、チームで取り組んでいく必要が

あるかなというふうに考えています。

○嶋野浩一朗委員長　以上で質疑を終わ

ります。

　暫時休憩いたします。

（午後５時１１分　休憩）

（午後５時１２分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　討論なしと認め、

採決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数、よって

本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午後５時１３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　　文教常任委員長嶋　野　浩一朗

　　文教常任委員　　南 野 直 司
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